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第 1章 課題 と方法

第 1節 本稿 の課題 と方法

本稿 は､ 日本村落社会 における用水管理組織 を地域資源管理集団の一形態 と して とらえ､

その組織原理 の歴史的変遷 の解 明を課題 とす るものである｡ ｢水｣ とい う水稲作 に不可欠

であ り､かつ個 々の経営体への完全な分割 (私的所有 あるいは占有)が困難 な資源を､だ

れが､ どのよ うな資格 によって､ どのよ うに管理 して きたのかを､兵庫県の溜池濯概地帯

の村落の事例研究 を とお して考察 したい｡

日本村落社会 は､水稲作 を基軸 として展開 されて きたため､水 をめ ぐる社会関係や社会

集団 の研究 の重要性 は社会科学 の諸分野でひろ く認 め られ､ これまで に も数多 くの研究が

お こなわれて きた｡ とくに､ 1950年代の ｢村落共同体｣論 のなかで は､ ｢水利 の共同｣

は ｢山林 の共同｣ とともに､農地改革後 もなお残存す るとされた地主 の村落支配 との関連

か ら､社会科学 の諸分野で さかんにとりあげ られた｡

戦後農村社会学 もまた､ ｢共同体｣論 をひ とつの重要 な軸 としつつ展開 されて きたので

あ るが､に もかかわ らず､ ｢水利 の共同｣について充分 な研究がお こなわれて きた とはい

いがたい｡ ｢水利 の共同｣を主題 として とりあげ､掘 り下げよ うとした研究 は､む しろき

わめて少数であ った といえよ う｡

そのなかで､水利 の共 同に注 目 し､独 自の共同体論を提示 したのは､ ｢溝掛か り｣論で

知 られ る余田博通であ った｡余 田の ｢溝掛か り｣論 は､理論系譜上 は鈴木栄太郎 の ｢自然

村｣論 を継承す るものであるが､大塚久雄 の共同体論 (｢耕区制｣論)の導入 によ り､水

田の分散 占取形態か ら独 自に ｢清掛か り制｣ の範時を措定 し､ これを基礎 と して村落の範

域 において用水管理 を目的 とす る共同労働組織 (水 田共同態)が成立す るメカニズムを し

め した｡そ して､ これを基底 とす る諸集団の累積体が村落共同体 (-自然村)であるとす

る ものであ った｡余 田の ｢清掛 か り｣論 は､水利の共同性 と村落構造 について論 じた､社

会学 における農業水利研究 の先駆的業績であ るといえる｡

｢溝掛 か り｣論 はひろ く話題 にされ､村落社会研究 に一定 の影響 を与 えた｡ けれ ども､

1960年代初頭 に確立 された ｢溝掛か り｣論以後､社会学 において は､ これにかわ る有

力な理論 は提起 されて こなか った｡ もちろん､ ｢清掛か り｣論 に与す ることな く､客観的

･実証的 に農業水利 と村落 との関連 とその変化 を とらえよ うとす る研究 はい くつ もあ った｡

しか しそれ らは､ ｢溝掛か り｣論 にかわ るだ けの理論的枠組 を提起す る もので はなか った｡

そ こで､本稿 ではまず､社会学 における水利研究 として もっとも代表 的な ものである余

田博通 の ｢溝掛 か り｣論の再検討を とお して､水利研究 の課題 について考察す ることに し

た｡ ｢溝掛 か り｣論 は､大塚久雄 の共同体論 を導入 したため､耕地 の所有 (占取)形態を

基礎 に農業村落社会 の論理構造 を解 き明かす とい う土地所有論 の レベルでの議論がな され

てお り､用水 の管理 をめ ぐって人々が形成す る多様 な社会関係が見過 ごされて しま うとい

う限界があ った｡ よって､ ｢溝掛か り｣論か らは､用水 を管理す る ｢権利主体｣ の姿 はあ

らわれて こなか った｡だれが､ どのよ うな資格 に もとづいて､ どのよ うに用水管理事業 を

にな って きたのか とい うきわめて基本的な問題が､社会学 の立場か らは､い まだ充分 に解

明 されていないのであ る｡ そ こで本稿では､耕地 の所有 (占取)形態だけでな く､それを

一要因 としなが らも地域一円に公共的性格 を もつ用水 の所有 ･利用 ･管理 をめ ぐる社会関



係 の史的変化 に注 目 し､用水 の所有 ･利用 ･管理 の権利主体 の変遷の解明をめ ざ し､現代

的地域 資源管理 のあ り方 を展望す ることに した｡

｢溝掛か り｣論 は､鈴木栄太郎の ｢自然村｣論の継承 にあた って､用水管理組織 を村落

内で 自己完結す るもの ととらえ る傾向を生 み､そ こに問題点 を内包す ることにな った ｡ し

か し､水利の共 同性 は､かな らず Lも-村落内部で完結す る性質の ものではな く､場合 に

よ っては､かな り広 い範域 をふ くみ こんだ地域間の対抗 と共同の関係のなかで､重層的か

つ動 的に構成 され るものであ る｡そ して､水利 の共同をめ ぐる用水管理組織間の秩序 は､

まった く自律的 に形成 されたのではな く､それぞれの時代 の為政者や権力 との関係のなか

で形成 された ものであ り､用水管理組織 の存在形態 はその歴史的形成過程 によ って規定 さ

れ る部分 も大 きい｡そ こで､用水管理組織 について考証す るにあた っては､ こうした､対

外関係 ､そ してその歴史的展開過程 とい う視点 を重視す ることに した 0

用水 の所有 ･利用 ･管理をめ ぐる権利主体 の歴史的展開過程 の解明 とい う本稿の課題 に

応 じて､その考察 にあた ってはつ ぎのよ うな方法を とることに した ｡

高度経済成長以降の地域問題 に対応 して登場 した､地域社会ない し地域住民組織 の基本

的性格 を地域管理主体であ るとす る議論 の うち､中田実 の ｢地域共同管理｣論､その うち

とくに地域住民 自治組織 についての地域共同管理主体 としての成熟段階 にかんす る議論を

敷宿 し､分析 の枠組 とす ることに した｡すなわち､用水管理組織 とは､ ｢水｣ とい う個 々

の経営体への完全なかたちでの分割が きわめて困難であ り､私的所有 にな じまない地域資

源を共同で管理 してい くための､地域資源管理集団のひ とつである｡ そ して､用水管理組

織 において用水 の所有 ･利用 ･管理 をめ ぐる権利主体 は､歴史のなかで大 き く変わ ってい

くのであるが､その変化を とらえてい くには､土地 (耕地) についての関係 (所有 ､生産

にかかわ る利用 ､生活 にかかわ る利用)だけでな く､用水 と用水施設 についての関係 (所

有､生産 にかかわ る利用､生活 にかかわ る利用) もあわせた､ 2つの観点が必要 になる｡

この うち､土地 についての関係 を主軸 として､①共同体型管理､②土地所有者支配型管理､

③生産者管理､④生産者 +生活者管理 の 4つの段階 として用水管理組織 における組織原理

の変遷 を とらえてい くことに したい｡

そ して､以上 の分析枠組 に もとづいて兵庫 県の溜池濯概地帯 における用水管理組織 につ

いての事例研究 をお こない､ これを とお して､それぞれの段階の用水管理組織 のあ り方 と､

社会変動 のなかでの組織原理 の変化の問題 について検討 して いきたい｡

第 2節 水利研究 の意義 と課題 - 余田博通 ｢溝掛か り｣論 の検討 を とお して-

1 社会関係 ･社会集団形成 の契機 としての ｢水利 の共同｣

水稲作を基軸 として展開 されて きた 日本村落社会 において､用水 の確保 は､農業生産 に

とって不可欠であ った｡ ところが､用水 は､土地 とは異な り､個 々の経営体 への分割 が き

わめて困難な生産手段であ った｡中村吉治 は､水利をめ ぐる共同体形成 の必然性 について､

つ ぎのよ うに説 明 してい る｡ ｢濯概 のための用水が､ これを包括的に支配す ることが出来

ないよ うな不完全な所有 の客体 であ って､完全 に分割 して これを利用す ることが用水主体

にとって出来ない限 り､ これの利用 に当 って は用水主体 の側 が不可分 の もの として結合共

同せ ざるを得ない｣ [中村吉治 1956 :307貢]｡ こうして､用水 は､畦 によ って



仕切 られた個々の田へと配分 されるまでは､個々の経営体 による囲い込みが許 されない領

域 として､共同利用集団の制約のもとに存在 したのである｡

このような日本村落社会における農業水利の構造的特質- 集団 と個の矛盾- につい

て､早い時期に明快 に指摘 したのは､柳田国男の ｢農業用水 二就 テ｣ (1907年)であっ

た｡ この論文は､日本村落社会 における農業水利の構造的特質を指摘 し､これにもとづ き､

水利権 と水利制度についての政策的提言をお こなった ものである｡

柳田はまず､ ｢従前 ノ慣習｣ においては､濯概用水に対す る権利の主体は ｢個人二非 ス

シテ村方｣であ ったことを指摘する｡ ｢水利組合ノ組合員ハ村｣であ り､水利権にかんす

る協約を結ぶ場合を始めとして､水争いの訴訟を提起す る場合にも､名主 または惣代は､

必ず これを ｢村 ノ名二於 テ｣おこなったのである 1) [柳田国男 1907a :33貢]｡

彼 は､農業水利権の主体が個人ではないことについて､ ｢個人ハ末夕土地利用 ノ一方法

トシテ水 ノ領有 (Appropriation) ヲ為 スコ ト能ハズ理論上水ノ領有 力開始セラレテ私法

ノ保護 ヲ受 クルニ至ル-唯各 自所有田地ノ水 口ニ於テノ ミト言-サルへカラス｣ [柳田国

男 1907b:35貢] と述べ､ ｢村方｣を主体 とする農業水利の集団性 と､農業経営

の個別性 との構造的二重性を指摘す る｡

さらに､農業水利権の主体である水利団体 とその利用主体である個人 とのあいだには､

私経済原理にもとづ く契約関係が結ばれてお らず､水利団体 に支払われる水利費 は必ず し

も用水の対価 と目す ることので きないものであるため､個人の水利権の保証 は､ ｢必 シモ

十分ナルコ トヲ得サル｣状態にあると述べている [前掲書 :36-37頁]｡

そこで､ ｢現在ノ水利組合-此際従来ノ組織 ヲ改メ-ノ私法上ノ法人 トシテ自ラ農村二

於ケル給水業者 ノ地位二立 ツへキナ リ｣ [前掲書 :38貢] と述べ､用水利用者 との契約

にもとづいて給水事業をおこな う市場経済的な ｢私設給水機関｣の設立を提言す るのであ

る｡

柳田の､農業水利権の個人への分割､私設給水機関の設立 という提言には､農業水利権

を近代的私権 として確立 しようという意図がみられる｡岩本由輝は､柳田は ｢日本の農業

を生業の水準か ら職業あるいは企業へと引きあげ､農民を自立 させる基盤 として "ムラ"

を再編成す ることを もくろ｣んでいたのであ り､ ｢その限 りにおいて若 き農政学者柳田は､

きわめて意図的な近代主義者であった｣ とみている [岩本由輝 1978:6貢]｡けれ

ども､柳田のこの ｢近代主義｣的提言は､寄生地主制が支配的であった当時の農村の現実

か らあまりにも隔絶 した超越的提案だったとみなさざるをえない｡

このように､政策的提言 としては問題があるが､柳田のこの論文は､日本村落社会にお

ける農業水利の構造的特質- 集団と個の矛盾- を､早い時期に明快 に指摘 したもので

あった｡

このような特徴をもっているため､ ｢水利 の共同｣は村落社会結合の契機のひとつとし

て非常 に重要な位置を占めるものとかんがえ られてきた｡それでは､戦後農村社会学にお

いては､水利 にかん して どのような研究がお こなわれて きたのであろうか｡次項でみてい

くことに しよう｡

2 社会学 と水利研究

先述 したように､日本村落社会は水稲作を基軸 として展開 されてきたか ら､水利をめ ぐ



る社会関係や社会集団の研究の重要性 は社会科学諸分野でひろ く認め られ､農業経済学､

経済史学､歴史学､法学､地理学などの分野で､それぞれの時代の問題関心 に したが って､

数多 くの研究がおこなわれてきた 2) ｡水利 について､戦後 のお もな研究をあげれば､喜

多村俊夫 『日本濯概水利慣行の史的研究』 (1950年)､金沢夏樹 『稲作の経済構造』

(1954年)､渡辺洋三 『農業水利権の研究』 (1954年)､農業水利問題研究会編

『農業水利秩序の研究』 (1961年)､馬場昭 『水利事業の展開 と地主制』 (1965

年)､永田恵十郎 『日本農業 と水利構造』 (1971年)､玉城哲 ･旗手勲 ･今村奈良臣

編 『水利の社会構造』 (1984年)､森実 『水利の法 と社会』 (1990年)､志村博

康編 『水利の風土性 と近代化』 (1992年)などがある｡

にもかかわ らず､社会学の立場か ら農業水利を基軸 とした社会関係 ･社会集団が直接の

研究対象 とされ ることは､きわめて少なか った｡水利の問題 に社会科学諸分野か ら関心が

集まった 1950年代の ｢村落共同体｣諭のなかにあって も､社会学の分野では､水利を

主題 とした研究 はごくわずかであった｡

そのなかで､水の共同利用を重視 し､独 自の共同体論を提示 したのは､余田博通であっ

た｡かれの ｢溝掛か り｣論は､理論系譜上は鈴木栄太郎の ｢自然村｣論を継承 しなが ら､

同時に経済史における大塚久雄 の共同体論 (｢桝区制｣論) も導入 し､両者を ｢2本の支

柱｣ とす ることによって､水利を村落結合 (あるいは ｢自然村｣)の基礎 として位置づけ

た ものであった｡余田の ｢溝掛か り｣論は､水利の共同性 と村落構造 について論 じた､社

会学 における農業水利研究の先駆的業績 といえる｡

｢溝掛か り｣論はひろ く話題 にされ､村落社会研究に一定の影響を与えた｡けれども､

1960年代初頭に確立 された ｢溝掛か り｣論以後､社会学 においては､ これにかわる有

力な理論は提起 されて こなか った｡

もちろん､ ｢溝掛か り｣論 に与することな く､客観的 ･実証的に農業水利 と村落 との関

連 とその変化をとらえようとす る研究はい くつ もあった 3) ｡そのうち､注 目しておきた

いのは､柿崎嘉一による研究である｡後に述べるように､かれの研究には､ ｢溝掛か り｣

論にはなか った重要な視点- 用水管理組織 の重層的拡大 という対外関係か らの視点-

がふ くまれていたか らである｡

以下では､社会学者による水利研究 として もっともよ く知 られている余田 ｢溝掛か り｣

論 をとりあげ､その検討をとお して水利研究 の課題を析出 したい｡は じめに､ ｢溝掛か り｣

論成立の学説史的背景 として､その ｢支柱｣ となった鈴木の ｢自然村｣論､および大塚が

理論的に大 きな影響を与えた ｢村落共同体｣論のなかで､水利の共同が どのように位置づ

けられていたのかをみてい く｡つづいて余田 ｢溝掛か り｣論 の意義 と限界について検討 し､

これをとお して水利研究の課題を しめ したい｡

余田 ｢溝掛か り｣論 について再検討することは､同時に､ 1950年代の共同体理論に

ついて再検討す ることにもつながる｡以下の作業は､いいかえれば､水利研究における

｢村落共同体｣論か らのパ ラダイム転換の模索で もある｡

3 ｢自然村｣論 と水利の共同

鈴木栄太郎の ｢自然村｣論は､ ｢家｣ と ｢村｣とを軸 として､日本農村社会学の体系化

をおこな った ものであ り､有賀喜左衛門の ｢家連合｣論 とともに､その後の農村社会学の



指針 として､圧倒的影響力をもつ ものであった｡

鈴木は､ 日本農村にみられる諸種の社会関係 ･社会集団の累積か ら三つの社会地区をと

りだ し､その うちの中位のひろが りを もつ社会地区 (第二社会地区､部落および近世の藩

政村 に相当する4) ) を ｢自然村｣ としてとらえた｡それは､ ｢行政上の地方 自治体やい

わゆる舞落ではな くして､一つの自然的なる社会的統一｣ [鈴木栄太郎 1968 (初出

1940) :56貢]を有する ｢一つの自律的存在者｣であ り､その社会的統一性は､

｢生活のあ らゆる方面 にわたる体系的な行動原理｣である ｢時代の個人達を縦 にも横 にも

貫ぬいている一個の精神｣､つまり ｢村の精神｣の存在 によって もた らされ るとした [前

掲書 :106貢] ｡

｢自然村｣論のなかで､水利の共同は､自然村の結合の契機 として､ もっとも重視 され

た｡すなわち､ ｢水田経営に従事 してきたわが国の農民 は､感慨排水のための協力を必要

とした｡その共同利害者間の団結は､感情的要素 も加わ りきわめて強 く､利害反す る他者

に対 しては排他的でさえあった｣ [前掲書 :104貢] として､水利の共同を自然村結合

の契機の第一番 目にあげたのである｡続いて､農民の定住性 と特殊な婚姻習俗による地縁

と血縁の重複､共同防衛､江戸時代の-村連帯の統治制度､村民の等質性があげ られてい

る｡ これ らは､自然村内の人々の結合を強固にするものであるが､さらに､氏神 ･入会林

野 ･共同祈願 ･村仕事 ･相互扶助等々にかんする慣行により､自然村は､自主性 ･自律性

を もっ存在 として認め られるのである｡鈴木 による村落結合の契機 としての水利の共同の

重要性の指摘 5) は､戦後､余田の ｢溝掛か り｣論成立の糸 口となった｡

鈴木は､日本農村 に存在する集団を十種の種目に分類 したが､水利の共同にかんす る集

団は､その うちの ｢特殊共同利害集団｣ とされている｡ ｢特殊共同利害集団｣ とは､ ｢生

活の重要な方面 において利害を共同す るがためにつ くられた集団で､生活 に対す る､特 に

自然の恩恵及び障碍の､共同の関係の上に組織 されている団体｣ [前掲書 :368貢]を

い う｡それは､ ｢自然村内に分立するのでな く､自然村の人々がそのままそれぞれの集団

を形成 し､自然村の結束をます ます強固ならしむと共 に､外社会に対 してそれだけ敵対的

態度を持するに至 るもの｣ [前掲書 :371貢]なのである｡ これは､ ｢特殊共同利害集

団｣のひとつとして把捉 される水利共同組織について､その構成員は自然村 の構成員 と一

致す ること､また､対外的には共同利害集団 として外社会に対抗するものであることを示

している｡

以上述べたよ うに､鈴木氏の ｢自然村｣論 は､ ｢自然村｣-部落-旧近世村 という理解

にたつ ものであ り､そのなかで､水利の共同は､自然村の結合の もっとも重要な契機 とし

て とらえ られていた｡そ して､水利共同組織 は､自然村の全構成員か らなる対外的共同利

害集団 として性格づけられた｡けれども､ ｢自然村｣論においては､水利をめ ぐる共同関

係 と､その他の契機 によって形成 されるさまざまな社会関係 との間の関連 については､

｢累積｣以上の説明はおこなわれなか った｡ この点を批判 し､ ｢溝掛か り｣の範時を軸 に

独 自の村落構造論を展開 したのが､余田博通である｡

4 ｢村落共同体｣論 と水利の共同

戦後 (1950年代)の農業水利研究 は､戦後民主化の一環 としての農地改革の評価を

め ぐる議論- とくに ｢村落共同体｣論- -のなかで活発に展開 された｡水利の共同は､



地主の村落支配 の拠点 となっている ｢村落共同体｣存立のための重要な基盤 のひとつとし

て､否定的価値理念のもとに研究対象 とされたのである｡

｢村落共同体｣論の理論的枠組 として､当時の研究に圧倒的な影響を与えたのは､大塚

久雄の 『共同体の基礎理論｣] (1955年)であった｡ 『基礎理論』は､資本制以前の諸

生産様式はいずれ も根底 において ｢共同体｣ として編制 され､そのうえにうちたて られて

いたとい う理解 にたち､封建制か ら資本制への移行 という歴史的事態 は､ ｢共同体｣の終

局的崩壊の局面を内包す るものであった､とした [大塚久雄 1970 (初出 1955)

:10- 11貢]｡

｢村落共同体｣論は､農地改革による寄生地主制の解体 にもかかわ らず､改革後の村落

には依然 として地主制ない し半封建制が残存 しているとい う見解にたち､地主制ない し半

封建制の残存の根拠を ｢村落共同体｣の残存か ら説明 しようとするものであ った｡ ｢村落

共同体｣は地主 による村落支配の拠点 となっており､ したが って､日本の村落が半封建的

地主制を完全に克服 し､近代化するには､ ｢村落共同体｣を解体 しなければな らないとさ

れた｡

｢村落共同体｣をめ ぐる議論のなかで､水利の共同は､山林の共同 とともに､ ｢村落共

同体｣存立のためのひとつの重要な契機 として研究対象 とされた 6) ｡ このような観点か

らの研究は数多 くなされたのであるが7) ､ ここでは､一例 として､住谷一彦 と服部一馬

の研究をとりあげることにす る｡

住谷一彦の ｢村落共同体 と用水強制｣ (1953年)では､水利の共同は､日本農村の

生産力発展阻止の一要因である村落-共同体 において､その存立基盤である ｢耕作強制

(用水強制)｣を生み出す要因 としてとらえ られている｡

住谷は､西欧歴史学 における研究成果をふまえ､ ｢村落共同体の意味内容 はその基軸を

入会地の共同利用等にでな く "耕作強制''Flurzwangにおいて考えなければな らない｣ [住

谷一彦 1953 :58貢] と主張する｡そ して､日本の村落にみられる番水制 ･廻水制

(すなわち分水慣行､並びにその延長 としての普請慣行)を ｢耕作強制｣の範噂において

把握 し､その労働対象が ｢土地｣ではな く ｢水｣である点か ら､特殊に ｢用水強制｣の範

時を構成す るとみな した｡そ して､この ｢用水強制｣を基軸 として成立す る村落共同体が､

農村社会構造決定の一要因であ り､かつ､生産力発展阻止の一要因であるとした｡

服部一馬 は､ ｢農業水利 における共同体規制｣ (1955年)において､水利の共同を

｢共同体規制｣の側面か らとらえ､これを地主制存続の一要因 とみなす見解を示 した｡用

水の利用を契機 として地域的 ｢共同体秩序｣が成立す るのであるが､これは､共同体の個

々の構成員の稲作にたい して強い規制力を もっている｡ このような共同体秩序の もとでは､

水の私的利用 は､共同体的規制 に全面的に依存することによってのみ､は じめて可能 とな

る｡そ して､この共同体規制は､身分階層的な支配関係の存在のもとでは､ ｢特権的身分

層 による村落支配のための契機 に転化 して しまう｣ [服部一馬 1955 :104貢]｡

したが って､水利の共同は､共同体規制 というかたちで ｢村落共同体内部および共同体相

互間の､身分階層的な支配関係の固定化 と再生産に役立ち､それがまた､自由な農民的土

地所有の展開を強 く拘束す るに至 った｣ [前掲書 :109貢]のである｡ こうして服部氏

は､ ｢広汎な､稲作農業を中心 とする地帯で､寄生的大地主の消滅にもかかわ らず､なお､

自由な ｢農民的土地所有｣を阻む ｢地主制｣の支配を認め得 るのは､改革が ｢地主制｣の



基盤 とな っている ｢水｣の問題 に手を触れなか ったためであ る､ といって もよい｣ [前掲

香 :110- 111貢] と結論づけるに至 った｡

以上のように､戦後 (1950年代)の農業水利研究 は､農地改革をめ ぐる議論のなか

で活発 に展開 されたのであるが､ ｢村落共同体｣の存立基盤 の重要なひとつ として､ ｢耕

作強制｣あるいは ｢共同体規制｣の範晴の もとに研究対象 とされたのである｡

｢村落共同体｣論 は､農業経済学および西欧歴史学を中心 に提起 された議論であ ったが､

これは､農村社会学 にも積極的 にとりいれ られていった 8) ｡そのなかで､水田の分散 占

取形態 に起因す る水利の共同に注 目して独 自の共同体論を展開 したのが､余 田博通であっ

た ｡

5 余田博通 ｢溝掛か り｣論

余田は､鈴木栄太郎の ｢自然村｣の概念 と大塚久雄の 『共同体の基礎理論』における

.｢耕区制｣を方法論 としての ｢二本の支柱｣ として､独 自の ｢溝掛か り｣論 を展開 した｡

それは､自然村 -村落共同体の統一 ･成立の基礎を､ ｢桝区制｣に頬比 され る ｢溝掛か り

制｣に求め､ この基礎か ら自然村 -村落共同体の基礎構造 (-集団累積秩序)を明 らかに

しよ うとす るものであり､鈴木 の ｢自然村｣の概念を村落構造論の観点か らとらえなおそ

うとした もの といえる｡

余田の ｢溝掛か り｣論 は､社会学者 によるこれまでの農業水利研究の うち､ もっとも代

表的かつ体系的な ものであ り､水利の共同 と村落構造 についての有力な理論 といえるだろ

う｡以下では､まず､ ｢溝掛か り｣論の骨格 を概観 しよ う｡

余田は､村落社会分析の基礎 に､鈴木栄太郎の ｢自然村｣の概念 をすえた｡先述のよう

に､ ｢自然村｣ は､地縁的結合を基礎 とす る集団累積体であ り､それは ｢時代の個人達を

縦 にも横 に も貿 ぬいている一個 の精神の存在｣ [鈴木栄太郎 1968 (初 出 1940)

:106貢]によって社会的統一性を有す るものである｡ しか し､余田氏 は､ この概念 は

一般的抽象的超時間的概念 に終 わ っていると批判 し､ ｢特殊歴史具体的村落共同体の統一

･成立の論理 および現実態 によ り近い概念を明 らかにすべき｣ [余田博通 1961:6

2貢]であると主張 した｡すなわち ｢自然村が一･椴的抽象的概念でな く､具体的な 日本の

･農村の ･現時の自然村の概念であるな らば､ (中略)諸集団が単 に累積す るということ

だけではな く､累積 の秩序を明 らかにすべ き｣ [前掲書 :63貢]であるとかんがえたの

である｡

余田は､ この問題を解 く糸 口を､鈴木 による､日本農村 における水利の共同利害の重要

性の指摘のなかに見出 した｡それは､ ｢日本の農民が充分 に個人主義的にな り得ない､そ

して 自然村の集団 に対す る全体主義的観念を充分 に育成 さした最大の理由の一つは明 らか

に水利の共同利害の関係であるという事がで きるであろう｣､ ｢水利の物理 的組織系統 を

みる事 によって栗蕗の形態を､故にまた自然村の独立を大体 に読みとる事す らで きるであ

ろう｣ [鈴木栄太郎 前掲書 :369貢] とい うものであった｡

さらに余田は､大塚久雄の 『共同体の基礎理論』に触発 され､ ｢ゲルマ ン的｣共同体 に

おける ｢耕区制｣の類比 によ りこの問題を解明で きるのではないか とかんがえた｡余田が

｢いま一つの重要な視角をわれわれは与え られた｣ [余田博通 前掲書 :92貢] として

引用 したのは､ 『共同体の基礎理論』の次の一節である｡ ｢われわれが世界史的観点か ら



技術史的系譜を全 くことにした諸地域 (たとえば上述のようなヨー ロッパ と水田耕作のわ

が国)における ｢農業共同体｣の発展段階を批判的に比較 しようとす るばあい､このマイ

ツェンの見解は大 きな示唆をあたえるのではあるまいか｡なぜなら､ この立場にた って推

論をすすめるな らば､ ｢ゲルマン的｣共同体､ したが ってそれに特有な ｢耕地形態｣を史

実の うちに検出 しうる鍵 は､なによりもまず､ ｢形式的平等｣の原理を具現す るところの

｢耕区制｣- たといそれが ｢ラーゲモルゲ ン制｣の姿をとっていようとも- が何 らか

の形で存在するか否か という問題 となって くるか らである｣ [大塚久雄 1970 (初出

1955) :100貢] ｡ 『共同体の基礎理論』によると､資本制以前の諸生産様式 はい

ずれ も根底においては ｢共同体｣ として編制 され､その上 にうちたて られているが､ ｢共

同体｣は､生産諸力の､ したが って諸個人の私的活動の発展の段階に応 じて､それぞれ独

自な形態 と構造を もっ ものとして現われて くる｡それ らは､① アジア的形態-②古典古代

的形態-③ ゲルマン的形態 (- ｢封建的共同体｣､ ｢村落共同体｣)の三つの基本形態 と

して､発展段階 として指摘 される｡ ｢桝区制｣は､ ｢ゲルマン的｣共同体独 自の ｢耕地形

態｣であ り､ ｢ゲルマ ン的｣共同体の基本法則 というべ き土地占取 における ｢形式的平等｣

の原理の基礎 となるものである｡つまり､余田は､大塚の右の指摘か ら､ ｢桝区制｣に比

すべきものがなん らかのかたちで存在するのであれば､それをもって ｢ゲルマ ン的｣共同

体- ｢村落共同体｣の存在を基礎づけることができるとかんがえたのである｡

こうして､鈴木 と大塚の指摘を基本的視点 として ｢幾っかの村落共同体 と予想 される部

落｣ [余田博通 前掲書 :90貢]をとりあげ9) ､村落社会の実態分析をおこなった結

果､余田は､自然村 -村落共同体の統一 ･成立の基礎を ｢溝掛か り制｣に求 めるに至 った｡

余田は､ 日本の水田村落の場合､ ｢ゲルマ ン的｣共同体における ｢桝区制｣に比すべき

ものは ｢溝掛か り制｣ というかたちで存在 しているとかんがえた｡ ｢ゲルマ ン的｣共同体

における ｢耕区制｣ とは､ ｢共同耕地｣Ackerlandが細かい ｢耕区｣Gewannに分 けられて

お り､各村民 (-家族経済)はこの各 ｢桝区｣にい くぱ くかの大 きさの ｢耕地片｣を私的

に占取 し､この各 ｢桝区｣に分散 している耕地片の総体が彼の所有す る ｢耕地｣をかたち

づ くるとい う､いわゆる ｢混在耕地制｣の耕地 占取形態をさす 川 ) ｡余田は､この ｢耕区｣

に対応す るもの として､耕地の分散 ･混在の場 としての ｢溝掛か り (田)｣の範晴を措定

し､ これを基礎 に村落共同体の論理構造を解明 しようとしたのである｡

｢溝掛か り制｣の意味する内容 は､つぎのとおりである｡①一筆の田は､それが畦畔 に

よって他の田か ら仕切 られていることによって個別性を有 しているが､水利 という点か ら

いえば､水路を除外 して田はあ り得ないのであるか ら､水田は本来的に著 しく公共的性格

を有 している｡②一本の溝か ら給水 される田の-集団は ｢溝掛か り田｣ とよばれるのであ

るが､各溝掛か り田は､用水 ･排水について一体 としての利害関係を有す る｡③ さて､溝

掛か り田の各一筆は耕作者がそれぞれ異なっているか ら､溝掛か り田は ｢混在耕地｣ となっ

ている｡耕作者 の側か らいえば､彼等はい くつかの溝掛か り田に何等かの水田を占取 して

いるわけである｡ このような 3つの特徴をもつ水田の耕地占取形態 -混在耕地制を ｢溝掛

か り制｣ とよぶ｡ ｢桝区制｣ と ｢溝掛か り制｣の対応関係については､図 1に示 している
I1)

()

｢溝掛か り制｣ とい う耕地形態においては､水田の占取者が一筆 ごとに異 なっているた

め､水路の管理 は著 しく公共性 に制約 されることになる｡そこで､各藩掛か り田には､共



同管理 ･労働のための組織 (清 さらえ班)が成立す る｡耕作強制､共同体規制 は､ ｢溝掛

か り制｣ にその根拠 を もつのである｡ さて､各農家の耕地 は複数 の清掛か り田に分散 して

いるため､各農家 は同時 に多 くの共同組織の構成員 となる (図 2､図 3)｡各農家が相互

浸透的にこのよ うな関係 にあるとき､ これ らのすべての共同組織を包含す る村落的規模の

共同労働組織の成立が必然 となる｡ この共同労働組織 (水 田共同態) こそが､村落の一体

性 の基礎 となる基底的集団であ り､ ｢村落が一体であるとい う社会意識､共 同意識､また

村落の規範意識 の根源｣ [余田博通 前掲書 :362貢]｣なのである｡

この水 田占取 の共同態性を基礎 とす る共同労働組織 (水田共同態)を基底 とし､その上

に私有林野共同態が重な り､ さらにこれ らの共同態によってその一体性が基礎づけられ る

村落的規模 の共同態的諸集団 (た とえば氏子集団)が累積 して､村落共同態 が成立す る｡

そ して､ この村落共同態の上 に､ これを前提 として成立 している村落共有集団 (いわゆる

部落共有集団､たとえば共有林野集団､共有道路集団等)が重な り､その上 に､土地占取

の相対的独立性 を基礎 とす る生産 の私的性質 に基づいて現われる諸集団や､住居の隣接関

係を基礎 とす る部分的集団､ さらに家共同体 あるいはそれを基礎 とす る諸集団等が累積す

る｡ このよ うな関係において一体性をた もつ集団累積体が､村落共同体であ るとい うので

ある｡

以上述べたよ うに､ ｢清掛か り｣論 は､鈴木の ｢自然村｣概念の内在的批判か ら出発 し､

｢ゲルマ ン的｣共同体における ｢桝区制｣に類比 しうるもの として､水田耕作 における

｢溝掛か り制｣ の範嶋を措定す ることによ り､ これを基礎に村落共同体統一 ･成立の基礎

構造 (-集団累積秩序)を明 らかに しようとす るものであった｡ これは､鈴木の静的な

｢自然村｣概念 を村落秩序形成 の動的構造 と して解明 しようとした もの といえるだろう｡

図 1 ｢耕区制｣ と ｢溝掛か り制｣

｢耕区制｣ Hufe :Streife- Gewann- Ackerland

フーフェ : 地 条 耕 区 共同耕地

｢溝掛か り制｣ 一戸前 : 一筆EEl 溝掛か り む らの総水田

[余田7書jL 1981;232文】､ [大塚久JC 1970 (切出 1965):91-102貢】より作成

図 2 溝掛 か り分散 占取形 態
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図 3 農 家 と共 同組織 との関係
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鈴木栄太郎 の村落模式 図

〔鈴木栄太郎 197 7 :240､ 24 1､ 242亘]

ゲルマ ン的村落共同体 における

土地 占取 の様式- その理想図
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安倉部落基礎構造図

[余田博通 196 1 :2 17貢]



6 水利研究の課題

(1)用水の所有 ･利用 ･管理をめ ぐる ｢権利主体｣像の解明

- ｢所有論的共同体論｣の限界-

｢溝掛か り｣論は､理論系譜上では､鈴木栄太郎の ｢自然村｣論を継承 しなが ら､同時

に経済史 における大塚久雄の共同体論 (｢桝区制｣論) も導入 し､両者を ｢二本の支柱｣

とす ることによ って､水利を村落結合 (あるいは ｢自然村｣)の基礎 として位置づけた も

のであった｡ これは､社会学の分野では従来研究の少なか った水利の問題 について､共同

性の成立の基礎を明 らかに し､ さらにこれを基礎 として､鈴木によって明 らかにされえな

か った ｢自然村｣内の諸集団の累積秩序を村落構造 として示 そうとした ものであり､社会

学 における水利研究の先駆的業績 として高 く評価 しなければな らない｡

けれ ども一方で､残 された課題 も多い ｡結局､ ｢溝掛か り｣論は､耕地の分散占取形態

に注 目す ることにより､村落的事業 としての用水管理成立のメカニズムを解明 しようとし

た ものであった｡すなわち､ ｢なぜ､自然村の範域に水利組織が成立するのか｣ とい う問

い (この間い自体が内包する問題点については後述する)にたい して､耕地 の分散占取形

態の存在を もとに独 自に ｢溝掛か り制｣の概念を措定 し､ これを基礎にそのメカニズムを

説明す ることで答えとした ものであった｡それは､耕地が分散する範域を根拠 に水利の共

同が形成 される ｢範域｣を主たる論点 とした ものであ り､耕地の所有関係 に視点が限定 さ

れていた｡耕地の所有主体を中心 に含みつつ も､ もっと広域的な所有 ･利用 ･管理を必要

とす る用水にかんす る権利の主体 とその主体間の社会関係についての総体的な考察 には及

ばなか った｡だれが､どのような資格にもとづいて､どのよ うに用水管理事業をになって

きたのか という､ きわめて基本的な問題が､社会学の立場か らは､いまだ充分に解明 され

ていないのである｡用水の所有 ･利用 ･管理の権利を もつ主体像の解明は､今後の水利研

究におけるもっとも重要な課題であろう｡

耕地の分散 占取形態 という狭 い事項に関心が集中 し､用水 の管理をめ ぐって人々が形成

す る多様な社会関係が充分にとりあっかわjlなかったのは､ ｢溝掛か り｣論が依拠 した大

塚の共同体論が所有論 として展開 されていた ことによるとかんがえ られる｡小谷正之は大

塚の 『共同体の基礎理論』を所有論 レベルの共同体論であるとして､その問題点をっ ぎの

ように指摘 している｡ ｢大塚の ｢共同体の基礎試論｣にかかわる第三の問題点 は､大塚が

共同体論を もっぱ ら所有論 (それ も土地所有論) として展開 しているという点である｡共

同体 とは､本質的には､経済的､政治的､文化的等々のさまざまな契機を媒介 として形成

される人 と人 とのあいだの重層的 ･多元的諸関係の集積であ り､ したが って共同体的社会

編成 白身が重層的 ･多元的な構造を もつ ものなのである｡ (中略) ところで､所有関係 と

は､後述のように､人 と人 との関係が､ ｢人 と物 との関係｣ として表現 されたものであ り､

土地所有 とは人 と人 との関係が､人と土地 との関係 という局面に表現 された ものにはかな

らない｡ したが って､一般 に所有関係 とは､人 と人 との関係の-局面を表現 しているにす

ぎず､多様な共同体的社会関係の個性を､その-局面に集約す ることはで きないといわね

ばな らない｡その意味で､共同体論は､大塚 のような所有論のレグェルではな く､ ｢関係

論｣の レグェルで多元的にとりあっかわれるべきものなのである [小谷注之 1985 :

116- 117貢]｣ ｡

小谷 は､所有関係 とは､人 と人 との関係のひとつの局面を表現 した ものであるか ら､所

ll



有論の レベルよ りも関係論のレベルのはうがより包括的であるとしている｡同様の主張は

岩本由輝 によって もなされてお り､ ｢近代以前の社会における人間存在の前提 としての共

同体を農業社会のみな らず非農業社会にも適用できる普遍的概念 とす るためには従来の所

有論的考察では不十分である [岩本由輝 1994 :213貢]｣ との視点か ら､関係論

的考察の導入が提唱 されている｡

大塚の共同体論 (とくに ｢耕区制｣論)を導入 した ｢溝掛か り｣論 もまた､耕地の占取

形態を基礎 に農業村落社会の論理構造を解 き明かすという土地所有論のレベルでの議論が

なされている｡けれ ども､用水管理 についてかんがえてみると､これをとりまく社会関係

は じつに多様であ り､所有の レベルの議論だけでな く､これを利用 ･管理の問題 と結びっ

けて論 じてい く必要がある｡また､所有 ･利用 ･管理の重要な対象物である用水そのもの

と用水施設を見逃 してはな らな い ｡用水 と用水施設は､耕地 に くらべてより広域的な所有

･利用 ･管理を必要 とするのであり､これ らの所有 ･利用 ･管理の権利主体 とその主体の

あいだに形成 される社会関係は､耕地をめ ぐるそれと密接な関連をもちつつ も独 自の展開

を示すのである｡だか ら､用水管理組織その ものを研究対象 とするとき､耕地 についての

所有 (占取)関係だけを基礎 とするのはあま りにも狭いといわざるをえない.用水をめ ぐ

る社会関係について総体的考察をおこなうためには､土地所有関係 もまた､人 と人 とのあ

いだに取 り結ばれる社会関係のひとつのあらわれとしてとらえてい く視点が必要ではない

だろうか｡

(2)対外関係か らの視点 - 用水管理組織の重層性-

｢溝掛か り｣論は､大塚の共同体論 とともに､鈴木の ｢自然村｣論を もう一本の支柱 と

して成 ったのであるが､それは一方で､水利を村落内部で自己完結 した ものと捉 らえる傾

向を生み､そこに問題点を内包することにな った｡

｢自然村｣論 は､ ｢わが国の農村におけるいわゆる自然発生的にして明治以前より存す

る集団｣ [鈴木栄太郎 1968 (初出 1940) :374貢]は､部落-旧近世村に相

当す る第二社会地区を超えることな く､その内部に累積 しているとい う理解 にたっ もので

あ り､これはそのまま ｢溝掛か り｣論に継承 された｡用水管理組織 は､自然村の範域内に

おいて形成 されるという前提の もとに理論が構築 され､村落の外側に存在す る諸要因につ

いては関心が払われな くなって しまったのである｡けれども､用水管理組織 は､対外関係

のなかで重層的に動的に構成 されるものであ り､-村落内で完結す る性質の ものではない｡

また､中村吉治が岩手県煙山村 を事例 とした詳細な実証研究 によって示 したように､用水

管理組織は､かな らず Lも村落の範域 と一致するわけではない 12) o

対外関係 とい う視角か ら用水管理組織をとらえなお してみると､それは､ ｢社会的に承

認 された (規範化 された)用水権の主体｣ としてあらわれて くる｡余田は､ ｢耕区制｣の

存在を基礎に村落構造の体系的説明を試みようとしたため､水利をめ ぐる共同の契機を

｢溝掛か り制｣に起因する水路 についての家々の共同- と､狭 く限定 して しまったのであ

るが､水利について家々が共同す る契機はこれ以外にも存在する｡たとえば､用水の確保

をめ ぐる共同､用水施設の維持 ･管理をめ ぐる共同､水源の維持管理をめ ぐる共同などで

ある｡ この うち､用水管理組織成立にとって もっとも重要な契機 となるのは､用水の確保

をめ ぐる共同であろう｡

12



用水の確保をめ ぐる共同とは､他の用水管理組織に対抗 して対外的に用水 を確保するた

めの共同を意味するo農業用水 は､その不分割性 という性質のために､畦によって仕切 ら

れた個々の田へ と配分 されるまでは､つねに共同で確保 されなければならず､この対外的

用水確保における共同が､用水管理組織の結合を強固な ものとしてきたのである｡用水管

理組織が外社会 にたい してみせ る ｢敵対的態度｣については､鈴木栄太郎 も指摘 してお り

[鈴木栄太郎 1968 (初出 1940) :371貢]､そ こには対外関係への視点 も含

まれていたのであるが､鈴木の理論を出発点 として構成 された余田の理論ではこの視点 は

脱落 して しまっている｡

用水管理組織問での用水の配分は､社会的対抗 と承認をとお して規範化 され､ ｢水利秩

序｣ として存在するようになる｡また､それぞれの用水管理組織は､みずか らの用水利用

の事実が社会的に承認 されると､それを ｢用水権｣ として意識す るようになる13) ｡ した

が って､対外関係 という視点か らは､用水管理組織は ｢社会的に承認 された (規範化 され

た)用水権の主体｣ としてあらわれて くるのである｡

用水の配分をめ ぐる用水共同組織間の対抗関係は､重層的かつ動的に存在す る｡たとえ

ば､対抗関係にある2つの用水管理組織がまとまって､他の用水管理組織 または用水管理

組織の連合に対抗する場合が しば しばある｡そ して､これ らの用水管理組織がひとまとま

りとなってひとまわ り大 きな2次的な用水管理組織を形成 し､また別の用水管理組織 に対

抗す る場合 もある｡ さらに､この 2次的用水管理組織が､さらにより広範囲におよぶ 3次

的用水管理組織 を形成する場合 もある｡水利の共同性は､このような重層性 を もつ ものと

して､それぞれの状況に対応 した動的なもの としてあらわれて くるのである｡

こうした用水管理組織の重層的構造の実態 は､柿崎嘉一によって リアルに描かれている

[柿崎京- 1978]｡そこでは､香川県の溜池濯概村落を事例 として､溜池の整備や

用水の確保をめ ぐる地域的対抗関係のなかで用水管理組織がより広範な地域 をふ くみこむ

ものへ と重層的に拡大 してい く過程の実態があさらかにされ､さらに用水管理組織の重層

的拡大が､一方的に末端組織を解体の方向に作用するとは限 らず､かえって､自他の区別､

境界づけ､協定や対抗関係を派生 させつつ､用水管理組織を統合の核 として村落の政治的

再編成を現出す ることにもなるとの指摘がなされている14) ｡

柿崎が しめ したように､水利の共同をめ ぐって形成 される社会関係 は､-村落内部で完

結す る性質の ものではな く､場合によっては､かなり広い範域をふ くみこんだ対外関係の

なかで､重層的かつ動的に構成 されるものとしてとらえられ るべきであろう｡

(3)歴史的変遷の解明 - 近世的用水管理秩序 との関連-

先に述べたように､用水管理組織が形成 される範域 (受益地の範域)は､かな らず Lも

村落 と一致す るわけではな い ｡ けれども､村落が用水管理組織の-分節単位 となっている

ケースも少な くない｡ このようなケースは､近世以前か らの歴史をもつ用水管理組織に比

較的多 く見出す ことができるo

旧近世村 と用水管理組織の関係 について重要な示唆を与えて くれるのが､渡辺洋三 『農

業水利権の研究』 (1954年)である｡渡辺は､旧近世村 ない しその連合を母体 とす る

｢水利共同体｣ こそが､農業水利権の現実の主体であるとした｡彼は､ ｢水利共同体｣の

歴史的成立は ｢近世村落の自治的形式 15) と軸を一にす るもの｣ [渡辺洋三 1954 :
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250貢]であ り､戒能通孝の研究 [戒能通孝 1943]を敷宿 して､徳川時代の村 は､

｢行政組織上の村｣ と人民 の自治的な ｢生活共同体 としての村｣ との分離が明確ではな く､

水利組合 は村その ものであるか､あるいは数村の連合であ ったけれ ども､水利権の主体 と

な ったのは､水利秩序 における共同の利害 と責任の意識 にもとづ く連帯性 に支え られた一

個 の ｢生活共同体 としての村｣であるとした｡そ して､明治以降の法制の上か らの近代化

にもかかわ らず､現実の農業水利権の主体は､以前 として旧来の生活共同体 としての水利

組合の手中に残 された と述べた [渡辺洋三 1954 :250貢]｡

渡辺 の所論は､旧近世村の もっていた用水管理組織 としての性格が､現在 の用水管理組

織 のあ り方を規定 しているとす るものである｡ この点では､非常 に示唆 に富 んだ指摘であ

る｡ただ し､渡辺 は､近世村の用水管理組織 としての性格を ｢行政組織上の村｣よりも

｢生活共同体 としての村｣のほ うに見出 したのであるが､近世村をひとつの用水管理組織

た らしめたのはむ しろ ｢行政組織上の村｣ と しての性格のほ うであろう｡なぜな らば､す

でに述べたように､筆者 は用水管理組織を対外関係のなかで状況対応的に構成 されるもの

ととらえるが､その対外関係のあ り方を規定 した もっとも大 きな要因のひとつに､近世の

領主権力があったか らである｡水利事業 は､かな り広い範域 について､用水管理組織ある

いは用水管理組織連合のあいだの利害調整を必要 としたが､その円滑な運営 のため､ しば

しば支配権力 による介入がな された｡近世 においては､複数 の行政村 にかかわ るような利

害問題 について は､領主権力が介入 し､調整 をお こなった 16) ｡その場合､近世の行政村

は､対外的に用水管理組織 として存在 し､水利訴訟の主体 とな り､水利協定 の当事者 となっ

た｡

このように､近世の領主権力 との関係をとお して､旧近世村は用水管理組織 としての性

格を備えていた ということがで きる｡用水管理組織 はまった く自律的に形成 されたのでは

な く､それぞれの時代の為政者 や権力 との関係のなかで編成 されたのである｡

ただ し､ これは､重層す る用水管理組織の うちのあるレベルの ものが旧近世村 に相当 し

ているとい う指摘であ り､旧近世村の内外 における異なるレベルの用水管理組織 の存在 を

否定す るものではない｡旧近世村を用水管理組織を形成するひとつの分節単位 として とら

えよ うとしているのである｡ したが って､旧近世村が村落 と してのまとまりを もっている

場合 には､村落 と用水管理組織 はほぼ一致す ることになるし､旧近世村内部 にい くつ もの

村落が存在す る場合には､村落 と用水管理組織 との一致 は比較的見出 しに くいとい うこと

になるだろ う17)｡また､近代以降､あ らたに水源を獲得 して設立 された用水管理組織 に

おいては､旧近世村 に相当す るまとまりが重要な意味を もっ ことは少ないであろう｡用水

管理組織 をとらえてい くうえで､旧近世村- 領主権力- との関連 は､ きわめて重要な

要素であるとお もわれ る｡ したが って､用水管理組織 を研究 の対象 とす る場合､少な くと

も近世か らの展開を視野 に入れてお く必要がある｡

(4)小括

以上､ ｢清掛か り｣論の検討 をとお して､社会学 における今後の水利研究 の課題 につい

て考察 した｡ ｢溝掛か り｣論 は､社会学の分野ではとりあげ られることの少 なか った農業

水利 について､その共同性成立 の基礎を ｢溝掛か り制｣の範晴を措定することによって明

らかに し､ さらに､ これを基礎 に､鈴木 によって明 らかにされなか った村落内諸集団の累
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積秩序 を村落構造 と して解明 しよ うとす るものであ った｡

しか し､それは､所有論的共 同体論 を基礎 に村落的事業 と しての用水管理成立 のメカニ

ズムを論 じた ものであ り､耕地 の分散 占取形態 とい う非常 に狭い事項 に関心 が限定 されて

いたため､そ こか らは周水 の所有 ･利用 ･管理 をめ ぐる ｢権利主体｣の姿 は現 われて こな

か った｡耕地 の所有関係 もまた人 と人 とのあいだに形成 され るひとつの社会関係 のあ らわ

れ として とらえ､耕地の所有主体を中心 に含みつつ も､ もっと広域的な所有 ･利用 ･管理

を必要 とす る用水 にかんす る権利 の主体を解 明 し､その主体 間に取 り結 ばれ る社会関係 に

ついて総体的に考察 してい くことは､ もっとも重要な課題 のひとつであろ う｡

また､ ｢溝掛 か り｣論 は､用水管理組織 を村落内部で 自己完結す るもの と して捉 らえる

傾向にあ り､そ こに問題 を内包 していた｡ しか し､用水管理組織 は､ しば しば村落を越 え

て拡大す るのであ り､その範域 も村落 と一致す るとはか ざらない｡用水管理組織 は､対外

関係 のなかで重層的に動的 に構成 され るのである｡ しか もそれは､ま った く自律的に形成

されるので はな く､それぞれの時代 の為政者 や権力 との関係 のなかで編成 され るのであ り､

その存在形態 は歴史的形成過程 によ って規定 され る部分 も大 きい ｡実際､旧近世村が重層

す る用水管理組織の うちの末端用水管理組織 としての機能 を果た してい るケー スは多い｡

用水管理組織 について考証す るためには､対外関係､そ してその歴史的展開過程 とい う視

点 も不可欠なのである｡

そ こで､本稿 では､用水 の所有 ･利用 ･管理 をめ ぐる権利主体 に注 目 しなが ら用水管理

組織 の歴史 的変遷 の解明をお こな うことを課題 とす る｡次節 では､その分析枠組 について

検討 したい｡

第 3節 本稿 の分析枠組

1 地域 管理主体 としての地域社会

本稿では､地域社会ない し地域住民組織 の基本的性格 を地域管理主体であ るとみな し､

用水管理組織 もまた ｢水｣ とい う地域資源を管理す るために形成 された地域 資源管理集団

の一形態 として とらえてい くことにす る｡

地域社会 ない しは地域住民組織 を地域環境 の管理主体 と して とらえる議論 は､高度経済

成長以降 に生 じたあ らたな地域 問題 の解決 とい う実践的課題 に対応 して提起 された もので

ある｡ 日本経済 の高度成長 にともない､地域社会 は急激 な構造変動 を経験 し､あ らたな地

域間題が生 じるにいた った｡過疎 ･過密､公害 ･環境破壊 な どの問題 が､人 々の生活 に深

刻 な影響 を与 え るよ うにな り､ ｢同 じ範域 の土地に媒介 されて存立 している地域社会 の人

間生活 に もっ意味が問い直 され ることにな って きた [中田実 1995年 :8貢]｣ので

ある｡中田実の ｢地域共同管理 ｣論､そ して鳥越陪之 ･嘉 田由紀子 らの ｢環境史｣ は､ こ

うした立場 か ら捉起 された ものである｡ これ らの議論 は､高度経済成長を経 た現代の 日本

社会 において､地域の共同をいかに維持 ･形成 してい くか とい う問題関心 に支 え られてお

り､ ｢村落共同体｣を 日本社会 の近代化 (と くに民主化)を阻害す るものと して否定的に

取 り扱 う1950年代 の議論 とは大 きく異な っている｡

まず､中田の ｢地域共同管理｣論 についてみてい くことに しよ う｡中田によれば､ ｢地

域共同管理｣ とは､ ｢地域社会 が､主体的にその維持発展 のために果たす機能 の総体 [中
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田実 1995 :2貢]｣を意味す る概念であ り､その第一 の基盤 は ｢土地｣をめ ぐる共

同管理であるとされる｡ この概念 は､現実の地域問題解決 と自治主体の形成 とい う実践的

課題 に応えるために提起 された ものであ り､いいかえれば､ ｢土地や環境 ･資源の持続的

管理が要求す る共同性 に対応で きる新たな原理 を模索す る議論 18) ｣なのである.

｢地域共同管理｣概念 は､現代の地域社会論の 3つの領域- ①町内会 ･自治会論､②

住民運動論､③ コ ミュニティ論- の分析のなかか ら折出 された ものである｡中田はこれ

らの議論 においては､地域住民組織の基本的性格が必ず しも明 らかにされて きていないと

した うえで､ ｢結論的にいえば､地域社会 とは､人びとの生産 と生活 にかかわ る､ さまざ

まな範域 (領域) と程度 における地域共同管理組織である [中田実 1993 :38貢]｣

と述べた｡そ こでは､町内会 ･自治会にみ られる機能の包括性や未分化 は､否定的にでは

な く､む しろ総合性 として積極的に評価 され るべ きものであるとされる｡ また､ ｢真 に

｢自治の主体｣ と呼び うるものは､自覚的な地域 ｢管理主体｣である ｢コ ミュニティ｣ と､

体制的な支配 にたい して対 日化 された ｢変革主体｣である ｢個我｣ との総合｣であ り､

｢コ ミュニティ｣への指向が内包す る組織的特徴 として､① 町内会 ･自治会 の地域区画の

固定性､閉鎖性 にたい し､ ｢コ ミュニティ｣ は､ これ らを構成単位 としつつ もよ り広 く

(通常 は小学校程度)､より開放的に編成 される､②機能面で､行政末端的な ものか ら､

これを主体的に受 けとめつつ地域共同管理的 (地域問題の解決主体化)な ものに重点を移

してい く､③地域内各種組織が行政のタテ割 りの体制 に系列化 されて､地域内での相互関

係 を欠 いて きているのにたい し､ これ らを地域内で有機的に結合 し､分業化 と総合化をす

すめることによってよ り有効な地域共同管理 を実現す る､④ 財産区や町内会 ･部落会の財

産をより広い地域共同利用 に開放す る基盤 をっ くる､⑤ ｢コ ミュニテ ィ｣づ くりは主体的､

自覚的な地域共同管理への取 り組 みであって､それは自覚的で計画的なまちづ くりを前進

させる､ との五つをあげている [中田実 1993:28貢]0

中田は､地域住民組織 は､地域生活条件の管理 にかん して､つ ぎの 3つの段階を経て､

しだいに地域共同管理主体 として成熟 して きたとす る｡それは､地域における基本的な生

活手段が､私的で自給的な ものか ら､社会的で共同的な ものに変化 してい く過程 に対応 し

ている｡それ らは､①共同体型管理､②所有者支配型管理､③利用者管理である｡

①共同体型管理 とは､共同所有 ･共同利用 ･共同管理の三者が一体で運営 される共同体

的管理の段階である｡それは､選択の余地のない宿命的な ｢共同｣であ り､ 自然発生的

(-即 日的)な地域共同管理の段階である｡②所有者支配型管理 とは､共同体的所有の解

体 と私的所有の発生 にともない､所有者が管理主体 とな り､利用者 は管理か ら排除 される

段階である｡いいかえれば､所有 と結 びついた即日的な地域共同管理の段階である｡③利

用者管理 とは､生活の社会化 にともない､生活基盤の共同利用が増大 し､利用に即 した管

理がおこなわれ る段階である｡住民 は､生活者-利用者 としての固有 の立場か ら､主体的､

自覚的に地域管理 に参加 しようとす る｡

このよ うに､ ｢地域共同管理｣論 は､ ｢地域共同管理｣概念の もと､地域社会の構造 ･

機能 ･動態 (発展)を統一的に把握 しようとす るものである｡ この議論 は､地域社会 にお

いて､土地所有者ではない住民 の占める割合が高 まって きた とい う現実を受 けて､公共性

によって私的所有権 の発動をある程度制限 し､無所有者の発言権を ｢利用権の増大｣ とい

うかたちで確保 して､地域住民 のすべてが参加できる､主体的 ･自覚的な コ ミュニテ ィづ
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くりをめ ざす ものといえるだろ う19)｡

つ ぎに､ ｢環境史｣についてみてい くことに しよう｡ 1980年代半ばか ら､鳥越肥之､

嘉田由紀子 らを中心 に､ ｢環境史｣の立場か らの村落社会研究がおこなわれている｡それ

は､人間の手の加わ らない自然 を一番のぞま しいとかんがえ る ｢自然環境主義｣や､ ｢近

代技術主義｣にたい して､当該社会 に生活す る居住者の立場 に立 ち､居住者 の ｢生活 ｣に

強調点を置 く ｢生活環境主義｣の立場か ら提起 されるものであ り [鳥越陪之 1989:

19貢]､ ｢生活上の知識や､地域 に固有の伝統､個人に蓄積 された経験や社会的相互作

用を分析 し､そのなかか ら､環境問題 に対処す る方法をみつけだそ う [嘉 田由紀子 19

93 :149貢]｣ とす るものである｡ ｢環境史｣は､ ｢環境問題 は もはや､水俣や四 日

市 に代表 されるような社会病理 としてだけではな く､ ごく日常的な社会生活 のなかにもお

きている [嘉田由紀子 1986:101貢]｣ とい う認識 にたち､環境問題を日常生活

論 と密接 に関係す る正常の地域社会学 として位置づけようとす る｡そ して､その論理 の骨

格 は､有賀善左衛門に代表 され るよ うな村落社会生活論や､柳田国男を中心 と した 日本民

俗学 の常民研究 などの､日本における生活者 を対象 とした研究に依拠 しっっ構成 されてい

る｡

｢環境史IJにおいて も､村落組織の環境管理主体 としての性格 は明確 に指摘 されている｡

嘉 田由紀子 ｢環境管理主体 としての村落組織 とその変容- 克琶湖岸の村の百年の歴史か

ら- ｣ (1991年)についてみてみよう｡桑田は､琵琶湖岸の-村落 における明治維

新以降の水環境管理 についての検討をとお して､村が､自らの生活空間や生活環境 に対 し

て ｢経常的な保全的管理｣ ｢臨時的な保全的管理｣ さらに ｢投資的な管理｣をほどこして

きた ことを指摘 し､ ｢村 は､個 々の成員の報酬化 された労働組織が周辺環境 に働 きかけを

行ないなが ら環境管理を行な って きた経営体 といえる [桑田由紀子 1991:108貢]

｣ と述べた｡そ して､ ｢村落が もつ主体的側面､地域経営体 としての意思 を何 らかの形で

ひさだす ことがで きた ら､村領域の環境保全を担 う主体 として村落は十分その機能 を発揮

で きるだろう｡ また､それ以外 に村落社会の環境保全を担 う主体 は措定 しえないのではな

いだろうか [嘉 田由紀子 1991:110頁]｣ と結論づけている｡

鳥越､嘉田 らの ｢環境史｣は､戦後の共同体論のなかでは前近代的要素 として否定的に

とらえ られていた伝統的共同原理を､環境問題 とい う現代的問題 に対応 して再評価 しよう

とす るものであ る｡そ こでは､ 日常 の生活空間に刻み込 まれた ｢共同的記憶｣が､連帯性

を生み出 し伝統 を持続 させる力 として重視 され､世俗的世界 における幻想 (イメー ジ)が

社会性 によって共同化 されて形成 される ｢共同体的情念｣が､具体的な地域社会の組織化

や行動 に影響す るとされる [嘉 田由紀子 1986:105- 106貢]｡

｢環境史｣の立場 は､地域住民組織を地域管理主体 とみなす点では中田の ｢地域共同管

理｣論 と共通 しているが､伝統的共同原理を現代的に再評価 しよ うとす る点 で､あ らたな

問題状況 に対応す るあ らたな原理を模索 しよ うとす る ｢地域共同管理｣論 とは立場 を異に

している｡

以上､地域社会ない し地域住民組織の基本的性格を地域管理主体 として とらえる2つの

議論 について述べた｡中田は､今 日のあ らたな地域問題 に対応 したあ らたな地域共同性 の

原理 を模索 し､ ｢地域共同管理 ｣概念の もと､その原理の変革を ｢所有者支配型管理｣の

段階か ら ｢利用者管理｣の段階への展開 として把握す るにいたった｡また､鳥越 ･嘉田 ら
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は､ ｢環境史｣ の立場か ら､村落を環境管理 をおこなって きた経営体 ととらえ､村落組織

による伝統的な環境管理 のあ り方の分析をとお して現代の環境問題-の対処法を見出そ う

とした｡ これ らはいずれ も､高度経済成長以降の急激な地域社会の構造変動 の結果生 じて

きた地域間題 の解決をめ ざす とい う､実践的課題か ら提起 された ものであ った｡

2 権利主体の変遷

用水の所有 ･利用 ･管理をめ ぐる ｢権利主体｣に注 目しっつ､用水管理組織 の歴史的変

遷を跡づけてい くにあたって､本稿では､中田実 によ って提起 された ｢地域共同管理｣論､

なかで もとくに地域住民 自治組織 についての地域共同管理主体 としての成熟段階にかんす

る議論を敷宿 し､分析の枠組 と したい｡それは､ ｢水｣ とい う個 々の経営体-の分割が困

難な地域資源の管理をめ ぐる共同の原理の展開過程を把撞す るのに､中田の提起 した所有

･利用 ･管理 という概念区分が きわめて有効であるとかんがえるか らである｡

｢地域共同管理｣論では､管理の対象 とのかかわ りについては所有 と利用 に､よって､

管理主体 (管理者)については所有者 と利用者に､概念区分がなされている｡地域住民組

織 を対象 とす る ｢地域共同管理｣論は､地域社会 は ｢土地 の共同｣を契機 と してなりたつ

とい うかんがえ､ もう少 しくわ しくいえば､地域の共同性 は本来完全に排他的なかたちで

の私有 にはな じまない土地を基盤 とす る地域空間の性格 に規定 され ることによって指向 さ

れるとい うかんがえの うえに成 り立 っている｡ したが って､ ｢地域共同管理｣論 において

は､基本的に､所有 ･利用 ･管理の対象 は土地であ り､所有者 とは土地所有者､利用者 と

は土地利用者である｡

さて､地域問題を包括的にあつか う地域住民 自治組織ではな く､地域社会 に形成 される

地域資源管理集団のひとつであ る用水管理組織 について分析 しようとす る本稿 においては､

用水管理組織 とい う対象の性格 に応 じた分析枠組を用意 しなければな らない｡

用水管理事業が農業生産､ とくに水稲作 にとって不可欠な ものである以上 ､土地､ とく

に耕地 についての所有 ･利用 ･管理 という観点が不可欠であることはい うまで もない｡ け

れ ども､周水管理組織を研究対象 とするのであれば､土地 (耕地)だけでな く､用水管理

組織が直接の管理対象 とす る資源 としての用水そのものと用水施設 についての共同所有 ･

共同利用 ･共同管理 とい う観点 が必要である｡

用水管理組織が管理 の対象 とす る地域資源は ｢水｣である｡ しか し､ ｢水｣そのものは､

これを直接管理す ることはできない｡水を管理す るには､水 を管理可能な ｢かたちのある

もの｣に しなければな らず､そのための器である溜池や水路 などの用水施設 の管理が不可

欠 なのである｡用水 の管理 は､用水施設を媒介 としては じめて成 り立つのである｡ したがっ

て､用水管理組織が管理をおこな う直接の対象は､資源 としての用水その もの と用水施設

とい うことになる｡

用水 と用水施設の所有 ･利用 ･管理 は無秩序におこなわれ るのではな く､社会的に承認

された ｢用水権｣にもとづいておこなわれる｡用水 と用水施設の所有 ･利用 ･管理 は､

｢用水権｣の もとには じめて可能 となる｡ ｢用水権｣ とは､そのような用水 と用水施設へ

の権利の総体であるとかんがえることがで きる｡ ここで､ ｢用水権｣は重層的に存在 して

いた ことに注意 しておかなければな らな い ｡ すでに述べたよ うに､用水管理組織 は重層的

に構成 される傾 向があるが､それぞれの レベルの用水管理組織 はそれぞれに用水権 を確保
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していた｡ さらに､末端用水管理組織 において も､その内部 には､個 々の農家の レベルで

の用水権が存在 していた｡だか ら､用水権については､それが どの レベルの用水権なのか

- た とえば､個 々の農家の もつ用水権なのか､末端用水管理組織の もつ共同用水権なの

か- を厳密 に区別 しなければな らない｡用水管理組織 の もつ共同用水権は､ これ らを個

々の経営体 に分割す ることはきわめて困難であ り､共同で所有 され､利用 され､管理 され

ざるをえない ものなのである｡

以下では､土地 (耕地)についての所有 ･利用 ･管理､そ して用水管理組織 による用水

と用水施設 についての所有 ･利岡 ･管理 とい う2つの観点 を軸に､絹水をめ ぐる権利主体

のあ り方 に注 目 しつつ､用水管理組織の組織原理の変遷を追 ってい くことにす る｡用水管

理組織の組織原理の変遷 は､土地 (耕地)についての所有 ･利用を主軸 にす ると､以下の

よ うな段階区分がで きるだろう｡用水管理事業 とのかかわ りは農業従事者 とそ うでない者

とのあいだで非常 に大 きく異なるので､利用 (利用者)については､生産 にかんす る利用

(生産者) と生活 にかんす る利用 (生活者) とにさらに区分 している｡

①共同体型管理 土地､用水 ･用水施設のいずれについて も､私的所有が完全 なかたち

では確立 されてお らず､共同所有 ･共同利用 ･共同管理の 3着が一体で運営 され る段階｡

②土地所有者支配型管理 共同体的所有の解体 と私的所有 の発生 にともない､土地所有

者が用水管理組織の もつ用水 と用水施設の共同管理 の主体 とな り､無所有者 は管理か ら排

除 される段階｡土地所有者 -管理者 と利用者 とが分離す る｡用水管理組織 における土地所

有者支配型管理 は､土地所有者層 による地域支配 と深 くむすびっ く傾向にある｡

③生産者管理 土地所有者ではな く生産者が用水管理組織 の もつ用水 と用水施設の管理

主体 となる段階 ｡

④生産者 +生活者管理 生産者を主体 としっつ も､生活者 (生産者の らっ生活者 として

の側面 +居住地で農業生産 に従事することのない純粋な生活者) もふ くみこんだかたちで

用水管理組織の もつ用水や用水施設の管理をおこな う段階｡ この段階にいた っては じめて､

用水管理組織 の もつ用水や用水施設にたいす る共同所有 ･共同利用 ･共同管理 の3者が分

化す る｡

本稿では､以上で述べた分析枠組 にしたがい､兵庫県の溜池虐概地帯 における事例研究

をとお して､それぞれの段階の用水管理組織 のあ り方 と､社会変動のなかでの組織原理の

変化の問題 について検討 してい くことにす る｡

3 本稿 の構成 と調査の概要

ここで､次章以下の構成 について簡単に述べてお く｡

第 2章では､私的所有が完全 なかたちでは確立 されていない①共同体型管理の段階の用

水管理 のあ り方 について､-村落の開発 にともな うあ らたな水利秩序の形成過程 とその後

の水利問題 の処理方法等をとお して検討す る｡ ここでとりあげる匡l岡新村 (現兵庫県加古

郡稲美町国岡) は､近世中期 に姫路藩の支援 の もとに開発 された村落である｡当該村が､

領主権力や周辺村落 との関係のなかで､ どのように して用水権を獲得 し､それを守 り抜 い

てい ったのかを､水利関係史料の分析をとお してあさらかに したい｡

第 3章では､②土地所有者支配型管理の確立か ら③生産者管理の実現 までの展開を中心

に､用水管理組織 の組織原理の移行の過程を迫 ってい く｡第 2章で とりあげた国岡新村の
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事例 についてつづいて検討す ることにより､近世に形成 された用水管理秩序 と近代以降の

それ とのあいだの連続 と断絶があさらかになるはずである｡検討 にあた っては､共同用水

権 と用水施設､組織機構､成員資格の 3点 に注 目したい｡

第 4章では､高度経済成長以降の地域 (村落)社会における用水管理組織 の位置づけの

変化の問題- ③生産者管理か ら④生産者 十生活者管理への展開過程 における地域問題へ

の対応 と住民意識の問題をあつか っている｡ ここでは､高度成長期以降､非農家世帯の大

量流入 と村落内部での離農 ･兼業化により ｢混住化｣が急速 に進行 した兵庫県姫路市大津

区天満地区の事例をとりあげる｡それは､ ｢混住化｣ とい う現象の もとで こそ､これまで

一体の ものであ った用水 と用水施設の共同所有 ･共同利用 ･共同管理 の権利主体の分化が､

地域問題 というかたちをとって明確 に現われて くるか らであ る｡混住化の進展 にともな う

地域社会集団の再編成 とそれにともな う農業水利組合誕生の もつ意味､そ してその運営の

実態 とそれにたいす る住民 の意識 について､ア ンケー ト調査 および聞 き取 り調査の分析を

とお して検討 していきたい｡

最後 に､それぞれの段階での用水管理秩序 のあ り方をみわた し､その連続 と断絶 につい

て考察 してむす びとしたい｡

なお､本稿作成 にあた って実施 した調査は､以下のとお りである｡

第 2章 と第 3章であつか った兵庫県加古郡稲美町国岡の事例については､ 1990年 8

月か ら1994年 7月 までのあいだにおこな った調査に もとづいている｡ 1990年 8月

に国岡土地改良区 とその周辺のお もな用水管理組織 について概況調査 をおこない､ 9月か

ら10月 にかけて国圃土地改良区所蔵の近世文書史料の調査 をおこな った｡ 1991年 2

月には､稲美町内の用水管理組織を対象 として､用水管理組織の運営にかんす るア ンケー

ト調査 (郵送)をおこなった｡ 1991年 3月には､国同士地改良区所蔵の近代以降の文

書史料 と隣接す る国安水利委員会所蔵の文書史料の調査をおこなった｡ この間､適時､関

係者か らのききとり調査をお こなってきたが､その後 も､ 1994年 7月にいたるまで､

断続的に匡l岡土地改良区の水利関係者か らの ききとり調査をおこな った｡国岡土地改良区

な らびに国安水利委員会の所蔵史料調査 によ り作成 した史料 目録 は､本稿 の末尾 に掲載 し

ている｡

第 4章 の兵庫県姫路市大津区天満 についての調査は､ 1992年 8月に神戸大学助教授

藤井勝氏 の主宰 による地域社会調査の一環 としておこなった ものである｡ このなかで､筆

者 は､組 ･同行 (どうぎょう)､用水管理組織 など､当該地域の伝統的社会集団にかんす

る調査 を担当 した｡ この調査においては､天満 自治会 3区の全戸を対象 にアンケー ト調査

(留置方式)をお こない､あわせて､自治会 ･水利組合役員 を中心 にききとり調査を実施

した｡なお､ ききとり調査 は､ 1993年 5月まで断続的にお こな った｡

1) 玉城哲は､この指摘について､ ｢私の知るかぎりでは､少なくとも近世についてこの点を的確
にとらえたのは､柳田が最初であったようである [玉城哲 1976 (初出 1975) :120
貢]｣と評価 している｡

2) 農業水利研究についての学説史的検討には､ [安井正巳 1967]､ [原秀禎 1988]､
[池上甲- 1989]､などがある｡

3) たとえば､船橋和夫 ｢湖西農村における水利と葬礼の共同組織- 滋賀県安曇川町三重生の事
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例- ｣ (1977年)､秋津元輝 ｢村落における合意形成の基準- 農業水利と村落との関連
の側面から- ｣ (1986年)など｡後者の秋津論文では､ ｢村落共同体論｣のなかでの議論
を水利の共同を村落の存立のためのひとつの要因としてとらえる ｢存立要因的アプローチ｣とし
てとらえている｡そして､農業構造の変化にともなう農業水利と村落との関連の変動をとらえよ
うという目的のまえには､ ｢存立要因的アプローチ｣は方法論的に有効ではないとしている｡

4) ｢旧幕時代の村は原則的に自然村であった [鈴木栄太郎 1968 (初出1940) :132
貢]｣｡

5) 水利の共同の重要性について明確に強調した箇所は､後に引用するように､ [鈴木栄太郎 前
掲書 :369貢]0

6) たとえば､古畠敏雄は､ ｢農業が､重い封建領主の年貢や､それと変らない重さの現物小作料
をかけられていた時代には､農業生産 ･農民生活が商品流通に依存する度合いは少なかった｡そ
こでは水と山の役割はごく明らかであった｡江戸時代における典型的な自給農業を考えれば､肥
料給源としての採草地､稲架 ･農具の柄 ･建築用材 ･燃料の採取地としての林地､更には濯淑用
水を除いては農業生産 ･農民生活を考えることもできなかった｡領主への年貢と農業の再生産 ･
生活維持の資材は､耕地と林野と用水とを確保することによってはじめて可能であった｡このう
ち通常耕地は個別占有の対象であったが､林野と用水は村の共同体的管理の対象であり､その管
理の実権は村落支配機構の上層に立つものの手に握られていた [古島敏雄 1953:82貢]｣
と述べ､山林と水利の共同体的管理 ･利用を重視 した｡

7) ここでとりあげたものの他､ [古島敏雄 1954]､ [堀内義隆 1955]など｡
8) 福武直は､ ｢日本農村の民主化｣という問題視角から村落共同体の問題をとりあげ､資本主義

発展下における村落共同体の存在形態を研究対象とした｡彼は､ ｢生産-生活の共同組織として
の共同体は､共同体的土地所有によって強化されることはいうまでもないが､それを絶対に必須
の条件とするものではない｣というかんがえにたち､村落共同体の本質的な契機を ｢日立しえな
い幼弱な生産力によって基礎づけられる共同社会性と､社会的な垂層構造をもたらす社会的封鎖
性｣ [福武直 1977 (初出1956) :8貢]に求めた｡

9) 現地調査は､兵庫県宝塚市安倉部落､同市旧西谷村地区長谷部落および奈良県生駒郡安堵村な
どを中心におこなわれ､ ｢溝掛かり｣論はこれらの調査地の昭和初期から調査当時 (昭和三〇年
代前半)の実態をもとに導きだされている｡

10) ｢耕区制｣については､ [大塚久雄 1970 (初出1955) :91- 102貢]に詳 しい｡
しかし､大塚氏の ｢耕区制｣理解にたいしては批判がある｡たとえば､ [水津一朗 1976:
5-8貢]｡

ll) 水田の占取形態は､ ｢耕区制｣と ｢溝掛かり制｣との二重の意味での混在耕地制が交錯 した状
態となっている｡各農家は耕地を分散 して占取するのであるが､その分散の仕方が､いくつもの
団地 (耕区)に､そしてさらに溝掛かり田に分散 しているのである｡余田氏は､ ｢わが国の場合､
単なる混在耕地制としては､収穫後の放牧等のことはなく､耕地の割換えもないのであるから､
耕地の占取の私的性質は極めて強いものといわなければならないが､溝掛かり制という点からい
えば､水利および水の占取の共同態的性質が強いものであるから､生産ないし労働の共同性が極
めて強い性質のものにならざるを得ない｣ [余田博通 1961:352-353貢]として､
特定の人間関係あるいは集団社会成立の歴史的 ･論理的基礎としては ｢耕区制｣としての混在耕
地制の意義よりも ｢溝掛かり制｣としての意義のほうを重視 している｡

12) 中村吉治 『村落構造の史的分析- 岩手県煙山村- 』 (1956年)では､共同体存立の契
機として重視されてきた水や山についての共同､労働組織等を､同一の場所で重ね合わせてみる
ことにより､それぞれの契機による家々の結合が重なったりずれたりしている様子が詳細に示さ
れている｡

13) 渡辺洋三は､農業水利権の基本的性格を､封建法に固有のゲヴェーレ的構造をとる点にあると
規定する｡農業水利権は､具体的事実的水支配と不可分に結合した権利であり､ ｢事実的支配と
権利が完全に分離される近代的権利に先行する､封建的権利関係としての特色をもっもの｣ [渡
辺洋三 1954:9貢]なのである｡また､農業水利権は､事実的支配との不可分な結合を前
提としながら､同時に､社会的対抗と承認をとおして権利的性質をもち､規範として成立 し存在
すると指摘する｡農業水利権の社会的承認の媒介となるのは､古文書 ･契約 ･慣行などであり､
これらは農業水利関係における主要な規範として意識され､それぞれ強弱を巽にする規範的拘束
力をもつのである｡なお､ゲヴェーレについては､ [川島武宜 1959:171-270貢]
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に詳しい｡
14) 柿崎嘉一 ｢水利秩序と村落｣ (1964年)においても､岡山県吉備郡高松町の新池部落での

調査をもとに､用水管理組織が重層的な組織構造をとることが強調されている｡
15) 中田薫は､法制史の立場から､近世村の性格づけを包括的におこなった｡彼によると､近世の

村は､①一つの課税団体であり､②訴訟行為をなす能力を有 しており､③他の村と協約をなすこ
とができ､④財産を所有する能力をもっており､⑤自己名義で売買 ･寄託 ･貸借等の法律行為を
なす能力を有 していた｡したがって､江戸時代の村は､ ｢法人格｣をもつものとして存在してき
た [中田薫 1938 (初出 1920) :963-990貢]｡

16) 先述 した中村吉治による煙山村の事例においても､-村をこえるような水利問題については､
藩権力の介入によって解決がはかられている [中村吉治 1956:279､300､302貢]
｡また､中村は､用水管理組織内における水の配分について､その配分の基礎となる水懸り高は
一定の年貢負担責任を示すものになっていることを指摘 している｡水懸り高は､耕地の持分によっ
て定められているが､それは現実の農民の持高を示すものではなく､近世前期に定められた年貢
負担の割付を基準として計算されているのである｡ ｢単なる土地に対 しての水でなく年貢納入の
為に水が分配される｣のであり､水は ｢封建的な所有の下にあ｣る [前掲書 :287貢]｡この
事例は､用水管理組織内部の水配分においても支配の末端組織としての ｢行政組織上の村｣の性
格が色濃 くあらわれていることを示すものである｡

17) 福田アジオは､ 1970年の世界農林業センサスの農業集落調査結果から､農業集落と旧近世
村の範囲について､近畿地方と北陸地方ではこれが一致する率が高く､その他の地域､とくに東
北地方や西日本の各地方では､ひとつの旧近世村のなかにいくつかの農業集落が存在するのが基
本的なあり方であることを示 している [福田アジオ 1990:2-5貢]｡

18) ｢これらは､地域社会における土地や環境 ･資源の利用をめぐる私的原理の貫徹が､非分割性
を本質とする土地や環境と不整合の状態をもたらしていることにたいし､社会的､共同的､公共
的な原理をどのようにして回復するかを課題とするものであり､地域共同管理論は､共同的な管
理を実現 しうる社会的主体像とその成立条件の解明を課題とするものである [中田実 1992
:95貢]｣｡

19) この意図は､次の記述から明確に読み取れる｡ ｢私的所有が強く､その場合には所有者が管理
者であって､利用者の関与する機会や権利が十分に保証されてこなかったわが国では､公共物の
利用については､利用者が管理者となる関係が成熟せず､両者が切り離される傾向にあった｡そ
れが公共性についての理解の浅さをもたらしてきた｡地域において､共同利用の対象について共
同して自主的に管理する経験を積むことは､地域社会の市民的成熟の条件として欠かせない貴重
なものといいうるであろう [中田実 1995:16貢]｣｡
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第 2章 用水管理秩序 の形成 と藩政村 - 姫路藩国岡新村 の事例-

第 1節 問題 の所在

用水管理組織 およびそれを と りま く水利秩序 の歴史的形成過程 は､今 日の用水管理組織

のあ り方 を大 き く左右 して いる｡

兵庫 県加古郡稲美町の事例 か らこの ことを明確 に指摘 したのは､永 田恵十郎 であ った ｡

永 田は､昭和 30年 (1955)頃､兵庫県加古郡稲美町 の うち旧母里村 の各溜池水利団

体 の運営方法 についての調査 をお こない､① 淡 山 (たん ざん)疎水 の開削 (明治 24年)

以前 に溜池 が築造 された旧池 の水利団体 と②疎水開削 に ともな って築造 された新池 の水利

団体 との間 には､かな り明確 な性格 の差異が存在 してい ることを指摘 した 1) [永 田恵 十

郎 197 1 :179- 185貢]｡旧池 の水利団体 は近世村落社会 のなかで形成 された

用水管理組織 を母体 と した ものであ り､疎水開削 に ともな う溜池築造 も村落 的事業 と して

お こなわれた場 合が多か った｡ したが って､近世村落の伝統 的運営方式 とその もとにおけ

る用水管理方式 が濃厚 に継承 された｡ そ こで は､部落内の住民であ るか どうか を基準 と し

て､構成員 の待遇 に差 があ り､部落構成員以外 の用水受益者 は経常的水利費 の徴収額 が割

高 であ るだ けで な く､水利運営 に関す る発言権 ･議決権 を事実上 もてず､水利委員 の選挙

権 ･被選挙権 も与 え られて いなか った｡

一方 ､新池 の水利団体 は もと もとは畑作地帯であ った ところに多 く､溜池 の築造 も村落

的事業 と してで はな く､一定 の範 囲に土地 を所有す る人 々の共同事業 と して お こなわれた｡

新池 の水利 団体 では､近世村落 と水利団体 との構成範 囲の地域的共通性 は存在 しなか った

ので､近世村落 の伝統 的運営方式 を継承す る条件 に乏 しく､旧池 の水利団体 に比 べて よ り

実用性 に徹 した団体 と して構成 されたのであ る｡そ こで､新池 の水利団体で は､所属部落

の相違 による構成員間の不平等 はほとん どみ られなか った｡

このよ うな歴史的形成過程 の違 いによる用水管理組織 の性格 の差異 は､永 田の調査 か ら

40年 ちか くを経 た今 日で も確認す ることがで きる｡それ は､法人格 を もつ土地改良区の

組織形態 を とる水利団体 よ りも､法的規制か ら比較的 自由な法人格 を もたない水利団体

(稲美 町では水利委貞会 とよばれている) において とくに明確 に表 れてい る｡近世以前 に

成立 した水利委員会 は村落機構 との結 びっ さが非常 に強 いの にたい して､明治以後 に成立

した水利委員会 は村落機構 との結 びっ さは薄 く､単純 な農業組織 と して構成 され る傾 向が

あ る｡

筆者 が､ 1991年 2月 に稲美 町内の水利団体 を対象 と してお こな ったア ンケー ト調香

(郵送 による ･表 1参照) の結 果 によると､近世以前 に成立 した水利委員会 で は､そのほ

とん どが 自治会総会終了後 ､続 けて水利委員会 の総会をお こな っているのにたい し､明治

以後 に成立 した水利委員会 の場 合 は､ 自治会総会 と水利委員会総会 を別 々にお こな って い

るところが多い ことがわか った｡ また､水利委員会 の総会参加 資格 について ､選択肢 を も

うけず 自由回答 と した ころ､近世以前 に成立 した水利委員 会か らは ｢耕作者 ｣ とい う回答

があ る一方 で ｢自治会員全員｣､ ｢自治会費納付家｣ とい う水利委員会総会参加資格 を 自

治会構成員 に限 る回答 もよせ られてい るが､明治以後 に成立 した水利委員会 には この よ う

な回答 はみ られ なか った｡以上 の事実 は､今 日で も､近世以前 に成立 した水利委員会 で は

村落機構 (自治会) との結 びつ きがかな り強 く､ 自治会 の成員 に しか総会で の発言権 や議
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表 1 水利委員会 と自治会 との関係 (1991年2月現在)
名称成立時期総会開催方法総会開催日 会 場 総 会参 加資格人作の人力役RになることはまずfJt､人作の人は牧舎にあまり出席しない自治会総会終了後続けておこなう自治会捨金とは別々におこなう

中村 近世以前○ 4月上旬 !中村公会堂 5a以 上 の 農 耕地所有者○○
菊徳 ○ 1月15日 菊徳公会堂 自 治 会見 全月○○
下沢 ○12月頃 公民館 各 自 治 会水利委月長○○中一色 ○ 3月末日 公民館 耕 作 者 全 月 ○○
和田 ○ 1月15日 和田公民館 自 治 会費 納付家○○
六分- ○ 3月末日 部落公民館 農 家 耕 作 者 ××
国安 ○ 3月25日 公会堂 無 回 答 ○○
穴沢池明治2 ○無回答 無回答 無 回 答 ○○大鳥屋池明治初期 ○6月上旬 無回答 無 回 答 ○×四ツ塚池明治26--- - 捻如 開かず､水 利委月全て快走†る○-
野畑地 明治30 ○ 6月上旬 公会堂 田 畑 が 地 区 内 にある事○×
稲荷池 明治34 ○ 12月 地区集会所 組合月 × ×

南池 明治? ○ 5月末日 公民館 全月 × ×

竹谷池 大正2 ○ 5月20日頃 委月長自宅 耕作者 全 月 × ○

三木開拓 ? ○ 1月20日 公民館前 耕作 者 ○ ○

この調査は､1991年 2月､稲美町内の現職の水利委員会委月長 の 方 々に調査票を郵送し､

協力をお願いしておこなったものである.29団体中16団体から回 答 をいただいた｡

決権が認め られていない場合が多いことを示 している｡

以上述べたよ うに､用水管理組織の歴史的形成過程が今 日の用水管理組織 のあり方に重

大な影響を与えていることを考慮するならば､用水管理組織の特徴について考証す るため

には､水利秩序の形成過程 にまでさかのぼって検討を加える必要があるだろ う｡そこで､

本章および次章では､稲美町の うち国同地区の用水管理組織をとりあげ､村落の成立にま

で さかのぼってその歴史的変遷を迫 ってい くのであるが､この用水管理組織 は近世中期の

新田開発により成立 した村落用水管理組織であり､永田のいう旧池の水利団体にあたるも

のである｡本章では､近世中期の新開村匡l岡新村 (現兵庫県加古郡稲美町国岡)の水利株

序形成過程ならびに水争いの事例について検討 し､私的所有が完全なかたちで確立 される

以前の段階- 共同体型管理の段階- の用水管理組織のあ り方について考察 してい く｡

そ して､共同体型管理か ら所有者支配型管理､さらに生産者管理にいたるまでの近代以降

の展開過程については､次章であつか うことにす る｡

共同体型管理 とは､私的所有が完全なかたちで確立 されておらず､共同所有 ･共同利用
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･共 同管理 が一 体 で運営 され る段 階 であ る｡ そ こで は､生産 と生活 が一体 の もの と して営

まれて お り (生 産者 -生活者 ) ､農民 はその用水管理組織 に属 す る生産手段 をみずか らの

共 同所有物 と して ､一定 の秩序 の もとで共 同 して利用 し､ また管理 す る｡ しか し共 同体型

管理 はつね に､農民 た ちのあ いだ にま った く自治 的 ･自律 的 に形成 されたわ けで はな い ｡

す くな くと も全 国的 に新 田開発 が さかん に進 め られた 17世紀以 降 につ いて い うな らば､

組織 内的 にみれ ば用水管理組織 は きわ めて 自治 的な性格 を有 して いたので あ るが､領主権

力 や周辺 村落 とのあいだ の対外 関係 か らみ るな らば水利事業 において は周辺 村落 との利害

調整 が必 要 とな る場面 が多 くあ るため､外部政治権 力 の関与 や利用 な しには水利秩序 の形

成 や変更 ､ 日常 の維持運営 が困難 だ った ので あ る｡

以下 で は､国囲新村 が新 田開発 に と もな って用水 を獲得 し､周辺 村落 との あいだ にあ ら

たな水利秩序 を築 いて い く過程 ､ そ して､その後 くりか え し起 こる水争 いの なかで みず か

らの用水権 を守 り抜 いてい く過 程 を跡 づ け､ これ を とお して共 同体型管理 の内容 につ いて

検討 して い きた い｡

第 2節 水 利秩 序 の形成

1 姫路 藩 の新 田開発 と国岡新村

戦 国 ･織豊時 代 にお け る土木 用水技術 の発 達 を うけて､姫 路 藩で は 17世 紀 か ら水利 改

良 や新 田開発 が さかん にお こなわれた｡ 17世紀 のあいだ に､表高 15万石 の姫路 藩領 で

じつ に 1万 3700石 もの新 田が開発 され た [『姫路市史 第三巻 』 1991 :328

貢]0

姫路 藩 の領 内で もと くに加 古郡 ･印南郡 で開発 が進 んだ (蓑2)｡ その開 発 の大 きな中

心 が ､東 は明石 川 ､西 は加 古川 には さまれた加古台地 (印南野 台地 ) で あ った｡ この時期

には､全 国的 に､河川 の上流部 で分水 しそれ を水利 に乏 しか った台地 に引 いて新 田開発 を

お こな う方法 が と られたが､ この方法 が加 古台地 に も応用 され始 めた ので あ る [旗手勲

1980 :9貢]｡ 17世紀 に開発 された この地域 の新 田について み る と､ 1660年前

後 (一次榊原 時代 の承応 ･明暦 ･万治 ･寛文期 ) に新 田開発 のひ とつ の ピー クをむか えて

いた ことがわか る (表 3)｡

国 岡新 村 もこの時期 に開発 された加 古台地 上 の新 田村 のひ とつで あ る｡ 1650年代 に

お け る台地周辺 の河川水利開発 に刺激 を うけて､万治 元年 (1658) に､ まず台地外 の

八 幡 町地 区か らの分村 と して加 古新村 が開発 された ので あ るが､ これ につづ いて､台地上

の古村 の村 々か らの分村 が開 かれて い った (図 1) ｡ これ らはいず れ も ｢村 講新 田｣ であ

る といわれて い る｡ 国岡新村 は､寛文 2年 (1662)､国安村 の庄屋彦太 夫 と岡村 の庄

屋安右衛 門 の先 導 によ り､加古新村 の南 に開 発 された 2) ｡ 国岡 とい う村 名 は､両者 の出

身村 の頭字 を と って命名 された といわれて い る｡

水利 の便 が は られ るに と もな い､国耐新村 で は末開墾地 がつ ぎっ ぎと開発 されて い った｡

寛文 9年 (1669)には､最初 の検地 が実施 され､ この と きの村 高 は､ 294石 9斗 6

合 と記 録 されて い る｡ 明細 帳 の記録 か ら､国 岡新村 の新 田開発 の進 行状況 を ま とめ る と､

表 4の とお りで あ る｡
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表 2 17世紀 における姫路寺領の新 田高

新 田 高

那 本 田 高 一次榊原時代
寛文 7(1667)天和2-宝永元

(1682-I704)

149,988.7931

(嘉島 冨

9,678.408
3,627.915
6,052.157

ll,074.968

史料 :寛文 7年 (1667) 一次榊原氏幕府巡見使提出文書 ､

天和 2-宝永元年 (1682-1704) 二次本 多時代姫路藩領大概帳

『姫路市史』第三巻 ､1991年､328貢 よ り転載｡

図 1 現稲 美町域 にお ける新 田村の開発

下草谷一.一一一一~一∫

●l_i__一 章 谷ヽヽヽヽ万.bq,,空盟 発出髄 鞘 ＼ 崇 q# (1" " 那

i66買静 -: / 謬 躍 ,p,#,,?, 節

前 開 発正印南新徳2年(1712)わ

[:=] 古匹召 16匪調 17

7,",了 ､､､国安.: 岡∫

承応2年(1653)初

寛永2年(1

承応2年(1

稲 美 町 位 置 図

村 (古代 よ り開発)

60年前後 の新関村

00年前後 の新開村

｢図 現稲美 町 における旧村 の位置｣ (『稲美町史』､1982年､990貢) を もとに､

｢年表｣ (『稲美 町史 』､1172-1186貢) によ り作成｡



表 3 17世紀開発の新田- 印南野台地と印南郡の新田-

新田村 村 有 開村,初換地年 二 顛田村 村 高 ～開村.∵初検地年

印南郡北 野 新 石 合12.7251661年(寛文元)初検 奥 新 石 合ll.SOB1601年(座長6)開村1682年(天和2)初検

常 住 薪 16.'6S2 -本松新 169.755

唐 端 新 27..146 山 中 新 41.878

佐 土 新 177∴164 成井村新田 33.459

福 居 新 374.1401625年(寛永2)以前1662年(寛文2)初検 成 井 新 13.933

地 徳 新北 山 新 30.74938.137 西 山 新 72.094

加古群 ll.815128.9801653年初換長 尾 新古 新 50.10887.593 野 新ド西観

魚 崎 新米 田 新 82.20973,3261625年開村1608年(慶長13)開村 大 .野 新 252.4921666年(寛文6)初換

横 市 新広 岡 新有増地新(誓 ㌔ 占) 17.42719.294･31.868:83.78916S8年(万治元)初換1653年初検*野尻新田中 山 新 55.984173.7521669年(畢文9)1602年(慶長7)開村一時中絶, 1653年L

寺 谷 新 54.132(斉応?)換地1596年(慶長元)開村 福 沢 新 63.4661660年代(寛文)換地
･野 辻 新 ･84.6281665年(寛文S)初換

陰 山 節 49.36816S8年(万拾元)開村.1663年(草丈3)初換.1653年初換1661年初換 寺 田 新 ~29.2171655年(明暦元)初枚

白 沢 新 38.146 雷語 ‰ 田).142.7571653年(乗応2)初検

北 野'新(国包㌔田)(前 屈温 ) 12.725151.54141.6S8 撃発 鮎 ) .:19.7841677年(延宝b)検地和 田 新西 谷 新 23S.909:60.2231653年初検1671年(寛文11)初検

原 新 17.677 長砂村=左南門新田 -42.2661676年(琴宝4)新開
内之倉新田 104.623 野 谷 新 _.55.4931695年(元禄&)初換

升田村新田 59.1481663年初換 加 古 薪 1,330.926･661年(万治4)賢雫

升 田 新 164.9181663年初換1653年初検 輪 革 新 TlS7.800 FI1698年(革帯11)開発

井ノ口新 100,872 国 岡 新 396.9621662年(寛文2)開発

官ノ前村新田 34.201 中一色新 303.6521653年初検

官ノ前新 ll.OS31669年初検 I1668年初換 事̀ 竹 新 50.8631660年代開発と伝える1659年(万治2)開発

〔注〕 薪田村の榊の( )を付したものは.未村内の新田.00薪とある新村の村高は元禄姉娘(1697年)妃縦

の高で示した.

*印は姫路謙髄でfLい村.

『姫路市史 』第三巻 ､1991年 ､329頁 よ り転載｡



表 4 国岡新村 における田畑開発の進行

年 田 l' 畑I】 屋敷畑 ∠ゝ｢1 高

寛文 9年 (1669) 畝 歩 畝 捗 畝 歩 畝 歩 石

(2068.16) - - - 294.996

寛文 13年 (1673) - - - 40,479

延宝 2年 (1674) (1422.22) (201.13) (3 692.21) (335.475)

延宝 4年 (1676) 54.105 310.165 0 364.27 22.05

延宝 7年 (1679) 0 26.05 5.165 31.215 1.752

延宝 9年 (1681) *15.12 *2.15 0 *17.27 1.973

天和 3年 (1683) 64.04 152,105: ll.26I 288.105 16.263

貞享 2年 (1685) 9.22 26.21 1 0∫ 36.13 2.504

元禄 2年 (1689) 5.10 320.225: 01 326.025 16.678

元禄 9年 (1696) 0 5.10 : 0l 5.10 0.267
享保10年 (1725) 0 148.12 : 0 148.12 7.42

- は不明､ ()は累計､*は推計｡

寛延 3年 (1750) 3月 『明細帳』 (国圃土地改良区所蔵文書 ) よ り作成｡

国岡新村 は､開発か ら87年後の寛延 3年 (1750)には､村高 404石3斗 8升 2

台､田畑合せて 48町5反 1畝 24歩半 (うち田 22町1反 7畝 14歩半､旭 24町 1反

5畝 14歩半､屋敷畑 2町1反 8畝 25歩半)､家数 99軒､人口 523人 (男 274人､

女 249人)の村 とな った 3) ｡

それでは､匡個 新村 の開発 に必要な水 はどのよ うに して獲得 されたのであろ うか｡次項

では､用水獲得 の過程 についてみてい くことに しよう｡

2 水利秩序の形成過程

新田開発 には､ ｢水｣が不可欠である｡あ らたに村落を開発す るとい うことは､その村

落が新規 に用水 を獲得 してい くことを意味す る｡ さて､あ らたな村落が用水 を獲得す るに

は､ 百村 の地内 に水源 を見出 さない限 りは､旧来か らある周囲の村 々の用水権 に割 り込ん

でいかなければな らない｡そ こで､用水権 の再調整が必要 になる｡新 しい村落が旧来か ら

の用水権 に割 り込 む ことによって､新 しい水利秩序が形成 され るのである｡

以下で は､国固新村 の開発 にともな う水利秩序の形成過程 をみてい く｡瀬戸内沿岸 は も

ともと雨量 の少 ない地域で､古来よ り用水 を得 るため さかん に溜池がつ くられて きた｡そ

して､ 17世紀 か らの新 田開発 にあた っては､水 に乏 しい台地 の開発 をすすめ るために､

河川か らの引水 を溜池 に貯溜す る方法がかんがえだ された｡小河川や中流の非濯概期 の流

水 を分水 し､ これを長大 な水路 をとお して溜池 に貯溜 してお き､濯概期 に用水 として活用

したのである [旗手勲 1980 :6貢]｡国岡新村で もこの方法が とられたため､遠方
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の水源 と複数の溜池を長大な用水路でつな ぐ複雑な濯淑水系を形成す ることにな り､また､

取水可能な時期 に制限 もあるため､きわめて複雑な水利秩序 を形成す ることにな った｡

国岡新村 は､加古新村 と共同 して水源を獲得 してきた｡加古新村 は､国岡新村のす ぐ北

に位置 し､国岡より約 3年早､くか ら､周辺村落か ら広 く人足を挑発 して溜池 の築造 にあた

らせ るなど姫路藩か らの強力な支援の もとに開発がおこなわれた新田村である｡開発当初､

2村では､用水 の確保のため､溜池の築造がおこなわれた｡匡l岡新村では､千波池､新池､

山城池が新規 に築造 され､城 ノ池は嵩上げがおこなわれた｡ また､琴池 は､ もとは小 さな

池であ ったが､寛文年中に姫路藩の命令 によ り普請がおこなわれ､以後､隣村国安村 との

立合池 (用水権 を分 け持っ池)にな った｡加古新村で も溜池 の築造がおこなわれたが､加

古新村 は､池の水源を隣の母里地区の風呂谷池流にもとめた [『稲美 町史』 1982 :

162- 164貢]｡ この風呂谷池の水源は練部屋 (ね りべや)の西北約 500メー トル

にある書生村の井戸で､そ こか ら延長 3キロメー トルにわた る承水溝を引いたのである｡

これを地元では ｢四百間溝｣ と称 している｡

しか し､新田開発が進むにつれて感慨用水が不足す るようになったので､寛文 11年

(1671)2月､加古新村 ･国岡新村 の2村 は藩に願い出て､用水源であ る風 呂谷池流

の改修をおこな った｡藩か らは､溝掘賃 として銀子五貫 目と米五右が遣わ された [『稲美

町史』 1982:164貢]｡そ して､その用水 は､30%は北山村所有 の入 ヶ池を経

て国岡新村へ､70%は加古新村へ流 されることにな った｡ また､溝普請や諸入用など､

清 の維持管理 にかかわ る労働力や資材 ･費用等 について も､匡l岡新村 3分､加古新村 7分

の割合で これを負担す ることとな った｡ これについて さだめた国岡新村 と加古新村のあい

だの分水契約書 (寛文 12年<1672>)が残 っている4) ｡

相究取替 シ申謹文之専

一､加古新村 ･国岡新村用水不足ニテ､毎年 目指仕 ルニ付､寛文拾壱年辛亥二月二両

方へ新流溝御 はらせ被為成被下候､其溝上 は野寺山之東蓑谷 よ り風 呂之池之上迄

溝之間数五百四拾間､下之大薄手風 呂之池之 うてひよ利加古新村 二階溝上迄間数

千四拾五間二御掘 り被為下候､流水 二階溝之北 二分清二通 り御掘 り被為成明細 二

分木之上 まて被為仰付候､次第､

一､流水 七分 加古新村江

-､同 三分 国岡新村江

但 シ､溝普請又-諸入用等有之候ハ ＼､於向後 二加古新村 よ り七分､国岡

新村 よ り三分仕配可申定､

右之通 二相究候上 は､於末代双方共 二少 も違背申問敷候 ､為後 日析而謹文如件､

寛文拾弐年子之

西条組加古新村惣百姓中

甚右衛門印

以下百十名連 印

神戸久兵衛様

松村又 作様

毛利甚太夫様
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裏書

表書之候 々､双方立会相談遂吟味相究 り候上-､ 自今以後互 二違背有 間敷者也､

寛文十二壬子年六月

毛利甚太夫印

神戸久兵衛印

松村又作印

加古新村 と国岡新村 のあいだ にさだめ られた 7:3とい う割合の根拠 につ いては､検地

帳 に記載 された当時の 2村 の耕作面積 の比 によるもの と伝 え られている5) ｡古老 のなか

には､ ｢豊臣秀吉 の太閤検地｣ の さいの数字 にもとづ くのだ とい うもの もあ るが､ この村

の開発 はその後 の 17世紀中期 であるか ら､ ｢太閤検地｣ とは､分水慣行 を まもってい く

なかでつ くられた､慣行 の正当化 のための言葉 なのであろ う｡いずれ にせよ､ ｢検地帳｣
とい う領主権力 によって記載 された数字 に もとづ くものであ ることが､今 日まで､分水割

合 の正 当化 の根拠 とされて きた ことにまちが いはない｡姫路藩の普請奉行 3名 による裏書

は､ この分水割合 は､加古新村 と国圃新村 の双方が相談 してその内容 を決 め､ これを藩の

奉行が承認 した ものであることを しめ しているが､ 2村の きめた分水割合 は､現実 の耕作

面積 ではな く､検地帳 に記載 された耕作面積 に もとづいた ものと認識 されて いるのであ る｡

さて､ この新流溝 の普請 によ り､その流水 の 3分 は国岡新村 の支配す るところとな った

のであ るが､地形 の関係上､北山村所有 の入 ヶ池 (に ゅうが いけ) に遮断 されて､ この水

を直接 国圃新村 の池へ流す ことはで きなか った｡そのため､新流溝 の流水 はい ったん入 ヶ

池 に貯溜 し､そ こか ら国岡新村 の千波池-取 り入れ ざるをえなか った｡そ こで､新流溝か

らの用水 の利用 にさきだち､入 ヶ池の貯水 にたい して用水権 を もってい る村落 とのあいだ

で権利 の調整をお こない､あ らたな秩序 を築 く必要が生 じた｡

以下 に示すのは､匡l岡新村が入 ヶ池関係各村 とのあいだに取 り交わ した分水契約書 (寛

文 11年< 1671>)である 6) ｡

に うか池謹文之事

一 ､に うか池前筑か さ置井新流溝御普請被為成下難有奉存候､就夫古来 よ りに うか池

指合之水 二分切之石御す-被成波分切石 よ り上之水 中樋 よ り国岡新村 と北 山村立

合之用水 二仕候様 こと被仰付､右之通御普請被成下上 は違乱可 申様無御座問､向

後 国岡新村 と聖 申合､分切石 よ り上水両村相合取之 可申御事 ､

-､北lJ｣村長封池 二水有之内-､に うか池分切石 よ り上水 む さと取之 ､尤長封池之水

損 二落之 申問敷候､勿論 に うか池分切石 よ り下水-古来 よ り北山村指含水 二御座

候間､国岡新村江水少 も通 し申問敷御事､

一､に うか池 うてみ流水之義作仕付前､長封池指合仕候以後国岡新村千波尻池江通 し

可 申候｡夏渇水之時分雨降 にうか池水指合仕 うてみ越候 ハ ＼､千波尻池 ･長封池

此両池江半分へ こ取之可申御事､

右候 々少 も相違仕間数候､若相背候者如何様之曲事 二可被仰付候 ､為後謹一札仕上 ル

所 ､イ乃如件､
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寛文拾壱年亥六月十五 日

北山村 善兵衛 (印)

(外中村国安村百姓九十七人達印)

毛利甚太夫様

松村又作様

裏書

表書之候 々､双方立合相談遂吟味を相究 り候上者 ､自今以後互 二違背有 間数者也､

寛文拾壱年亥六月

毛利甚太夫 (印)

松村又作 (印)

北山村

中村

国安村

石三 ヶ村庄屋百姓中

右此謹文 匡l岡新村庄屋百姓 中方 二可被指置者也､

入 ヶ池 は古来北山村所有の池 であ ったが､国圃新村 の開発 のために､国岡新村が藩 に願

い出て普請 を許 可 され､現在 よ りも低 く小 さか った入 ヶ池 の堤防を 3尺高 く大 きく築 き上

げた｡ さらに入 ヶ池 の面積 を拡大す るため､国岡新村が負担 して野寺村 の土地を 8反 8畝

14歩買 い上 げて入 ヶ池 の敷地 とし､貯水量 の増加 を図 って､新溝 の流水 を注入 した7) ｡

そ して､入 ヶ池 の もとの貯水量 を示す ところに分切石 (ぶん ぎりい し) を据 え､分切石 よ

り上 の水 を新流溝か らの流水の分 ととらえ､それを国岡新村 と北山村 の 2相 のあいだで 5

分 5分 に分水す ることに したのである｡新流溝か ら得た流水 の半分 を北山村 に提供 しなけ

ればな らなか った ところに､旧来の水利秩序 に割 り込んでい くことの難 しさをみて とるこ

とがで きる｡

この分水契約 も､前掲の契約書 と同様 に､国圃新村 と入 ヶ池関係各村 がまず当事者 間で

相談 し､その内容 を藩の奉行が承認 した ものであることが裏書か ら知 られ る｡

この契約 によ り､入 ヶ池 は､北山村 ･中村 ･国安村 ･国囲新村 の 4村 の立 合池 とな った｡

この証文 は､契約 の相手方であ る3村 の代表 が､藩の普請奉行 に差 し出す とい う形式 にな

っている｡当然 ､国岡新村 によ って差 し出 された この証文 と対 の証文が他 の 3村 に も保存

されている8) ｡

こうして国岡新村 は､母壁地 区の風 呂谷他流 の水 を百村 の千波池へ取 り入 れ ることがで

きるよ うにな ったo ところが､新 田開発が進 むにつれ風 呂谷池流を水源 とす る感激用水が

限界点 に達 し､国岡新村 ･加古新村 の 2村 はまた もや水不足 に悩 まされ るよ うにな った｡

そ こで､延宝 8年 (1680) 6月､草谷川 の涌水 を水源 とす る新 たな引水計画がたて ら

れた｡草谷川 は､すでに草谷村 や下草谷村な ど古村 8ヵ村 の農業用水 に利用 されていたの

で､濯概期 には取水す ることはで きなか った｡そ こで､草谷川の非感激期である旧暦 の 7

月か ら翌年 4月 までの期 間に取水 し､ これを溜池 に貯溜 してお くことによ り､用水 を確保

しよ うと したのである｡

31



加古新村が､旧来か ら草谷川の水を利用 してきた 8つの村々に水源の使用の諒承を求め

ると､草谷川関係村 は､冬 と春の非濯概期に限 り､取水を諒承 した｡ さらに､濯概期間中

であって も､水がた くさんあるときには､草谷川の水を取 って も構わないとした (｢水が

た くさんあるとき｣ というこのあいまいな記載が､のちに水争いの種 となる)｡

以下に しめすのは､草谷川関係村が､加古新村 (および国岡新村)の非濯概期の取水を

承諾 した証文 (2点)である9) ｡

手形之事

一､西条組加古新村数年早損仕候 二付､草谷川筋草谷村之上より新溝堀､加古新村池江

水取 り申度与御普請重被 申候二付､構無之候哉 と御尋被成候､冬春之儀-少 シ茂構

無御座候､四月より七月迄之内､用水之時者下江流申様願申候､四月より七月迄之

内た りとも水沢山之時者､少 シ茂構無御座候､右之外 申分無之候､為後 日的而如件､

延宝八年申ノ六月

加古新村庄屋 嘉平次殿

同村頭百姓 次兵衛殿

同 才兵衛殿

宗佐村庄屋 孫九郎印

下草谷村庄屋 平兵衛印

下村庄屋 次郎四郎印

同組頭 与兵衛印

同 十兵衛印

仕ル手形之事

-､西条組加古新村数年早損仕候二付､草谷川筋草谷村之上より新溝掘 り､加古新村池

々江水取 り申度与御普請望被申候､草谷川筋近所村又-川下之村々至迄､少 シ茂構

無御座候､於以来少 シも族申間数候､為後 日的而如件､

延宝八年 申ノ六月

内諾二而加古新村 と手形取為替

仕候上ハ､何之 申分無御座候､

右同断

右同断

上西条村大庄屋

与次太夫殿
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野寺村庄屋

中西集村庄屋

野村庄屋

船町村庄屋

草谷村組頭

上西集村組頭

同断

下草谷村庄屋

下村庄屋

宗佐村庄屋

実相坊印

平石衛門印

市郎兵衛印

佐兵衛印

小右衛門印

安着衛門印

嘉兵衛印

平兵衛印

次郎四郎印

孫九郎印



この事例か ら､あ らたな用水の使用 にさい して他村の もっ旧来の用水権 を犯す恐れのあ

る場合には､直接 その村 々に尋ねて諒解 をえ る必要があった ことがわかる｡そ して､その

交渉 は､藩政村を主体 としてなされたことがわかるo

旧来草谷川を利用 して きた村 々の承諾をえて､加古新村 と国岡新村 は非濯概期 に限 って､

あ らたに草谷川か ら取水す ることになった｡ これが ｢大清用水｣である｡大溝用水 は､草

谷川 の上流か ら分水 し､草谷村 と野寺村を通 り､加古新村の ｢池の内｣で加古新村 と国岡

新村 との間で 7分 3分 に分水 され､加古の六大池 と入 ヶ池 に注 ぐ｡その延長 は約 5キロメ

ー トルにわた っている｡

大溝用水の完成 によって､用水問題 はいち じるしく改善 されたが､それで も毎年のよう

に水不足が起 こった｡そ こで､宝永 7年 (1710)､大溝用水補強の目的で､大溝用水

取入 口のさらに上流 5､6百 メー トルの所 にある広谷村の用水源 ｢河原田井 (かわ らだい)

堰｣の余水を直接大溝 に落 とす ことを計画 し､広谷村 に諒解 を求めた｡ これが認め られ､

加古新村 と国圃新村 は､以後､溝府銀 として銀 150匁を毎年霜月一 日に広谷村-持参す

ることになった｡ この河原田井 は､加古新村 ･国岡新村 2村 にとって､ きわめて重要な水

源 となった｡

また､享保 5年 (1720)には､国安村 が琴池の中堤 の普請を願 い出､翌年琴池の中

堤が築かれた 10)｡同時に､池 の水の五台の場所に分石を据 えて分水す ることにな り､琴

池をめ ぐる水利秩序があ らため られた｡

以上､新田開発にともない国岡新村が用水 を獲得 し､水利秩序を形成 してい く過程-

周辺村落 とのあいだの用水権の調整の過程- を追 った｡国岡新村の開発 にあた っては､

藩政村国岡新村の単位で用水 の確保がおこなわれた｡そ して､水利秩序 は､藩政村 を主体

とし､藩政相聞の協議 と契約を藩権力が承認す るとい うかた ちで形成 されてい った｡藩政

村国圃新村 は､それ自体が末端用水管理組織 としての機能 を備えることにな ったのである｡

このような藩政村を主体 とした水利秩序形成の背景 には､姫路藩の新田開発-の強い意

欲 と支援､そ して鎮圧権力があ った ものとかんがえられ る｡藩権力にとって､村 とはなに

よ りもまず貢租諸役の賦課単位であ り､新田開発 とは責租諸役の増加 につなが るものなの

である｡

国岡新村 は村請新 田として開発 されたのであるが､その開発 は姫路藩の新 田開発意欲 に

かな うものであ った｡そこで､新田開発 に不可欠な用水の確保にあた っては､姫路藩か ら

の支援があった｡

開発当初の寛文年中､国安村の琴池が改修 され､国岡新村 との立合池 にな ったが､ これ

は藩の命令 によるものである｡ この命令 は､国安村 にたい して､琴池の用水 の一部を新開

村 の国岡新村に分 け与えよとい う国安村にとって きわめて厳 しい内容の命令であ った｡加

古台地 のよ うな慢性的水不足地帯 において､ひとっの藤池の用水権を複数村で共有すれば､

必ずや水論が発生す るであろうことは十分予測で きる｡現 に､琴池が匡l岡新村 との立合池

にな って以来､毎年のように水不足になった と訴える国安村 の訴状がい くつ も残 っている

ll) ｡けれ ども､国安村 は､琴池を国岡新村 と共有す ることを拒否す ることはで きなか っ

た｡琴池 は､村 どうしの相談 を経て双方納得 の上で立合池 となったのではな く､藩の命令

により国安村の用水権 を一部削 ることによって両村の立合池 とされたのである｡

また､加古新村 とともに獲得 した草谷川の非濯瀧期の用水権 について も､背景 に藩の圧
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力の存在 をかんがえざるをえない｡いかに非港概期 とはいえ､旧来草谷川 を利用 して きた

村 々にとって､ これ は､大切な用水権を一部放棄す るとい うことだか らであ る｡加古新村

が姫路藩の強力 な支援 の もとに開発 された ことをかんがえるな らば､旧来か ら草谷川を利

用 して きた 8ヵ村が非濯概期 の用水権の譲渡 を拒否す ることな ど不可能 に近 か ったのでは

ないだ ろ うか ｡

こうした姫路 藩の強い開発意欲が､村落間の分水契約 の さいに も､正当性 として反映 さ

れて きた とかんがえることがで きる｡加古新村 と国圃新村 とのあいだにかわ された大清用

水 の分水割合 7 :3は､実際の耕地面積ではな く､検地帳 に記載 された耕地面積 の比 に も

とづいて きめ られた ものと伝 え られている｡ これを裏づけることので きる史料 は､いまの

ところ残念 なが ら見出せないけれ ども､支配権力 によ って記載 された数字が､その後の水

利秩序 を維持す るうえでの正当性 の根拠 として､それ も今 日まで認め られて きたことは確

かである｡

このよ うに､古村 にたい して新開村が弱 い立場 にたた され る新 田開発 とい う場面 におい

て支配権力の開発 の意向やそのための直接的介入が水利秩序 の形成 におお さな影響 をおよ

ぼす ことにな り､藩政村 を単位 とした水利秩序が形成 され ることにな った 12) ｡ こうして

藩政相国岡新村 は､末端用水管理組織 としての機能 を果た してい くことにな ったのである｡

匡l囲新村が開発 された 1660年前後 は､姫路藩の新 田開発 のひとつの ピー クであ った ｡

藩 は新 田開発 を奨励 し､新開村 はこうした藩 の意向 と直接的支援 を背景 に､古村 の用水権

を少 しづっ削 りとるよ うに して､用水権 を確立 させていった｡藩権力の強力 な新 田開発へ

の意欲が存在 したか らこそ､台地上 の新開村 は､残 されたわずかな余水 を強 引に集 め､新

田開発 をお こな うことがで きたのである｡

第 3節 水争 い - 対外的用水管理のあ り方-

1 国岡新村 の水争 い

国囲新村がその開発当初､用水権 を獲得 し､水利秩序 を形成 してい く過程 において は､

藩権力 の新 田開発への旺盛 な意欲が強 く影響 していた｡けれ ども､いちお うの水利秩序が

確立 されたのちは､藩権力の影響力 は減少 し､基本的 に､みずか らの用水 はみずか らの力

で守 っていかなければな らな くな る｡

田畑 の耕作 をお こな うには用水管理組織 による集団的用水管理が不可欠であるが､それ

には､対外的管理 の側面 と対内的管理の両側面が存在す る (もちろん､用水管理組織 は重

層的 に構成 されているか ら､対外 ･対内のさ ししめす対象 は状況 によってかわ る)｡対外

的管理 とは､他 の用水管理組織 にたい してみずか らの用水 を確保 し､管理す ることである｡

対内的管理 とは､用水管理組織 内部での維持管理である｡対 内的管理 については後 に述べ

ることに して､以下で はまず､対外的用水管理 のあ り方 について､それが もっとも深刻か

つ直接的なかた ちであ らわれて くる用水管理組織問での ｢水争 い｣の事例 を とお して検討

してい きたい｡

｢水争 い｣ には､実力行使 を ともな う用水 の争奪がお こる場合 もあれば､文書 のや りと

りのみに とどまる場合 もある｡代官所 まで もちこまれ訴訟 となる場合 もあれば､村 の有力

者 の仲裁でお さまる場合 もあ る｡ また､水争 いの主体 は､用水管理組織が重層的に構成 さ
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れているため､それぞれの状況 に対応 して変化す る｡ ある用水管理組織が隣接す る別 の用

水管理組織 と争 う場合 もあれば､その双方の用水管理組織 をふ くめた さらに大規模 な用水

管理組織 と して､別 の大規模 な用水管理組織 と争 う場合 もあ る｡

さて､匡l岡新村 に直接関係す る水争 い としては､表 5に しめ した ものが記録 に残 ってい

る｡ これ らの水争 いは､そのほ とん どが､機会あるごとにほぼ同 じよ うな内容で繰 り返 さ

れて きた｡そ してそれは､大正期 ､あるいは昭和初期 にいた るまで続 いたのである｡

ここで は､④ 入 ヶ池 をめ ぐる水争 い､⑤草谷川大溝 ノ堰 をめ ぐる水争 いの 2つを､事例

と して とりあげることにす る｡双方 とも､当事者間､ さらに大庄屋 (おお じょうや) 13)

の仲裁 によ って も収拾がつかず ､代官所 まで もちこまれ訴訟 とな った事例で あるが､④入

ヶ池 をめ ぐる水争 いは､実質上 ､国岡新村対北山村 とい う性質の訴訟であ り､⑤草谷川大

溝 ノ堰 をめ ぐる水争 いは､国岡新村 ･加古新村 の新開村 2ヵ村連合対草谷村 をは じめ とす

る古村 8ヵ村連合 とい う､よ り大規模 な訴訟 である｡

表 5 国岡新村 関係水争 い一覧

年 関 係 村 内 容 係争場所

③ 享保 14(1729) 北山 .国安 .中村 新分石 の位置をめ ぐって 入 ケ池

㊨ 宝暦 1日1761) 北 山村 新分石の位置をめ ぐって 入 ケ池

宝暦 14(1764) 内済成立

明和 2日765) ･野 .宗佐 .下 .船町･上西条 .下西条村)I加古新村 ぐつて内済成立 薫 ノ堰

⑥ 安永 7(1778) 国安村 降雨の際の国岡新村 による分水施設 の破壊 琴池

⑧ 享和 3(1803) 北山村 中樋伏智 をめ ぐって 入 ケ池

⑩ 文化 4(1807) 同 上 同 上 同 上

⑪ 文化 5(1808) 同 上 同 上 同 上

⑬文化 6(1809) 8カ村､加古新村 草谷川か ら大溝 への引水 をめぐって .大溝 ノ堰

国岡土地改良 区所蔵文書 および国安水利委員会所蔵文書 によ り作成｡
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近世 には､水 だけでな く､野山の境をめ ぐる争論 について も､私闘は原則 として禁 じら

れていた｡ 自力救済ではな く､幕藩権力による法的保護を信頼 して解決すべ きこととされ

ていたのである｡大竹秀男 によると､それは､直接的には治安維持 の必要 に もとづいてい

たのであるが､つまるところ､ ｢苧訟の社合性｣､すなわち ｢別 して生産的補助手段 とし

て絶封的意義 を拾った用水をめ ぐっての紛争 はた ヾに村 ′′の死活 にか ゝわ るだけでな く高

講地収益 に依存 した領主 にとって も傍観で きぬ関心事であった [大竹秀男 1951:1

85- 187貢]｣ ことにその要因が見出 されるべきであるとい う｡

さて､近世の水利訴訟 の解決 においては､ ｢内済 (ないさい)｣主義が水利訴訟法上の

基本原則であ った｡内済 とは､原告 ･被告双方が和解談合 により事件 を解決 し､奉行所 に

まで問題を もち こんで表沙汰 に しないことをい う｡水利訴訟 の過程 においては､内済の勧

告 と裁判 とを交叉 させて､最後 の判決の段階 に入 ってまで も､最後の最後 まで内済 の途-

｢済 口聞届｣ と ｢吟味下 ヶ｣の途- が開かれていた [前掲書 :187- 188貢]∩

近世の民事訴訟 は一般 に､内済が裁許 にもま して訴訟解決 のための第一次的手段 と冒さ

れていた｡それは､第 1に裁判役所の側に も当事者の側に も､裁判事務の軽減や訴訟経費

の節約 ･精神的負担の緩和 など､多 くの利益があ り､そ して､第 2に内済 は当事者双方が

｢得心之上相済 (とくしんの うえ､あいすむ)｣のであるか ら､権力的解決である裁許よ

りも実効性があ ったか らであるとされている [前掲書 :209- 210貢] ｡

水利訴訟 の場合にも､ このよ うな理由か ら内済 による解決が支持 されたのであるが､内

済主義採用の動機 には特殊な事情がはた らきかけていたのだ と大竹 はい う｡ それは､ ｢裁

許 の責効性 にたいす る嘗局側の確信の動揺｣の問題があったか らである｡水利訴訟 の裁許

には各地各様の紬かな慣習 にたいす る習熟が必要であ り､ これ らを担当者 に要求す るには

無理があ った｡ また､た とえ判決 によって一応の解決 にいた った として も､地形や水行の

変化 によ り訴訟が再発す るおそれがあった｡ ｢不確賓な裁許 は嘗局 の権威 を失墜せ しめる

因｣ ともなる｡そこで､内済を恩恵的事項 と して許可す ることにより､幕府 の司法的権威

を保 とうとしたのである [前掲書 :210-211貢]｡

こうした事情か ら､水争いの解決 に幕藩権力が強力な影響 を与えることはむ しろ少な く､

ほとん どの場合､旧慣 に したが うとい うかたちをとりつつ､現実の地域 における当事者間

の力関係を反映 させなが ら､水争いは解決 されていった｡幕藩権力の側 は ｢早 く内済を成

立 させて､水争 いを解決す るよ うに｣ と村 々に命 じ､内済が整わず､やむをえず判決を し

め きなければな らな くなると､玉虫色の表現で しのごうとす る傾 きがあ った｡

新田開発が一段落 した後の用水管理組織 の運営 においては､結局 のところ､みずか らの

用水 はみずか ら守 ってい くよりほかになか ったようである｡ それでは､ こうした藩権力 と

の関係のあ り方 に留意 しなが ら､国岡新村が水争いとい う場面で､みずか らの用水 の確保

のため どのように動 いたのかみてい くことに しよう｡

2 水利訴訟の過程 - ④入 ヶ池をめ ぐる水争いの事例か ら-

宝暦 11年 (1761)5月 には じまる入 ヶ池の水配分をめ ぐる水争いの事例か ら､水

争 いが発生 し､それが訴訟に もちこまれ､内済の手続 きが整 うまでの過程 をみてい くこと

に しよ う｡ただ し､以下 の記述 は､国岡新村側 によって書 き残 された史料のみを頼 りに記

述 しているため､内容が匡l岡新村 に有利 に偏 っている可能性があることには注意 したい｡
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図 2 姫路 藩 の地方支 配の しくみ

良

姓

(稲美町郷土資料館展示資料より)
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宝暦 13年 (1763)7月､国岡新村 の庄屋 ･組頭 によ って差 し出された訴状 14) に

よると､水争いの原因 は､国囲新村 と北山村が入 ヶ池の分水 の目安 として据 えた石の位置

の是非 にあったよ うである｡ まずは､この訴状の内容についてのべよう｡

国岡新村 ･加古新村で新田開発がまだ さかんに進め られていた寛文 11年 (1671)､

｢大溝用水｣が開削 され､地形 の関係上､ この用水を直接 自村の溜池 に流入 させ ることの

で きない国岡新村 は､やむな く､北接す る北山村が所有す る入 ヶ池を改修 し､ この溜池を

経 由 させて 百村 の溜池に用水を引 くことに した｡そこで､入 ヶ池の嵩上げ工事をおこない､

この溜池 の もともとの容量を しめす 10台の ところに ｢分切石｣ とよばれ る石 を溜池の東

に据 え､ この石 より下の水 については北山村 の用水 とし､ この石 より上 の水 (｢越水｣ と

よばれ る)は国岡新村 と北山村が 5分 5分 に分水す ることになった｡分水所か ら分切石 ま

で約 10町 (1100m弱) もあるので､ この ｢越水｣を しめす ところに ｢に らみ石｣ と

よばれ る石が据え られていた｡ ところが､享保 7年 (1729)に新 しいに らみ石を据え

た ところ､ これが非常 に高い位置に据え られていたので､享保 14年 (1736)に国岡

新村か ら申 し立てて郡奉行所で取 り調べの うえ､古証文の分切石の通 りにす るように仰せ

つけられ､その通 りに して､以後､ これまでお互いに申 し分 もな く分水 して きていたO

ところが､宝暦 11年 (1761)5月､国岡新村 と北山村の問で､入 ヶ池の越水を分

水 していた ところ､まだずいぶん分けるべき用水が残 っていたにもかかわ らず､北山村側

が堰を入れて分水を中止 し､北山村側の溜池-送水するために池の大樋 ･中樋 を抜 いて し

まった｡そこで､国岡新村側 はす ぐにこの樋 を止め､大庄屋所-届 けたが､大庄屋 は御城

下へ出勤中で留守であった｡その うちにまた北山村側が この 2つの樋 を抜 いたが､国岡新

村 はこれを止め させ ることがで きなか った｡ こうして､国岡新村側には､落水がいっこう

にこな くな って しまったので､堰を切 って越水を流 した ところ､す ぐに北山村側 は堰を入

れ､大庄屋所へ北山村か ら届 け出がなされ､訴訟 とな った｡

北山村 は､享保 7年 に据えた新 しいにらみ石 よりも下 の水 は北山村の ものであ り､国岡

新村 には少 しも与えないと主張 したのにたい して､国岡新村 は､新 しいに らみ石か ら入 ヶ

池 の古来の容量 の 10合のところ (旧分石のあった ところ) までは 1尺 3寸 5分 (約 40

セ ンチメー トル) もあ り､新 しいに らみ右の位置は不当であると主張 した 15) oその根拠

として､入 ヶ池 の嵩上げを して立合池 としたとき､溜池の面積を広げるために国岡新村が

負担 して買い上 げた野寺村の田地 は8反 8畝 14歩であったが､今年 (宝暦 13年)の水

分けで､新 しいにらみ石 まで水 を落 としたときには､ この土地のうち､わずか 1反 5畝分

ほどが水 の うえにあらわれただけで残 りは水底 にな っていた ことをあげた｡匡l岡新村側 は､

この件 につ き､現地の兄分をお こな うようもとめている｡

以上が宝暦 13年の国岡新村側の訴状の内容である｡宝磨 11年 5月にこの水利訴訟が

は じまって以来､何度 とな く内済が試み られた｡けれ ども､双方の意見が折 り合わず､内

済 は困難 をきわめた｡代官所で は､古証文等を確認 した うえで､ ｢御田地用水之義者､御

百姓相互､殊 二近年早損打続難渋之勅､何分 二茂和談仕､出入 ヶ問敷義､不仕候様｣命 じ､

これにこたえて､近隣村の西条組野村 ･下村 および大野組大野新村 ･六分-村の庄屋が内

済の取 り扱いにあた った 16) 0

そ して､水利訴訟発生か ら2年を経た宝暦 13年 8月､扱人 らの努力 によ り､よ うや く

内済 の目途がた った｡代官所 には関係各村の代表者がよびだ され､済口証文 の内容 につい
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て詰 めの話 し合 いがお こなわれた｡宝暦 13年 (1763)8月､国岡新村百姓代平兵衛

が差 し出 した口上書 17)か ら､ このようすについてみてみよ う｡

差上 申口上書之事

一､人之池出入之儀 二村､一昨十九 日二御召被成内済之儀者伝聞､則済 口下謹御見せ

被下候所､得心仕兼､罷帰 り村中相寄相談仕候処､一昨 日段 二中上候通､新流草

谷川流筋之儀者格段 二御座候､右済 口文言 二而者､右新流柑分 シ不 申候様 二乍恐

奉存候 二付､何分百姓得心仕兼申候､何卒御勘弁之上願止済 ロニ被為成､双方和

談仕候様奉願上候､和談仕候上着 巳之年以来諸書付御下 ヶ被下度､是亦奉願上候､

右願之通被為 仰付候者難有可奉存候､以上､

宝暦十三年

末八月

大野組国岡新村百姓代

平兵衛

入 ヶ池 の争論 について､一昨 日 19日に国岡新村の ものにお呼び立てがあ り､内済 の手

続 きのための済 口証文を見せていただいた ｡ けれ ども､その内容 について納得で きなか っ

たので､帰 って村中で集 まり相談 した ところ､一昨 日にも申 し上げた通 り､新流草谷川流

筋 については特別であ って､ この済 口証文 の文面では草谷川 の新流を分水 していないよう

に読 み取れ るので､納得で きないとい うことになった｡そこで､以上の国岡新村の主張を

取 り入れて､和談 となるよ うに取 り計 らっていただ きたい｡和談 となった うえは､水利訴

訟発生以来提出 して きた訴状等 をとりさげていただきたいという内容である｡

代官所 の しめ した済 口証文の案について､関係各村 は代表者を とお して意見を述べ､文

面の調整 をお こな った｡必要があれば､村 に もちかえってその内容について協議 している｡

内済が 百村 にで きるだけ有利 なかたちでおこなわれるように､あるいはこれによって以後

不利益を こうむ ることのないよ うに､済 口証文中の表現 については細心の注意が払われた

もよ うである｡ それは､内済 といえ ども､済 口証文の内容 は､以後の水利秩序を規定す る

力を もっていたか らである｡済 口証文が代官所 によって承認 される以上､そ こに書かれた

内容 (水利秩序)は裁許 と同様､代官所 によって認め られた法的効力を もつ内容 (水利秩

序)なのである｡

済 口証文 には関係者が連署 し､-通を奉行所に差 し出す とともに､関係相 のあいだで取

り交わ された｡そ してそれは､白村の用水権 の存在を しめす もっとも重要な証拠書類 とし

て､以後 の訴訟 に備えそれぞれ大切 に保管 された ｡

以下 に しめすのが､この人 ヶ池をめ ぐる水利訴訟が内済 によって解決 した ことを届 け出

た書類である18) ｡入 ヶ池 の用水権を もつ北山村 ･国安村 ･中村 ･国岡新村 の村役人､そ

して扱人である六分-村の村役人が署名押印 し､大野粗大庄屋増田九右衛門が奥印を押 し､

木暮孫八 19) に差 し出 されている｡残念なが ら､内済の詳 しい内容の書かれた済 口証文

(下の文中で ｢別紙｣ とあるもの)のほ うは残 っていない｡

指上 申御披罵書之事

一､人 ヶ池水配分之儀 二付､去 ル巳年よ り争論仕罷有候所､双方和談之上内済仕候､

則内済謹文別紙 こ奉入 御披見 二候､依之､
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右御届奉中上候､以上､

宝暦十四年

申正月

大野組北山村百姓代

同

組頭

庄屋

国安村百姓代

組頭

庄屋

中村百姓代

組頭

庄屋

国岡新村百姓代

同

同村庄屋兼役

六分-村組頭

大庄屋

七左衛門印

甚左衛門印

作太夫印

文右衛門印

市左衛門印

太左衛門印

理左衛門印

彦左衛門印

嘉右衛門印

長左衛門印

平兵衛印

安右衛門印

嘉兵衛印

次右衛門印

九右衛門印

木暮孫八様

御役所

以上が､発生か ら内済の手続 きが終了す るまで､足掛 け4年 におよんだ入 ヶ池をめ ぐる

水争 いの過程である｡

17世紀か らの新田開発 の過程で藩政村を重要な単位 として水利秩序が形成 されたこの

地域では､水争 いもまた､藩政村を単位 として争われた｡ ここで とりあげた入 ヶ池をめ ぐ

る水争いは､国岡新村 と北山村 のあいだの争 いであった｡水利訴訟 にもちこむ さいの訴状

は､村 (藩政村) として､村 (藩政村)の代表である村役人の名前で差 し出 された ｡

水利訴訟 においては､当事者双方がそれぞれ､百村の立場 を述べ､その正当性 を主張 し

た｡けれ ども､その解決 は､裁許によるのではな く､原則 と して ｢内済｣によった｡代官

所は､当事者双方 に､で きるだけ早 く内済を成立 させるよ う命 じ､ これを うけて近隣村 の

庄屋 らがその取 り扱いにあた った｡内済にあた っては済 口証文が作成 され るが､済 口証文

は､その文面が後 々の水利秩序 を規定す る力を もつ ことになるため､関係相 においては､

一言一句 にいた るまで村中で慎重 に検討 された｡ こうして作成 された済 口証文 には関係各

村の代表者 (村役人)､扱人､大庄屋 らが連署 し､-通を奉行所に提出す るとともに､関

係者間で取 り交わ された｡

内済成立 までの過程をみるか ぎり､藩権力 は水利訴訟 にかん しては､早期 の内済成立を

命 じ､内済のさいに作成 された済口証文の承認によりこの証文の記載内容 に正当性をあた

えるとい う､比較的間接的な関与にとどまっていたよ うに見受け られ る｡

ところで､つ ぎに問題 となるのは､内済による水利訴訟の解決方法 についてである｡水

利訴訟の解決が､藩権力の直接的介入によらず､第三者を介 した当事者間の協議 によりお

こなわれることが多か ったとすれば､それは､具体的には､ どのような原則 によってなさ
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れたのであろうか｡内済のさいに作成 される済 口証文の内容か ら､ この点 について検討 し

てい くことに しよう｡

3 内済 の原則 - ⑤草谷川 をめ ぐる水争 いの事例か ら--

以下 に述べ る草谷川をめ ぐる水争いは､国岡新村 と加古新村の新開 2相 と旧来か ら草谷

川 を利用 して きた 8つの古村 とのあいだの争 いである｡草谷川の取水をめ ぐって利害 を異

にす る2つの用水管理組織連合が､たがいに対立 しているのである｡

草谷川 は古来よ り草谷村 ･下草谷村など8つの古村が農業用水 として利用 して きた川で

あるが､延宝 8年 (1680) の契約 により､非感激期である旧暦 の 7月か ら翌年 4月ま

での期間に限 り､加古新村 と国岡新村の ｢大溝用水｣への取水が認め られ るよ うにな った｡

姫路藩の旺盛な新田開発意欲を背景 に､ 2つの新開村 は古村の用水権の一部 を譲渡 させた

のである｡ もともと水利 に乏 しい加古台地では､以後､ この ｢大溝用水｣をめ ぐって､大

規模 な水争いが幾度 とな く繰 り返 されることになった｡

明和元年 (1764) にお こった水争 い も､そのひとつである20) ｡明和元年 6月 9日

の降雨 によ り､草谷川 に雨水が流れ こんで きた｡そこで､加古新村 ･国岡新村 の 2村 (以

下､ 2相 と略す)は､まだ草谷川筋の 8ヵ村 (草谷村 ･下草谷村 ･野村 ･宗佐村 ･下村 ･

船町村 ･上西条村 ･中西条村)の濯瀧期ではあるけれ ども､水がた くさんあ るあで､大病

用水へ取水 しよ うと大溝 ノ堰-人足を出 した｡ これにたい して､草谷川筋 の 8ヵ村 も､そ

うはさせまいと大溝 ノ堰へ人足を出 した｡ こうして､堰所で騒動がお こり､草谷村の者が

暴行を受 けた とい う8ヵ村側か らの届 と､加古新村 の者が怪我を した とい う2 ヵ村側か ら

の届の双方が､大庄屋を経て代官所 に提出 された｡

そ して､翌明和 2年 (1765) 4月､代官所の取 りあっかいによ り､延宝 8年 6月に

大溝用水の開削 にともな って作成 された双方所有の古証文を確認 した うえで､内済 とな っ

た｡では､ この水利訴訟の済 口証文である ｢草谷川川口水論内済取暖書 2 1) ｣か ら､内済

の具体的内容が書かれている後半部分 についてみてみよう｡

(前略)

一､加古新村､国岡新村之儀､元来水不足之村々二有之候 二村､先年相願 ､新溝 ヲ堀

有之候得者､成たけ水集 メ専一 二可致義尤二候､併右古語文 こも有之候通､流水

之儀､冬春之間者取之､四月より七月迄者､水取 申間敷 と為謹文人置､以後者養

水之中者水取 中間敷様被存候､

一､八 ケ村之儀､出水懸 り御田地数多有之候--､草谷川流養水候､析而加古新村 よ

り取直候古謹文 こも有之候通､四月 より七月迄養水之中者､加古新村溝手江水取

り不申与有之､尚又加古新村江入置候古語文 二茂､冬春之問少 二茂構無之､養水

之時者下江流 申様 二頼 申与有之上着､随分水集専一可致義尤二候､併養水之内た

りとも水沢山之時者､少 シ茂構無之与古謹文有之候得者､水沢山之時者､両村江

水道 シ可中桟被存候､

右之趣 二有之候得共､以来冬春之内者､両村江相片付水取 り可申候､八 ケ村出水懸 り

用水之間､両村-水取 り申間数候､用水之内た りとも水沢山之時者､両村-水取可 申

候､双方共御 田地大切之義 二有之候得者､自今以後､右場おいて決而争論仕間数候､
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若此以後右於堰所 口論水論仕､出入 ヲ取繕ひ公事 ヲ工候族有之候ハ ＼､ 御上へ申上

御吟味之上､本人者不及 申､村役人迄越度可被 仰付候 ､

右之通､御取暖二而内済仕候上者､用水之中両村江水取 り申間敷候､用水之中た りと

も水沢山之時者両村江水道 シ可申候､双方共養水之儀二御座候-者互睦敷仕､右場所

おいて､以来決而 申分仕間数候､於若相背 二者何分之越度 二茂可被仰付､為後 日の而

如件､

明和二年酉四月

加古新村庄屋 嘉平次

国岡新村庄屋 義兵衛

宗佐村庄屋

下村庄屋

下草谷村庄屋

草谷村庄屋

野村庄屋

船町村庄屋

中西条村庄屋

上西条村庄屋

右御取暖二而内済仕候処､相違無御座候､以上､

大庄屋 九右衛門

御手代 22)

浦上惣助殴

右之通､我等取暖令内済候 二付､己来双方 申分有之間敷者也､

手代 浦上惣助

右内済双方連印本謹文大庄屋元二有之候､仇而添書如斯 二候､以上､

孫十郎

平七

市兵衛

与三左衛門

左一石衛門

次郎左衛門

勇介

久右衛門

この水利訴訟 の争点 は､ ｢濯概期であって も､水がた くさんあるときには､ 2村 に取水

の権利があるのか どうか｣であ った｡当然なが ら､ 2村 は ｢ある｣､ 8ヵ村 は ｢ない｣ と

主張 した｡そ して､当事者双方 はそれぞれみずか らの主張の根拠 となる古証文 を しめ した｡

双方の提出 した古証文 には互 いに くいちがいがあったけれ ども､結局､濯概期であって

も､水がた くさんあるときには､ 2村 は水を とって もよいとい う内容で内済 とな った｡ 2

村側 の主張が採用 されたのである｡

内済 において は､旧慣が尊重 され､古証文が重要な証拠 とされた｡訴訟当事者 となる村

々は､古証文等 を根拠 に用水権 の正当性 を主張 し､す こしで も有利な内容で内済を成立 さ

せなければな らなか った｡そこで､村々では､日頃か ら有事 にそなえ､古証文 の保存や用

水施設の管理の記録 など､白村 の用水権を明確 に主張 しうるだけの証拠をそろえておかな

ければな らなか った ｡

この内済成立以後 ､ 2相 は､ 8ヵ村の濯概期中であって も水がた くさんあ るときには､

大庄屋 (不在の場合は近隣村の村役人)の検分を経た うえで､草谷川の水を大溝用水-舵

水す るようにな った｡水がた くさんあるか どうかの見極めは､大庄屋 らに委ね られたわけ

であるが､今度 は､大溝の堰へ検分 に出かけるかれ らが攻撃 の的 とな り､争論 にまきこま

れることにな った 23) ｡表 5に しめ した大溝 の堰 における文化年間の相次 ぐ水争いはすべ
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て､ 8 ヵ村 の濯概期 に 2村が取水 しよ うと したために起 こった ものである0 ｢水がた くさ

んあるとき｣ とい うあいまいな契約である以上､ この用水権 に もとづいて取水 をお こな う

ためには､ ときに実力行使 も必要だ ったのである｡結局 の ところ､百村 の用水 は百村で守

ってい くよ りはかになか ったのである｡

4 対外的用水管理

以上 ､対外的用水管理 の問題 が もっとも深刻かつ直接的にあ らわれて くる用水管理組織

間での水争 いについて､国岡新村が関係 した 2つの事例か ら検討 した｡対外的用水管理 に

おいては､それぞれの状況 に対応 して､共同 と対抗 の関係が出現す ることにな った｡末端

用水管理組織である国岡新村が単独で周辺村落に対抗す ることもあれば､同 じ新関村の立

場 にある加古新村 と共同 して古村 8ヵ村 に対抗す るな ど､用水管理組織連合間での対抗関

係 となることもあ った｡

水争 いが訴訟 に もち こまれた場合､原則 と して内済 による解決が 目指 され るのであ るが､

そ こで は旧慣が尊重 され､古証文 によって用水権の確認作業 がお こなわれた うえで､和解

の方向が模索 された｡ そこで､村々で は､いっ水利訴訟 とな って も困 らないよ うに､ 日常

か らみずか らの用水権 の正当性 を主張 しうるだけの根拠を整 えておかなけれ ばな らなか っ

た ｡

この地域 は慢性的水不足 とい う状況 にあ ったため､水 をめ ぐる争 いは尽 きることがなか

った｡用水施設 の破壊 や夜 間の盗水､見張 り番 にたいす る呆力な ど､用水 の確保 をめ ぐっ

て村 々は衝突 を繰 り返 した｡そのなかにあ って農業耕作 をっづけてい くため には､水利訴

訟 の場 において用水権 を守 るだ けでな く､その用水権 を行使 し､用水 を実際 に確保で きな

ければな らなか った｡

用水管理組織 が対外的 に用水 を確保す るためにお こな った活動 は､つ ぎのよ うに整理す

ることがで きる｡

①水利関係書類 の保管 ･作成｡用水権を保持 してい くため､古証文等 ､用水権 の主張 の

根拠 となる書類 を保管す ること｡ また､用水 や用水施設 の所有 ･利用の事実 を しめす根拠

となる書類 を作成 し､保管 してお くこと｡水争 いが起 こり､水利訴訟 とな った とき､みず

か らの用水権 はみずか らが立証 しなければな らない｡その とき､用水権 の存在 を明確 に主

張で きるよ う､水利関係 の書類 は厳重 に保管 された 24) ｡藩の奉行や代官 な ど､外部政治

権力 によ って正 当性 を与え られた書類 は､用水権 の存在 を主張す るうえで､ とくに強力な

よ りどころであ った｡藩の奉行 によって承認 があたえ られた分水契約証文や代官所 による

内済 の済 口証文 などは､最重要書類 にあたる｡小 さな水争 いの さいに､相手方 と取 り交わ

した覚書 の額 も重要である｡ また､ ｢明細帳｣や ｢明細指樋掛樋書上帳｣な どには､村 の

範域外 にあ るもの もふ くめ､池 ･樋 ･溝 ･石橋 ･分石 とい った用水施設 につ いて､その所

在地 ･築造年 ･由来 ･数 ･大 きさな どが細か く書 き上 げ られているが､ これ は､領主 にた

いす る報告 の意味を もつ とともに､ これ らが 百村 の ｢持分｣であるとい う主張をお こな っ

ていた もの とかんがえ られ る｡

②他の用水管理組織 とのあいだの水利慣行 の実施｡他 の用水管理組織 とのあいだに取 り

決 め られた慣行 を､毎年忠実 に果す こと｡水分 け､他 の用水管理組織 との共有用水施設 の

普請 および諸入用 の負担､水代金の負担 など｡水利慣行 の忠実 な実施を とお して､用水 の
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安定的確保が実現 され るだけで な く､水利訴 訟がお こった場 合 に も､長年 の慣行実施 の事

実 が用水権 の主張 の根拠 とな った ｡

③用水管理組織 の管理 区域 の外 にある用水施設 の維持管理 ｡用水管理組織 の管理 区域外

(国岡新村 のケー スで は他村 の地内) にあ る取水 ･送水 のた めの用水施設 を維持 ･管理す

ること｡② であげた他 の用水管理組織 との共有施設 の普請 お よび諸入用 の負担 だ けでな く､

用水 をみずか らの管理 区域 内 まで引いて くるための用水路 の溝凌 え 25) ､用水施設 の巡視

な ども､用水 の確保 のため不 可欠であ った｡

④実力 による用水 の確保｡他 の用水管理組織 か ら実力 によ る用水権 の侵害 を受 けた とき､

あ るいは受 ける恐れのあ るとき､実力 によ って用水 を守 ること｡ または､みずか らの用水

を確保す るため､積極 的 に他 の用水管理組織 と用水 を奪 い合 うこと｡用水 を確保す るため

には､周辺 の用水管理組織 の ものによる用水施設 の破壊 や盗水 を実力で くい とめた り､見

張 り番 を置 いて これ らの行為 を防止す る必要 があ った｡ また､ ときには､他 の用水管理組

織 の用水 を奪 うこともあ った｡

⑤ 水争 いの処理｡他 の用水管理組織か ら実 力による用水権 の侵害 を受 けた とき､あ るい

は､他 の用水管理組織 とのあいだに用水権 をめ ぐる争論が生 じた とき､訴 え出て､相手方

の非 を主張す る こと｡ また､みずか らにで きるだ け有利 な条件 で内済 をお こな うこと｡加

古台地上 の村落 の場合､水利秩 序 は藩政村 を重要 な単位 と して形成 されて いたので､訴状

は藩政村 の名前 で､村役 人 によ り大庄屋 の もとへ差 し出 された｡内済 にあた って は､村 内

で相談 し､意見 をま とめた うえで､村役人が代表 として交渉 にあた った｡内済成立 の さい

に作成 され る済 口証文 には､関係各村 の村役 人が連署 した｡

藩政相 国岡新村 は､ これ らの活動 を村政 の重要 な一部 と して位置づ け､末端用水管理組

織 と しての役割 を果た した｡ そ して､それぞれの状況で必要 に応 じて､周辺 の用水管理組

織 と共 同 して用水 の確保 にあた った｡農業生 産に不可欠 な用水 の確保 をめ ぐる､ まさに命

をか けた共 同 と対抗 を とお して､村落内部 ､ さらには村 落を こえた結 合が､強 く固め られ

てい ったのであ る｡

第 4節 対 内的用水管理

つ ぎに､用水管理組織 内部 にたい してお こなわれ る用水管理 の内容 について述 べ ること

にす る｡周辺 の用水管理組織 にたい して確保 された水 は､その用水管理組織 が維持管理す

る用水施設 を とお して､ さらに細か く配分 されてい く｡ その用水管理組織 が い くつかの用

水管理組織 の連 合体 であれば各 々の単位用水管理組織 にたい して用水 の配分 がお こなわれ､

その用水管理組織 が末端用水管理組織 であれば各 々の田畑 へ の配水が お こなわれ ることに

な る｡ ここでは､末端用水管理組織 と して機能 した国岡新村 につ いて､その内部 にたい し

てお こなわれた用水管理 の内容 をみてい くことに したい｡ただ し､ 日常的用水管理 のあ り

方 を しめす史料 は ご くわずか しかないため､近代以降の用水管理 のあ り方 か らの推測 によ

る部分 もあ る｡

まず､用水施設 の維持管理 についてであ る｡国岡新村 で は､開発当初 ､溜池 の整備 がお

こなわれ､千把池 (現在 は千波池 と表記)､新池 (明治期 に棒池 と改称) ､山城池 が新規

に築造 され､城之池が改修 された｡ また､隣村国安村 が所有す る琴池 の改修工事が お こな
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われ､以後､国岡新村 との立合池 (用水権共有 の池) とな った｡ これ らの溜池 はすべて水

路で繋がれてお り､上 の池 か ら下の池- と必要 に応 じて用水 を移動 させ ることがで きるよ

うにな っていた (図 3)｡ これ らの用水施設 の日常的な維持管理 は､国岡新村 によ ってお

こなわれた｡

ただ し､用水施設 の補修 ･改築､ さらに新築 などは､ どんなに小 さい ものであ って も周

辺への影響 を さけることがで きないため､村 が勝手 にお こな うことはで きなか った｡ たと

え小 さな樋 ひ とつの補修 であ って も､かな らず領主 に願 い出て承認 を得なければな らなか

った｡水利開発がすでに極限状態 にた っしていた加古台地で は､ どんなわずかな ことで も､

水利秩序 の変更 につながる行為 には厳重 な注意が払われた｡江戸時代後期 にはすでに､加

古台地での溜池 の新築 は､姫路藩 によって禁止 されていたのである [『稲美 町史』 19

82 :4 16頁]｡

用水路 の溝凌 えや池 の樋抜 ･樋止 の日時 の決定､用水不足 のさいの歩植割 合の決定 な ど､

用水施設の維持管理や用水配分 についての意思決定 は､村政 の一部 と して､村役人を中心

にお こなわれた もようである｡ そ して､その もとに､用水管理 の担 当者 として ｢池守｣ と

｢水入｣が置かれていた｡村 の明細帳 には､池守 と水人 の給米 の記載がみ られ､かれ らが

村 によ って雇われていた ことがわか る｡残念 なが ら､その人数 は記載 されていないが､複

数名であ った とかんがえて まちがいないだろ う｡給米 の額 は､た とえば寛延 3年 (175

0) には､池守給が計 8斗､水入給が計 1石9斗 とな ってい る26) .池守 と水人 は､近代

以降 も置かれてお り､その職務 内容 について もそれほど変化 しなか った もの と予想 され る｡

近代以降の史料 27) とききとり調査か ら､池守 と水人の職務 内容を推察す る と､およそつ

ぎのよ うであ った とかんがえ られ る｡

池守 は､溜池 の管理者であ り､溜池の近 くの家が代々勤 めた｡池守 をつ とめる家 は､ と

くに有力者であ ったわけではないとい う｡池守 は､それぞれ受 け持 ちの溜池 や用水路の見

廻 りをお こな った｡そ して､破損箇所 をみつけた ら村役人 に報告 して､応急処置 にあた り､

降雨の さいには水路 にかけつ け､貯水 につ とめた｡

水人 は､田植開始か ら秋の彼岸 までの期間､受 け持 ち区域 の田畑への配水作業 のい っさ

いをお こな った｡配水作業 をすべて水人 に一任す ることによ り､我田引水 を防 ぎ､か ぎら

れた溜池の水 をで きるだけ公平 に配分 しよ うと したのであ る｡水人 は､かな りの重労働で

あ ったが､収入 がよか ったので､農業だけで は生活の苦 しい家 には水人 の仕事 を希望す る

ものが多 くあ った とい うことである｡

以上が､国岡新村内部での用水管理である｡藩政相国岡新村が末端用水管理組織 として

の機能 を果た していたため､用水施設 とこれを とお して得 られ る用水 は藩政相国岡新村 に

属 し､その管理 は､村役人を中心 に､村政 の重要 な一部 と しておこなわれていた｡そ して､

藩政村国耐新村 に属す ことによ っては じめて､用水の共同所有者 ･利用者 ･管理者 となる

ことがで きたのである28) ｡国岡新村の場合､その水利秩序 の歴史的形成過程 に規定 され

て､用水施設 の共同所有 ･共同利用 ･共同管理 にかかわ るメンバー シップが藩政相国囲新

村の メンバー シ ップと結 びついて しまった ところが大 きな特徴であろ う｡
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第 5節 共同体型用水管理組織 における用水管理

以上 ､姫路藩 匡l岡新村 の事例 か ら､私的所有が完全 なかた ちで確立 され る以前 の段階で

あ る共同体型管理の内容 について検討 した ｡

国岡新村 における用水管理 は､藩政相国岡新村 を主体 としておこなわれた｡ 1660年

前後､ この地域 で新 田開発が さかんにおこなわれたのであるが､そのなかで藩の新田開発

-の意向 と直接的支援 を背景 に新開各村 は古村 の用水権 に割 り込 み､藩政村 間の用水権 の

調整 とい うかた ちであ らたな水利秩序を形成 してい ったのである｡

水利秩序が藩政村 を重要 な単位 として形成 されていたか ら､水争 いにおいて も､藩政相

聞､あ るいは藩政村連合問の争 いとなることが多か った｡ けれ ども､水争 い とい う場面で

は､藩権力 はこれに積極的にかかわろ うとは しなか った｡水争 いが訴訟 に もちこまれ ると､

ふつ う､裁許ではな く､内済 による解決が 目指 された｡藩権力 は､内済 の早期実現 を命 じ

たが､その内容 について具体的な判断を くだす ことはなか った｡内済では､代官所の役人

や大庄屋 を介 して当事者間での協議がな され､そ こでは旧慣 が重視 され､古証文がその重

要 な証拠 とされた｡それぞれの村 は､いっ訴訟 になろ うと､ 百村の用水権 の存在 を主張で

きるよ う準備 しておかなければな らなか った｡なかで も､藩権力 によって用水権 の承認が

な された文書 は､ 百村 の用水権 の正当性 を しめす強力な証拠 とされた ｡ もちろん､周水権

を実際 に行使 してい くためには､ これに加えて､実力で用水権 の侵害 を くい とめてい く必

要 があ った｡

対外的な用水確保が､藩政相国岡新村 としてお こなわれたため､用水管理組織 のメンバ

ー シップ も､藩政村国岡新村 の メンバー シップと結 びっいたかたちで存在 していた とかん

がえ られ る｡溜池や水路 な どの用水施設 とそれを とお して得 られ る用水 は､国囲新村 とし

て､共同所有 ･共同利用 ･共同管理 され､国岡新村 のメンバー とな ることによって､ これ

に参加す ることがで きたのであ る｡

このよ うに､国岡新村 の場合､ 17世紀 に新開村 として開発 され､用水 の獲得 をめ ぐる

争 いが激 しい地域 にあ った ことか ら､外部政治権力の関与や利用 な しには､水利秩序 の形

成 や変更､ 日常 の維持運営が困難であ った といえる｡

こうして形成 された用水管理秩序 は､近代以降の用水管理 のあ り方を濃厚 に規定 してい

くことになる｡近代以降 の展開 については､次章で述べることにす る｡

1) 永 田 は､旧池 の水利団体 の事例 と して野寺 を､新池 の事例 として手中池 を と りあ げ ､

詳細 な分析 をお こな ってい る｡

2) 開発 人の人名 につ いて は諸説があ るが ､ ここで は寛延 3年 (1750) 3月 『明 細

帳』 (国囲土地 改良 区所蔵文書)の記述 に したが った ｡

3) 寛延 3年 (1750) 3月 『明細 帳』 ､国同士地改良 区所蔵文書｡

4) 寛文 12年 (1672) 6月 ｢大 溝分 水契約書 ｣､国同士地改良区所蔵文 書 ｡

5) 国岡土 地改良区役員か らの ききと りに よ る ｡

6) 寛文 11年 (1671) 6月 ｢入 ヶ池 上水立合証文｣ ､回田土地改良 区所蔵文書｡

7) 昭和 4年 (1929) 10月 ｢陳情書 ｣ ､国同士地改良 区所蔵文書 ｡

8) 寛文 11年 (1671) 6月 ｢入 ヶ池 分水 契約書｣ ､国安水利委員会 所蔵文書 ｡
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9) 明和 2年 (1765)4月 ｢草谷川川 口水論内済取な し書｣ (国同士地改良区所蔵

文書)より､延宝 8年 (1680)6月 ｢手形之事｣ ｢仕 ル手形之事｣｡

10) 国岡新村 は､中堤 の普請 に反対 し､争論 となった｡なお､ この中堤 をめ ぐって､国

岡新村 と国安村のあいだには近代 に至 るまで､たびたび水争いが繰 り返 された｡

ll) た とえば､文政 7年 (1824)正月 ｢琴池水論訴状｣､国安水利委員会所蔵文書､

な ど｡

12) それではなぜ､藩権力は､水利 にかんす る村々間の契約を､命令ではな く､双方相

談の うえの決定事項の承認 とい うかたちをとったのだろ うか｡ これは次節であつか う

水争 いと密接な関係を もつ問題であろう｡ これは､いったん決めた水利契約がなん ら

かの理 由で くつがえ されよ うとす るとき､それが藩権力の権威の失墜 にむすびっかな

いための予防線ではないだろうか｡契約 の内容についてはあ くまで農民 たちが決めた

ことであ り､かれ らの責任 なのである｡逆 に､農民 の側か らみれば､藩権力による承

認 は､かれ らの用水権の正 当性を証拠立てて くれ る心強い味方である｡

13) 近世 に､幕府や諸藩が領内を支配す るために設けた役人｡郡奉行 と村役人 との中間

にあ り､一般 には百姓身分で裕福な農民か ら選ばれ､世襲す ることが多 く､給米 ある

いは扶持を受 け､名字や帯刀を許 されることもあ った｡数力村か ら数十 力村､あるい

は-郡を支配 し､その管轄区域を組 ･郷 などとい った｡一定 日に会所 に出務す るか､

自宅を役宅 とし､代官や郡方役人か ら伝 え られた布達類 を村役人に伝達 し､管内の訴

訟 の軽 い ものは吟味解決 し､手にあまるものは上 申 し､村役人が領主 に提出す る願書

類 には奥書 を した｡年貢 の村-の賦課や納入､あるいは払米のときには郡方役人 と立

ち会い､普請場所の見分､用水の監理､村入用の監査､あるいは御用金 の調達な どに

姫路藩では本多思政 (元和 3年～寛永 8年)のときに､領内行政 のため､庄屋の上

に大庄屋の制を設 けたのがは じめで､奥平姓松平忠明 (寛永 16年～正保元年)の と

き一時廃止 され､榊原忠次 (慶安 2年一貫文 5年)が これを復活 した｡ そ して､酒井

氏の時代 (寛延 2年～明治 4年)にうけつがれた [『稲美町史』 1982:142
貢]｡

14) 宝暦 13年 (1763)7月 ｢入 ヶ池水論訴状｣､国同士地改良区所蔵文書｡ この

訴状 に名宛人は記載 されていない｡

15) 現在の入 ヶ池の面積 は約22haであるが､仮 にこの数字 で計算 してみると､上水40cm
分 の水 は88,000tであ り､国岡側 はこの半分の44,000tが奪われていると主張 している

ことになる｡ これだけの量 を分水するには､す くな くとも 1昼夜以上 はかか るであろ

う｡あ くまで概算ではあるが､この40cmがいかに大 きな数字であるかを しめ しておき
た い ∩
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1763)8月 ｢入 ヶ池水論内済書｣､国圃土地改良区所蔵文書､宝

63)8月 ｢入 ヶ池水論内済書｣､国安水利委員会所蔵文書｡

1

1
行

7

763)8月 ｢入 ヶ池水論内済 についての口上書｣､国同士地改良

67 4)正月 ｢入 ヶ池水論内済証文｣､国同士地改良 区所蔵文書 ｡

と推測 される｡

65)4月 ｢草谷川川 口水論内済取暖書｣､国岡土地改良区所蔵文

午 (1765)4月 ｢草谷川川 口水論内済取唆書｣､国同士地改良区所蔵文

戸時代 の地方 (じかた)役人｡代官 の下 にあ って､収税その他の雑務を担当 した｡

化 4年 (1807)5月 『川口一件控』､国岡土地改良区所蔵文書｡

火事がお こった ときす ぐにもちだせるようにと､ とくに重要な書類 については､桐

の箱 にまとめ られていたよ うである｡ これ らの書類を守 ることも､村 の代表者 の重要
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な任務であ った ｡

25) 加古新村 と国岡新村の共有の用水施設である大溝の溝凌えは､毎年 2月 と7月に両

方 の村か ら人足を出 してお こなっていた とい う記録があ る (文化 4年 < 1807> 『

川 口一件控』､宝暦 14年 (1764) 4月 『明細帳控』､国岡土地改良区所蔵文書､

参照)｡

26) 寛延 3年 (1750) 3月 ｢明細帳｣､国同士地改良区所蔵文書｡

27) 年不詳 (大正末期) ｢池守職務心得｣ ｢水入役JL､得書｣､匡l岡土地改良区所蔵文書｡

28) したが って､入作者 にたい しては､所有 ･利用 ･管理への参加が完全 には保証 され

ていなか った とかんがえ られる｡用水管理組織のメンバー シップと村の メンバー シッ

プとの関連 の問題 については､第 3章第 4節で検討す る｡
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第 1節 問題 の所在

本章で は､前章で とりあげた国圃新村の用水管理組織 の近代以降の展開過程 を追 うこと

によ り､近世 に藩政村 と強 く結 びっいたかた ちで形成 された共同体型用水管理が､近代以

降の社会変動 のなかで､ どのよ うに継承 され､あ るいは変容 してい くのかを検討す る｡

寛文 2年 (1662)､姫路 藩における新 田開発 の ピー クにあた る時期 に開発 された国

圃新村 は､近代 に入 ってか らもしば らくは匡l岡新村 として存続 していたが､明治 22年

(1889)の町村合併 によ り周辺 9カ村 (北山村､国安村 ､中村 ､森安村 ､六分-村､

岡村､中一色村 ､幸竹新村､和 田新村) と合併 し､天満村 とな った｡その結 果､国岡新村

は天満村の一部 とな り､行政組織ではな くな った｡天満村 は､昭和 30年 (1955)に

母里村 ､加古村 と合併 して稲美 町 とな り､現在 に至 っている｡

けれ ども､用水管理 について は､旧近世村 国岡新村 を継承す る部落を末端用水管理組織

として展開 されてい った｡近代以降の用水管理組織 は､国圃新村 (明治初期～大正 13年

<1924>)､国岡水利組合 (大正 13年～昭和 16年<1941>)､国岡部落会水

利部 (昭和 16年～昭和32年 <1957>)､国同士地改良区 (昭和 32年～現在) と

推移 して きた｡ これ らはいずれ も国岡の村落社会 と深 く結 びっいた､部落構成員中心 の秩

序 を有す る組織 であ り､その意味で継続性 をた もっ ものであ った｡そ して､ これ らの用水

管理組織 の運営 は､近世 に形成 された用水管理秩序 による規定 を濃厚 に受 けなが ら展開 さ

れて きたのであ る｡

こうした近世 的枠組 をた もちなが らも､国岡の用水管理組織 は､その夕日別には広域用水

管理組織 とのあいだにあ らたな水利秩序 を きず き､内側では機能集団 としての組織 的整備

を進 めつつ､その組織原理 を変化 させてい った｡以下では､匡l岡土地改良 区所蔵 の水利関

係史料 とききと り調査 を もとに､用水権 と用水施設 ､組織機構､成員資格 とい う3つの観

点か ら､近代以降の国岡の用水管理組織 における近世的用水管理秩序 の継承 と変容 の問題

について､具体 的に検討 してい きたい｡

第 2節 用水権 と用水施設

1 近世 的秩序 の継承

用水権 と用水施設 は､用水管理組織 のあ り方 を規定す る枠組 とな るもので ある｡そ こで､

まず はこれ らの問題か ら検討 をは じめることに したい｡

近代 に入 ると､国岡新村開発 の過程で獲得 され､整備 された用水権 および用水施設 は､

町村合併 によ ってあ らたに設定 された行政村天満村ではな く､その一部 をなす旧近世村国

囲新村 によ って継承 された｡近世 に国岡新村 が周辺村落 とのあいだ に形成 した水利秩序 は､

近代以降 も厳密 に継承 され､今 日で もその存在 を確認す ることがで きる｡溜池や水路 な ど

の土木建造物 も､近世 の開発 の過程で整備 された ものが繰 り返 し改修 されつつ利用 されて

いることが多い｡

図 1､図 2は国岡新村 の開発 が一段落 した近世中期以降の導水経路 と1992年現在 の

国岡土地改良区の導水経路 の略 図である｡一見 して明 らかなよ うに､近世中期 に整備 され
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図 l 国岡新村導水経路略図 (近世中期)

加古新村

加古大池

北山村､中村､国安村､

国岡新村､四ヶ村用水権共有

琴池 - 国安村､国岡新村
二ヶ村用水権共有

図 2 国岡土地改良区導水経路略図 (現在)

JII口頭首ロ (大帝ノ堰)

平成 4年 (1992)現在の国岡土地改良区所有溜地面絹は､下棒池20,946m一､上梓池32.183m'､山城池26,323rn'､

愛宕 池14,876m･､千波池89,236m'､城 ノ池31,331m'､琴 他119.560m'(持分､国岡4/10､琴池6/10)､新地

24.775ml(持分､国岡5/10,琴池5/10)であるb
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た導水経路 は､今 日で もほぼそのまま利用 されている｡そ してそこに､近代以降のあ らた

な水源の開発 に対応 して築造 された用水施設が加わ っている｡近世に周辺村 とのあいだに

秩序が形成 され ることはなか ったのである｡そこで､本項ではまず､近代以降､近世の国

岡新村開発の過程で整備 された用水権 と用水施設がどのようなかたちで存在 して きたのか

を検討 し､つづ く次項で､ これ らの近世的秩序を維持 しつつ､あらたにどのよ うな展開が

あ ったのかをみてい くことに したい｡

(1)用水権 ･用水施設の継承 と用水慣行

近世相国岡新村 は､新田開発 にともない周辺村 とのあいだに数々の契約を結んで用水権

を獲得 し､複雑 な港概水系を形成 して きた｡国岡新村の開発 にあた っては､ まず溜池の整

備がお こなわれた｡それ らは､千把池 ･新池 a (明治初期 に棒池 と改称) .城之池 ･山城

池 ･琴池 ･新池 bの 6つである｡ この うち琴池 と新池 bは隣村国安村 との立合池 (用水権

を共有す る池)であ り､琴池 の中堤 より東側 は国岡の､西側 は国安の流水 とされ､新池 b

の水 は琴池 に流 して分水 された (享保 6年<1721>契約) ｡

国岡は集水 に不利な自然条件 にあるため､天水だけでは水不足 となる｡そ こで､ほぼ同

時期 に開発 された加古新村 とともに､延宝 8年 (1680)､草谷川か らの分水を計画 し､

旧来か ら草谷川 を利用 して きた 8つの村の承諾を得て､非濯概期間に限 って草谷川 より取

水す ることとな った｡ こうして､川口頭首口か ら入 ヶ池 まで水路延長約 5キ ロメー トルに

およぶ大溝が掘 られた｡ さらに､宝永 7年 (1710)には､大溝用水補強 の目的で､川

口頭首 口より数百 メー トル上流 の河原田井か らの取水を広谷村 との間に契約 し､その水を

大溝 に落 とすよ うにな った｡大溝用水は､ ｢池 ノ内｣で､加古新村 と国岡新村 との間で 7

分 3分 に分水 され (寛文 12年 < 1672>契約)､国岡新村の水はいったん､北山村の

入 ヶ池 に貯水 され る｡そ して､入 ヶ池の貯水の うち､ ｢分切石 (ぶん ぎりい し)｣ より上

の水 を大溝か らの流水 ととらえ､これを北山村 とのあいだで 5分 5分 に分水 した (寛文 1

1年<1671>契約) 1) ｡

外部政治権力 (藩)や周辺村落による社会的承認を経て獲得 された国岡新村の用水権 は､

国岡水利組合､国岡部落会水利部を経て､今 日では国同士地改良区が継承 している｡周辺

村 とのあいだに取 り交わ された分水契約書な どの古証文 は､国同士地改良区の所持す る用

水権 を証明す る最重要書類 として厳重に保管 されている2) ｡ もちろん､用水権 と不可分

の関係 を もつ用水施設- 溜池だけでな く､それに付随す る樋や分石､用水路など- も､

あわせて継承 されている｡溜池や水路などの土木建造物 は､水の利用条件を規定す る枠組

の実体 として存在 し続 けているのである｡土木技術の進歩 とともに､ これ らの用水施設 は

順次改修 されたのであるが､近代的技術 は､近世に形成 された水利秩序をよ り厳密 に実施

す ることを可能 に し､む しろ旧秩序の固定化 に貢献 した｡た とえば､近世以来の旧慣 にの

っとり､毎年 7月に国同士地改良区 と入 ヶ池郷土地改良区 とのあいだで水分 けがおこなわ

れ る入 ヶ池では､昭和 52年 (1977)か ら56年 (1981)にかけてお こなわれた

大改修工事 (大規模老朽 ため池整備事業)により､分水 のための用水施設 も､従来の石張

りか ら鉄筋 コンク リー トに改修 され､規定 された方法 に したが って､より正確 に分水がお

こなわれるようにな っている｡
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近世 に村落間で はた されて きた用水慣行 は､それぞれの用水権 の継承者 によって､近代

には水利組合や部落のあいだの､ さらに現在 では土地改良区や水利委員会 のあいだの慣行

と して存続 している｡表 1に しめ したよ うに､近世 に国岡新村が周辺村落 とのあいだにお

こな って きた慣行 は､現在 も､ ときにかたちをかえなが ら継承 されているのである｡

表 1 対外的用水慣行の継承

えて､中堤 の東西 に分水す る○中堤 の東側 は国

岡の､西側 は国安 の流水 とす る○新池 の水 は､

琴池 に流 して分水す る｡ (享保 6年〈1721〉契約)

地改良区役員 が新池か ら琴池 に通 じる導水路 の

溝凌 えをお こない､新池 の水 を琴池 に流す○ 水
は琴池 に入 ると水分石 によって琴池内の堤 防の

東西 に分れ る○

草谷川大溝の 近l神 草谷村 な ど8カ村加古新村 虐 概期であ る旧暦 4月か ら7月のあいだは古

堰 釆か ら草谷川 を利用 して きた 8カ村が､非潅 漑

期である旧暦 7月か ら翌年 4月 までのあいだは

加古新村 と匡l岡新村が､草谷川 よ り取水す るo (

延宝 8年〈1680〉契約)

覗荏 草谷川土地改良区 9月 1日に加古土地改良 区の水入れが堰板 を

な ど 入れ､草谷川 を堰 き止めて大溝へ取水 し､5月

加古土地改良区1 1日には堰板 をはずす ○

堰 のつ くりは､かつては杭 を打 ち土嚢 を積 ん

でいたが､戦後 しば らくして油圧式 の堰 とな り､

現在では (1980年前後か ら)堰板 を入 れ るよ う

にな っているD

して､加古新村 と国岡新村 は広谷村 に銀150匁を

毎年 11月 1日に持参す る.(宝永 7年〈1710〉契約)

覗荏 広谷土地改良区 12月 7日にお こなわれ る広谷町の加納院行事

に､国同士地改良区か ら ｢お供 え｣ として 3万

円を もって参加す る0 2月 4日の行事 の さいに

は､加納院か ら厄払 いのお札 を もった女性 の山

伏が訪れ､国岡土地改良区の役員が家 々をまわ

つてお供えを集 める○

河原田井 の水 は､1980年頃か ら枯れて しまい､
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なっている○

国岡-7 :3に分水D共有水路の補修費や維持

管理のための労働力 も同様に 7 :3の割合で負

担○ (寛文12年〈1672〉契約)

覗荏 加古土地改良区 大溝用水を加古地内の ｢池 ノ内｣にて加古 :

国図-7 :3の割合で分水o加古土地改良区 と

の共有水路の補修費 は､加古土地改良区が一括

して取 り替え､のちにその 3割 を国岡土地改良

区が負担す る○ この ｢加古分担金｣ は､5月末

日に支払われ る○ また､8月 には､加古土地改

良区 と合同で､大溝水路巡回調査がおこなわれ

るo

入 ケ池 近世 北山村 入 ケ池の貯水 の うち､ ｢分切石 (ぶん ぎりい

し)｣より上の水を大溝か らの流水 ととらえ､こ

れを北山村 とのあいだで 5分 5分 に分水す る○

(寛文11年〈1671〉契約)

区 余水吐の締切 り板 (60cm)の分を大溝用水か ら

の流水 ととらえ､ 7月下旬 に入 ケ池郷側､国岡

側の余水吐の締切 り板を同時 にあげて分水す るO

水分ののち､秋分の日までは入 ケ池郷土地改良

区が 自由に水 を使用す るが､秋分 の日が くると

ふたたび貯水 のため余水吐を閉鎖す る○

かつては水分式 のあと､国両側が入 ケ池郷側

を匡l岡にまねいて会食をお こない､入 ケ池郷 の

水入人足に金 1封をお くる慣行があったoけれ

ども､1982､3年境か らこの慣行 は簡略化 され､

現在では､国岡側が接待 に見合 う金額 を入 ケ池

(2)用水管理組織間における水利秩序の継承 と水争い

以上 のよ うに､近世村落の もっていた用水権 は､いったんば らば らに解体 されたのでは

な く､それぞれ に継承 されてい ったため､近代以降の水争 いは､用水権 の継承者 のあいだ

での争 い となった｡国岡周辺では､旧近世村 を継承す る部落がそのまま用水権 も継承 し､

末端用水管理組織 としての機能 をはた しっづけた場合がほとん どであ ったので､水争 いの

当事者 は実質上近世 と変わるところはなか った し､その原因 もほぼ同 じものであ った｡ さ

らに､近世 の大庄屋や近隣村落の村役人 らにかわ って､行政村の村長や警察署長､近隣村
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落の識者 ･有力者 らが仲裁 に入 り､和解 によ る解決 の道 を模索す るところ も､古証文 を根

拠 に用水権 の正 当性 を主張す る ところ も､近世 の水争 い と同様 であ った ｡

国岡で は､昭和初期 にいた るまで､周辺 の用水管理組織 とのあいだに激 しい水争 いが く

りかえ されて きた｡ と くに大正末期か ら昭和初期 にか けて は早魅の年 が続 いたため､水争

いが激化 した もの とかんが え られ る｡入 ヶ池 については､昭和 3年か ら5年 (1928-

30) にか けて､北山村 (北 山水利) との水争 いの記録 があ る3) ｡琴池 で も､大正期 に

国安村 (国安水利) とのあいだで盗水事件 や中堤 防の高 さをめ ぐる争 いが くりかえ された

よ うで あ る4) ｡ そ して､ もっとも激 しい水争 いは､大正 13年 (1924)末か ら加古

新村 と国岡村 (国岡水利組合) がお こな った河原 田井水路改修工事 を発端 に､草谷川 よ り

取水す る八 ヶ郷 とのあいだにお こった ｢広谷川 (草谷川)水利事件｣であろ う5) [『稲

美町史』 1982 :483- 485貢]｡ この水争 いは､現場 で双方が激 しく衝突 し､

警戒 にあた る警官 も､加 古川 ･明石両警察署 だ けで は対応 で きず全県下 か ら応援 をあお ぐ

ほ どで､新聞紙上 を も賑 わ した 6) ｡大正 14年 (1925) 7月 には法廷 に もち こまれ

たが､なかなか解決 にいた らず ､昭和 10年 (1935)の和解成立 まで､ じっ に 11年

の歳月 を要 した ｡

このよ うに､大正末期 か ら昭和初期 にか けて､水争 いはほ とん ど年中行事 のよ うにな っ

てお り､数多 くの記録 が残 されているのであ るが､なかで もそのよ うす をよ くったえてい

るのは､昭和 4年 (1929)の入 ヶ池 をめ ぐる水争 いにつ いて､当時国岡水利組合 の水

利委員長 をっ とめていた F ･T氏が ｢処世上後 日の参考 に供 す る為｣ に と書 き残 した ｢陳

情書 ｣であ る7) ｡昭和初期 における水争 いの一例 と して､以下 にその内容 を紹介 してお

きたい｡

北山村 の入 ヶ池で は､秋分 の 日以降 は貯水 のため樋門を密 閉 し､ 7月下旬 に北 Ll｣側 ･国

園側 の水利委員代表者 の立 ちあいの うえ､南北 の両分水所 の土俵 を合図 によ り同時 に切 り

放 ち､分切石 よ り上 の貯水 を双方へ 5分 5分 に分水す るのが慣行 であ った｡ ところが田植

を 目前 にひかえた 6月 6日夕方 ､北山側 は自村 の溜池 に送水 す るため入 ヶ池 の樋門 を抜 き､

減水 を企てた｡ これにた い して国岡側 は､上水 (分切石 よ り上 の貯水) の分水 に さきだ っ

て無断 で樋門 を開放す るのは慣行違反 であ る と北 山側 に数回異論 を申 し立 て たが､北山側

は これ にお うじなか った｡ そ こで､行政村長 である天満村長 (国岡村 も北 山村 も近代行政

村天満村 の一部 であ る) に交渉 を依頼 した ところ､北 山側 は､ 6月 11日午後 7時 ごろに

な って樋門 を閉 じた｡ およそ 5昼夜 のあいだ に､入 ヶ池 の貯水 は約 7寸 も減 少 し､国岡側

は大量 の用水 を奪 われ る結 果 とな った ｡

さらに､その 10日後､ 6月 22日の朝 ､北山側 はふたたび大樋 を抜 き､ 百村 の溜池 に

送水 をは じめた｡国岡側 は､天満村長 に異議 の交渉 を依頼 し､村長 は､ 23日午前 1時頃､

真夜中 に もかかわ らず､北山水利委員長宅 を訪問 し交渉 した結果､北 山側 は 23日夕方 に

な って大樋 を閉 じた｡ この間 に入 ヶ池 の水 はおよそ 1尺減少 した｡国岡側 で は､ このよ う

な慣行無視 の行為 を今後 しないよ う北山側 に戒告 して は しい と加古川警察署長 と天満村長

とに願 い出 た ところ､村長 と署長 はこれを了承 し､警察署 に北山総代他 5､ 6名の代表者

を召喚 して注意 を与 えた｡

その後 ､国園側 は北 山側 に､例年通 り分水 をお こな うよ う数回にわた って 申 し込んだが､

北山側 は これを受 け入 れず､7月下旬 の分水式 をお こな うことがで きなか った｡ そのため､
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国岡の用水 はきわめて少ない ものとなり､また､ この夏 は未曾有の大早魅であったため､

国岡では ｢全村 の稲田殆 ど枯れ死せむ謀 りの惨害｣をこうむ ることにな った ｡

そこで､国岡側 は､水利上の旧慣を厳守す ることを北山側 と協定す るため､ 9月以来､

つ ぎのような協定事項 を申 し出た｡①秋分の 日に入 ヶ池の樋門を密閉 し､翌年 7月末 日分

水式終了迄 は底樋 を抜かないとい う慣行を厳守す るため､相互 に契約書を取 り替えること｡

②秋分の日以降､雑魚取 りのため､入 ヶ池の貯水を捨てない こと｡雑魚取 りは分水式後､

自然干落を待 って秋分の 日前 に終了すること｡ これについて も契約書をつ くること｡③入

ヶ池堤防は漏水がひどいので､ コンク リ- ト工事を施す こと｡ この工事費 の半額 は国岡が

負担 し､工事を国岡に委託す ること｡

｢嘆願書｣は､以上の協定を実現できるよ う､兵庫県知事 ･河港課長 ･耕地整理課長 ･

農務課長､加古川警察署長､天満村長 にたい して､その斡旋 を陳情 した ものである｡

｢嘆願書｣の内容をみるか ぎり､昭和初期 にいた って も､水争いの性格 は､実質的には

近世のそれ とほとん どかわ りなか ったようにみ うけられ る｡ この水争 いは､それぞれ旧近

世村の用水権を継承 した国囲水利組合 と北山水利のあいだの争いであるが､ ｢嘆願書 ｣や

｢日誌｣の記述 をみるか ぎり､国岡村 と国岡水利組合､北山村 と北山水利の区別 はほとん

どなされてお らず､その意味で､水争いの主体 は実質的には近世 と変わ らなか ったのであ

る｡ また､水争 いの解決方法 について も､天満村長を とお して相手方 と交渉 をおこない､

天満村長 と警察署長 とに相手方への戒告を願 い出､天満村長や警察署長､ さらには県知事

にまで､水利協定の斡旋を陳情す るなど､近世 における水争 い-の対応の仕方 と通 じる部

分が多 く見出 される｡それは､ ｢権威ある仲裁者｣の力を借 りることによ り､みずか らの

正当性をた もちつつ､みずか らの用水権がよ り確かな もの となるよ うに､水争いを解決 し

ていこうとす る姿勢である｡係争当事者か らの依頼によ り､昼夜を問わず双方のあいだを

行 き来 して水争 いの調停をおこな う行政村長 のすがたには､近世の大庄屋 を重ね ることが

で きる｡ また､ ｢~何卒御明察の上､右協定を実現せ しむる様､御斡旋下 さらむ こと伏せて

懇願す る次第 に候｣ とい う ｢嘆願書｣の文面 は､近世の水争 いの さいの訴状 と極似 してお

り､水争 いの解決のため ｢お上の取扱い｣を求めた ものであ るといえよ う｡

以上､用水権 と用水施設の観点か ら､近世的水利秩序が近代以降 どのよ うなかたちで存

在 して きたのかを検討 した｡近世 に外部政治権力や周辺村落 との関係のなかで形成 された

旧近世村を基礎単位 とす る用水管理組織間の水利秩序 は､近代以降 も強固に維持 されて き

た｡ この ことが､用水管理組織 の組織機構のあ り方や成員資格のあ り方を規定す る大 きな

要因 とな っているのである｡

2 あ らたな用水の獲得

つ ぎに､近代以降のあ らたな展開についてみることに しよ う｡前述 したよ うに､近代以

降の水利秩序 は､けっして旧秩序をすべて破壊 した うえに形成 された ものではな く､あ く

まで旧秩序を継承 しつつ､そ こにあらたな ものを付け加えることによって形成 された もの

である｡

まず､対外的な変化か ら述べ ることにする｡明治期におけるこの地域一帯 の最大の変化

は､淡山疎水が開通 した ことである且) ｡淡LJ｣疎水への加盟 により､国岡新村の水利 は､

より広域の濯概水系のなかに位置づけられることにな った｡淡山疎水 は､当時､慢性的水
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不足状態 にあ った加古台地の水利状況を好転 させるため計画 された もので､明治 24年

(1891)に淡河川 (おおごがわ)疎水が､大正 4年 (1915)に山田川疎水が開通

した｡ この疎水事業の主体 とな った印南新村 はか二〇 カ村水利土功会 (明治 19年 3月設

立) には､国岡新村を含む加古台地周辺の 2 1ヵ村が加盟 した｡水利土功会 は､明治 23

年 (1890)6月に制定 された水利組合条例 にもとづ き改組 され､同年 11月に加古郡

母里村外四力村普通水利組合 とな った｡ この水利組合 は､疎水事業をお こな うための組合

であ り､淡河川 ･山田川の水 を､組合に加盟 しているそれぞれの末端用水管理組織の溜池

の入 り口まで送 るのがその役 目であった｡溜池の維持管理や農地への配水 は､その溜池を

所有す る用水管理組織がそれぞれおこなった｡そこで､母里村外四力村普通水利組合-の

加盟 は､形式上 は個人が単位であったが､実質的には末端用水管理組織でまとまってなさ

れた｡国岡新村で も村 ぐるみで この水利組合に加盟 した｡末端用水管理組織 がよ り広 い受

益地を もつ幹線用水管理組織 に加盟す るとい うことは､個人の側か らみれば同 じ農地 につ

いて二重 に上下 の組織 に加入す ることになった｡国岡新村 に疎水を供給す る支線用水路

(天満支線)は､明治 24年 (1891)に整備 されている｡

記録 によると､明治 23年 (1890) 11月の普通水利組合設立当時の国圃新村の雲

水反別 9) は約 64町歩であ った [淡河川山田川土地改良区 1990:185貢]｡当

時､国岡新村の水不足は深刻で､ もっと多 くの疎水を必要 と していたが､経済的な理由か

らかなわなか った とい う話であるO淡山疎水 の開通 によ り､国岡の水利事情 は著 しく好転

した｡疎水開通以前 は､米 ･麦 のはか､綿 ･たばこ等の畑作物が多 く生産 されていたが､

疎水開通後 は水 田が増加 し､米作が中心 とな った 10) ｡

加古郡母里村外四力村普通水利組合は､明治 41年 (1908)3月には兵庫県淡河川

山田川普通水利組合に､昭和 27年 (1952)3月には兵庫県淡河川山田川土地改良区

に改組 され､現在 に至 っている｡

さて､近年では､ さらに広 い地域を対象 とす る水利事業が展開 されている｡それは､神

戸市､明石市､三木市､加古川市､美嚢郡吉川町､加古郡稲美町の 4市 2町が関係す る東

播用水農業水利事業である｡ この事業 は､上記 6つの市町の既耕地へ水 の補給をお こな う

とともに､新たに大区画農地を造成 し､ この農地 に必要 となる濯概用水 も併せて確保す る

ことを目的 とす る国営東播用水土地改良事業 と､周辺 13市町の水道水供給 の安定化 を図

ることを目的 とす る兵庫県水道用水供給事業 の 2つか らなっている｡ このための水源施設

として､加古川水系の支川 に 3つのダムとダムを結ぶ導水路が建設 された｡ この事業 は平

成 5年 (1993)3月に完工 してお り､受益地域の農地､および水道用水 の原水供給地

点 に用水を供給 している｡稲美町周辺地域へ は､淡山土地改良区の管理す る用水施設をと

お して供給 され る 11) ｡

つ ぎに､国岡内部での水源 と用水施設の変化 について簡単 に触れてお くことにす る｡明

治期か ら大正期 にかけて､国岡では3つの溜池があ らたに築造 されたが､高度経済成長 を

経た昭和 50年代 にな って､ この うち2つが廃止 された｡明治初期 には､貯水用の溜池 と

して権 ノ池が築造 された｡ この池 は､国岡 と琴池 (国安)のあいだで 5分 5分 の所有 とさ

れた｡ さらに､淡山疎水の整備 にともない､明治 33年 (1900)には貯水用の溜池 と

して美谷池 (用水権共有 :国岡 7分､琴池 3分)が､大正 4年 (1915)には､農地配

水用の溜池 として愛宕池が築造 された｡ これ らの溜池 は､国岡の水利事情 の改善 に大 きく
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貢献 したが､高度経済成長 を経 た昭和 51年 (1976)､美谷池 は県立養護学校建設用

地 として､昭和 59年 (1984)､権 ノ池 は稲美町 スポー ツセ ンター建設用地 として､

それぞれ売却 された｡

昭和 49年 (1974)､昭和 53年 (1978)には新 たな水源 と して､ さく井 (さ

くせん)が設置 された｡ さく井 とは､溜池 の水が渇水 にな った とき補助 的に水 を揚 げるた

めの深 い井戸で ある｡ さく井 は､山城池 に 1ヶ所､千波池 に 2ヶ所設置 されている｡ また､

平成元年 (1989)4月 には､県営圃場整備事業 によ り､国岡土地改良区の全港概面積

76町の うち市街化調整 区域 とされている 27町 (35.5%)でパ イプライ ンによる農

地配水がお こなわれ るよ うにな った｡パ イプ ラインが導入 された区域で は､用水利用 にた

いす る規制 はほ とん どな くな り､水道 の蛇 口のよ うに､好 きな ときに好 きなだけ水 を使 う

ことがで きるので､利用者 のあいだでは大変便利 にな った と好評である｡

3 小括

以上､用水権 と用水施設 に注 目 して､近世 に形成 された水利秩序 の継承 と変容 について

検討 した｡近世 に外部政治権力や周辺村落 との関係のなかで形成 された旧近世村 を基礎単

位 とす る水利秩序 は､近代以降 も強固に維持 されてい った｡近世相国岡新村 の用水権 と用

水施設 は､町村 合併 によって新 しく設定 された行政村天満村 ではな く､旧近世村国岡新村

によ って継承 された｡国岡周辺 の村落で も､旧近世村 の用水権や用水施設 はば らば らに解

体 され ることはな く､多 くの場合､旧近世村 を継承す る部落 によって継承 されてい った ｡

溜池や水路 な どの土木建造物 は､水の利用条件 を規定す る枠組 の実体 として存在 し続 けた｡

国岡新村 は､明治期 に周辺村落 とともに広域用水管理組織 に加盟 し､新 た な水源である

淡山疎水 の利用 を開始 したけれ ども､それ は疎水 にかんす るあ らたな秩序 を付 け加えたに

す ぎず､ これによって近世 に周辺村落 との間 に形成 された水利秩序が犯 され ることはなか

った｡近年展開 された東播用水農業水利事業 も､同様 に､近世以来の村落間 の水利秩序 に

変更 をせ まるものではない｡近代以降の技術的 ･社会的な変動のなかで も､近世 に旧近世

村 を基礎単位 と して形成 された水利秩序は強 固に維持 され続 け､ これを残 しなが らよ り広

い地域 を含み こむ新秩序が形成 されてい ったのである｡

第 3節 組織機構 の変遷

1 組織機構 の時期区分

本節 では､国岡における近代以降の用水管理組織機構 の変遷 について述 べ る｡前述 した

よ うに､近代以降の国岡の水利 は､① 匡l囲新村 (明治初期～大正 13年)､② 国岡水利組

合 (大正 13年～昭和 16年)､③国岡部落会水利部 (昭和 16年～32年)､④ 国岡土

地改良区 (昭和 32年～現在) と､それをにな う組織が推移 して きた｡用水管理組織 と村

落機構 との関連 とい う観点か らみると､ この うちとくに注 目すべ き重要 な転換点 とな るの

は､大正 13年 (1924)の国岡水利組合 の誕生 と昭和 32年 (1957)の匡l岡土地

改良区への改組 である｡国岡水利組合の誕生 によって､意思決定 および会計運営 について

は村落機構 か らの分離がな され､用水管理組織 と村落機構 との組織的分離 は大 きく進 んだ｡

そ して､国同士地改良区-の改組を もって､両者 の分離 は完了 した｡
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以下では､国岡の用水管理組織 について､それぞれの時期 ごとに､その組織機構の特徴

を検討 してい く｡なお､表 2は国岡の用水管理組織機構の変遷 について､表 3は国岡の用

水管理組織の ｢長｣の変遷 について整理 した ものである｡適時､参照 されたい｡

2 国岡新村 (国岡村 12) ) による用水管理 (近代初頭～大正 13年)

近世 においては､用水の維持管理 は村役人を中心 とす る村落機構 によって担われてお り､

用水管理を目的 とす る独立 した組織 は存在 していなか った｡近代 に入 って もしば らくのあ

いだは､用水管理 は､近世 と同様 に､村政の一部 として扱われていた .

まず､ この時期における用水管理の担 い手 か らみてい くことに しよ う｡明治期か ら大正

期 にかけて､国岡新村の長 として村落の一般行政および用水管理 の中心 とな ったのは､

｢国岡総代｣であ った｡用水管理 にかんす る書類への署名は､ ｢国岡総代｣ とい う肩書の

もとになされている 13) ｡用水管理 にかんす る一切 は村政の一部 として､国岡総代の名の

もとに処理 されていたのである｡

国岡総代をつ とめたのは､江戸時代 に代々庄屋をっ とめた F家の系譜を引 く人物であ っ

た｡明治初期か ら中期 にかけて国岡総代をっ とめた F ･Ko氏 とF ･S氏 は､いずれ もF

本家 の 6代 目と7代 目であ り､つづいて国岡総代 となった F ･Ka氏 は､ F家か らの分家

の 2代 目で､本家へ養子 に行 ったF ･S氏の実弟であ った｡ F家 は､村の開発者の子孫で

あ り､江戸時代か ら庄屋の家 として村内で高 い地位を占めていた｡近代 に入 って も､元庄

屋家であるF家 は､村政 について絶対的な権力を保 ち続 けたのである｡

しか しその一方で､明治末期 にはすでに､用水管理 を専門 とす る役員があ らたに置かれ

るよ うにな っていたよ うである｡会計関係の史料か ら､明治 40年以降 については ｢水利

委員｣ (10名)の存在 を確認す ることがで きる14) ｡

村内の用水管理 の要員 として は､池守 (いけもり) と水入 (みずいれ)が近世 よ り置か

れていた｡池守 とは文字 どお り池の管理者であ り､水人 とは､溜池か ら各農家の田畑 まで

水を引 く人の ことである｡

聞 き取 りによると､池守 の職 は､池 に最 も近 い家が代々つ とめたそ うであ る｡ただ し､

池守 の職 は､け っして権威をともな うものではなか った とい うことである｡池守の給料 は､

近世以来､村か ら米で払われてお り､会計書類 には､毎年､ ｢池守給米代｣の記述 をみる

ことがで きる｡

水人 の職 は､旧来､経営規模の小 さい､比較的貧 しい農家がつ とめた といわれている｡

兼業収入 の道が ほとん どなか った時代 には､水入 となることを希望す る人が非常 に多 く､

くじ引 きで決 めた とい うことである｡水人の給料 は､近世 には､村か ら米で支払われてい

たが､近代以降 は､水入 自身が､自分の担当区域の農家か ら米を集めてまわ った｡水入給

は､その農地 の耕作者が米で支払 うことにな っていた 15) ｡

つづいて､会計運営 についてみてい くことに しよう｡ この時期の会計 は､村の協議費 と

水利費の用途 を とくに区別す ることな く､いわば ｢ひとつの財布｣で運営 されていた 16) ｡

協議費 は家 ごとの等級 に したが って戸別割で､水利費 は所有反別割でそれぞれ眠課 されて

いた｡つま り､小作人の耕す耕地の水利費 も､土地所有者である地主が負担 したのである｡

協議費 と水利費 は､ 『水利費協議費徴収簿』により一括 して管理 された｡

以上､明治初頭か ら大正 13年 (1924)のあいだの国岡新村 (国岡村)の用水管理
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表 2 国岡の用水管理組織機構 の変遷

時 期 用 水 管埋組 絞 名 村落機構との関連 用水管 理組 織 の長 水利役員 池守 水入(配水係)意思決定機関 会計 給金 権威 性格

① 明治初期～大正13年 国岡新村､.国岡村(大正9-) 未 分 椎 未争離 一括 大1′ト 家格型地主実業家型地主 在村地主自作農 池に近い寡昭和55年 貧農希望者

② 大正13年 天満村匡l岡水 分 離 分離

la ～昭和16年 利組合 (協議会と水利会) 多数1高齢者

②lb 昭和16年～昭和32年 天満相国岡部落合水利部 (協議部と水利部)

③ 昭和32年 国岡土地改良 (自治会 分艶 実務型

匡l岡土地改良区所蔵文書および聞き取 り調査によl)作成O

表 3 国岡 における用水管理組織の長

在住者 在 任 期 間 役 職 名 特 記 事 項

F.Ko慶応 3年～明治 4年 庄 屋 村の開発者の子孫o

明治 4年～明治 5年 里 正 庄屋の系譜を引くF本家六代 目o

明治 5年～明治 7年明治 7年～明治11年 第六小区副戸長 在村地主○

戸長

F.S 不 明 F本家七代 目(F家の分家からの養子)o在村地主○

国 岡 総 代F.Ka明治24年～大正 7年 F家の分家の二代 目O F.S氏の実弟 ○ 在村地主○

不 明 不 明

T.K 大正13年～昭和 3年 国岡水利組合水利委月長 退役軍人O在村地主OBJ岡総代 を兼任○
F.T 昭和 3年～昭和12年 F本家八代 目o後に､天満村村長o在村地主○

S,US.S 昭和12年～昭和15年昭和16年-不 明 酒造会社経営○在村地主o
団岡部落合水利部水利委員長

昭和21年～昭和32年 麹会社経営oS.U氏の弟O町会議月○

昭和32年～昭和37年 国岡土地改良区理事長 在村地主○

Fj.E 昭和38年～昭和48年 国岡区長(8年)｡天満農会総代o町会譲月｡自作農｡

Fr.Y 昭和49年 自作農○

T.T 昭和50年 自作農o

慶応 3年～明治11年については､r稲美町史J261頁､それ以後については､国岡土地改良区所蔵

文書および聞き取 り調査により作成｡



組織機構 について検討 した｡ この時期には､近世 とはぼ同様 に､用水管理 は村政の一部 と

して位置づけ られ､庄屋の系譜 を引 く国圃総代を中心 としてお こなわれのであるが､水利

委員の設置､土地所有 にもとづ く反別水利費 の賦課などの点 に特徴がみ られ る｡

3 天満村国岡水利組合 (大正 13年～昭和 16年)

大正 13年 (1924)､天満村匡L囲水利組合が誕生 した｡ これによって用水管理組織

は､意思決定および会計運営においては､村 の一般行政をにな う ｢~協議郡｣か ら分離 され

るようになった｡水利組合設立の経緯については大変興味のあるところであ るが､史料が

残 されていないため､残念なが ら知 ることがで きない｡

国岡水利組合の組織機構 について知 るための最大の手掛か りは､ ｢国岡水利組合規約｣､

｢池守職務心得｣､ ｢水入役JL､得書｣の 3つの史料である 17) ｡ これ らは､水利組合設立

にあた って起草 された ものとかんがえ られ る｡ もちろん､ これ らは､用水管理をおこな う

うえでの ｢規範｣を しめ した ものであ り､実際の運営が この とお りにお こなわれた とはか

ざらないのであ るが､少な くとも､ この用水管理組織の枠組 を知 ることはで きるであろ う｡

これ らによると､国岡水利組合 は､水利委員長兼総代の もとに､水利委員 10名､池守 6

名､水入役 5名 とい う構成で運営 されていた ことがわかる｡

｢国岡水利組合規約｣は､全 21条か らな っており､受益 区域､役員の選挙方法､その

職務権限などについて定めている｡役員の選挙権 ･被選挙権 については､明治 4 1年 (1

908)3月に加古郡母里村外四力村普通水利組合の改組 により設立 された兵庫県淡河川

山田川普通水利組合の規約 とその内容および記述方法が似ているので､規約 の作成 にあた

っては､ これを参考 に した もの とお もわれる18)｡それではまず､ ｢国岡水利組合規約｣

か ら､水利組合役員の選考方法 と職務権限についてみることに しよう｡

天満相国圃水利組合規約

第壱条 国岡村-区域-従来 ノ区域 二拠ル､

第弐条 本村 ノ建造物 ヲ維持管理 シ､水利上一切ノ事務 ヲ処理 スル為､水利委員 タル役

員 ヲ置手､其選挙方法､職務権限､左之通 り定 ム､

第三条 水利会 ノ組織及選挙

水利委員 ノ定数 ヲ十人 トシ､左ノ員数 ヲ選挙 ス､投票ハ連記 ニ シテ匿名投票 ト

ス､但 シ選挙人 ノ協議 ニ ヨリ投票 ヲ用 ヒズ指名推薦 スル事 アルベ シ､

字高上町水利関係者十九人 三人

字前条 三人

字池の尻条 弐人

字三木屋条 壱人

字裏条 壱人

第四条 選挙権 ヲ有 スル者-､年齢満弐拾五歳以上 ノ男子 ニテ､本村 二於而田地五七歩

以上 ヲ満- ヶ年 己上間断ナク所有 スルモノ､及 ヒ家督相続 二拠 り其財産 ヲ継承 シ

タル者､但 シ､準禁治産者ハ此限 りこ非 ラズ､

(中略)

第六条 水利委貞 ノ任期四年 トス､
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(中略)

第十五条 水利委員職務権限

水利会-水利土木村治上 二関 スル事件 ヲ議定 ス､凡 ソ左 ノ如 し､

一､水利規約 ヲ設定及 ヒ訂正 スル事､

二､水利費及 ヒ村費 ヲ以支弁 スル事､井協定 スル事､

三､歳入 出予算 ヲ定 ムル事､

四､使用料､手数料 ､加入金､組合費及夫役､現品 ノ賦課徴収 二関 スル事､

五 ､積立金額 二関 スル事､

六､歳入出預算 ヲ以定 ムル外 二新 二職務 ノ負担 ヲ決定 スル事､

七､財産及 ヒ築造物 ノ管理方法 ヲ定 ムル事､

八､本村 二係 ル訴願訴訟及和解 二関 スル事､

九､決算報告 二関 スル事､

(後略)

水利委員 は､定数 10名で､字 ごとに人数 を割 り当てて選 出 された｡水利委員選挙 の選

挙権 は､満 25才以上 の男子で､国岡村 に 5畝以上の田地 を満 1年以上間断 な く所有す る

者 に与 え られた｡水利委員 の任期 は4年 とされている｡水利委員 の職務権限 は多岐 にわた

ってお り､ まさに村 の水利土木 にかんす る一切 の ことが らがかれ らの職務 であ った といえ

る｡

水利委員 に選 出 されたのは､村で大地主 と目された家 の人 々であ った｡戦後 の農地改革

によ り大地主が解体 され るまで､国岡では 7つの家が大地主 として力を もっていた とい う

ことであ る19) ｡戦前 には､大土地所有者が用水管理組織 の役員層 を占める ｢地主代表制｣

とい うべ き構成 を とっていたのである｡大正 14年 (1925)の 『水利費反別賦課原簿』

によ り水利委員 の土地所有面積 を大 きい順 にあげてい くと､元庄屋家 の F ･T氏 14町 8

反､水利委員長 の T ･K氏 6町 2反､つづいて 5町 7反 ､ 5町 2反､ 4町 9反､ 4町､ 2

町 6反､ 2町 5反､ 2町 2反､ 2町 2反 とな っている20) ｡

水利組合誕生 当初 は､水利委員長 は国岡総代 を兼任 してお り､水利委員長 となる人物 の

職務権限の範囲 は､水利組合成立以前の国師総代 のそれ と大差 はなか った｡規約 の第 14

条､第 18条 には､水利委員長 の選考方法 と職務権限について､つ ぎのよ うに定 め られて

いる｡

第十四条 水利委員当選確定 シタル トキハ水利委員会 ヲ聞 手､本村公民中､田地壱町五反

歩 己上所有 スル者 ヨリ委員長兼総代壱人 ヲ選挙 スベ し､

水利委員長兼総代-水利委員会 二於而之 レヲ選挙 ス､但 し水利会 二於而総代 ヲ

選任 スル-土地 ヲ-水利 二重ヰ ヲ置 キクルが故ナ リ､

第十八条 水利委員長兼総代-本村 ヲ統括 シ本村 ヲ代表 ス､水利委員長兼総代 ノ担任 スル

事務概 目､左 ノ如 し､

一､水利会 ノ議決 ヲ得ベキ事件 二付､其議案 ヲ発 し及其議決 ヲ執行 スル事､

-､財産及築造物 ヲ管理 スル事､

一 ､証書及公文書類 ヲ保管 スル事 ､
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一､収入支出 ヲ命令 し及会計 ヲ司ル事､

一､水利会 ノ議決ニ ヨリ使用料､手数料､加入金､夫役､現品賦課徴収 スル事､

水利委員長 は､水利委員選挙後の水利委員会において､国岡村 に居住す る人で､田地 を

1町 5反以上所有す る人のなかか ら選挙 によ って選出す ることとされていた｡国岡村を代

表す る国岡総代 は､協議会ではな く水利会で選出 されることとなっていたのである｡その

理由として､規約は､国岡村 は水利 に大 きな比重を置 く土地柄であるか ら､ としている｡

この村 にとって､用水管理事業 は最重要事項だ ったのである｡水利委員長兼総代 は､国岡

村 を統括 し代表す る人物であ り､その職務 は広範囲にわた っている｡

水利組合誕生以前､国岡総代 として国岡の用水管理の中心 となっていたのは､元庄屋の

F家であ った｡前述のように､ F家 は 14町以上 もの土地を所有す る大地主で もあ った｡

そ こで､水利組合誕生以前の用水管理組織の長を､ ｢家格型地主｣ としてその特徴を とら

えることに しよ う｡水利組合誕生後には ｢家格型地主｣の独 占的優位が くずれ､よ り資本

主義的な性格 を もつ ｢実業家型地主｣が登場す ることになる｡

水利組合誕生 当初､水利委員長兼総代を勤 めたT ･K氏 は､村の大地主のひとりとみな

されてはいたが､いわゆる旧家 の出身ではなか った｡かれは､立派な髭をた くわえた元海

軍 の軍人だ った とい うことである｡土地所有面積 についてみて も､前述 したよ うに､ T家

の土地所有面積 は､元庄屋であるF家の半分以下であった｡ こうして､明治初期か らつづ

いた ｢家格型地主｣の独 占的優位は､ T ･K氏の登場 によりくずれ ることになったのであ

る｡

規約 の規定 に もかかわ らず､水利委貞長 と総代 はまもな く分離 した｡つづいて水利委員

長 とな ったのはF ･T氏であ り､総代 となったのはN ･T氏であった｡水利委員長 F ･T

氏 は､元庄屋家であるF本家の 8代 目で､後 に天満村村島 にもな った人物である｡ ｢家格

型地主｣がふたたび用水管理組織 の長 となったのである｡一方､総代 N ･T氏 は､村 に5

町 7反 の耕地を所有す る在村地主であ り､ (水利委員長ではな く)水利委員 を兼任 してい

た｡ ここに､水利委員長 と総代 とによる ｢村役両頭制｣ とい うべ き体制がで きあが った｡

そ して昭和 12年 (1937)には､あさらかに実業家 と しての性格 を備 えた地主が水

利委員長の職 についた｡酒造会社を経営す る在村地主S･U氏である｡以後 ､昭和 3 0年

代 にいた るまで､国岡では､ S家が水利委員長を勤めた｡

水利組合長 と水利委員 は､必要 に応 じて､適時､ ｢水利会｣を開 き､用水 および用水施

設の管理をおこなった｡渇水や水争 いへの対応､村道の改修､祭のことなど､村全体 にと

って重要 な議題 については水利会 と協議会 (協議委員 12名か らなる) との ｢合同会｣が

もたれた｡ ｢水利会同 日誌 2 1) ｣等 によると､昭和 3年 (1928)には､水利会が 19

回､合同会が 1回開かれてお り､空梅雨のため周辺村 との水争 いが激 しか った昭和 4年

(1929)には､水利会が 38回､合同会が 9回開かれている｡水利総会 にあたる会合

は戸主会であ り､ ここで協議部 とあわせて水利部の活動報告や決算の承認がお こなわれて

い た ｡

つ ぎに､ ｢池守職務心得｣ と ｢水入役心得書｣によ り､大正末期頃の池守 と水人 の職務

についてみてみよ う｡

池守 は､水利委員長 の推薦 によって､水利委員が協議の上決定す ることとされていた｡
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人数 は6人 とされ､それぞれ管理を担当す る溜池が定め られていた 22) (ただ し兼任可)0

池守は､水利委員長および水利委員の指揮 の もとにおかれていた (第 3条)｡その職務 は､

① 自分の受 け持 ちの溜池の堤防､樋門に注意 し､破損箇所を発見 した ら直ちに水利委員長

に報告 し応急の修繕を施す こと (第四条)､②用水路 (他村 にある用水路を含む)を見廻

り､水の貯溜にっ とめること (第五条)､③夏の降雨の際には､昼夜を問わず水路 に駆 け

つけ､流水 を集 め､溜池に引水すること (第六条)の 3つであ った｡

水人 は5人で､水利委員長の推薦によ り､水利委員会で協議 し選定 されることにな って

いた (第一条) 23) ｡池守 と同様に､水人 も水利委員長および水利委員の指揮命令下 に置

かれていた (第三条)｡水人 は､田植開始に当た っては池の樋門を保管 し､ これより秋の

彼岸 まで､約 80日間勤務 した (第四条)｡水人 は､自分の受け持 ち区域の田地 に公平 に

配水 し､極力､不公平のないよ うに努めなければな らなか った (第五条)｡

最後 に､会計運営の変化 についてみてみよう｡国岡水利組合の誕生 により､村の協議部

の会計 と水利関連の会計は分離 された｡協議費 (戸別割)は村の協議部の収入に､水利費

(所有反別割) は水利組合の収入 にな った｡そこで､ これまで一冊の帳面 にまとめ られて

いた ｢国岡村｣の 『水利費協議費徴収簿』 も分離 され､水利組合では､水利費の賦課のみ

を目的 とす る ｢国岡水利｣の 『水利費反別賦課原簿』が作成 されるようにな った｡予算書

や決算書 も､村 の協議部 とは別 に作成 されるようになった｡

以上､大正 13年 (1924)か ら昭和 16年 (1941)にかけての国岡水利組合に

よる用水管理 について､規約､ 日誌､会計書類などの文書史料をたよ りに記述 した｡国岡

水利組合の誕生 により､用水管理組織 と村落機構 との分離 は大 きく進んだ｡協議会 とは別

に､水利 にかんする意思決定機関 として､水利委員長 と水利委員か らなる水利会が もたれ

るよ うになった｡また､ これまで ｢ひとつの財布｣で運営 されていた村の協議部 と水利部

の会計 は分離 された｡水利組合の誕生 にあた っては､規約が整備 され､選挙 による役員選

出方法が定め られ るな ど､組織 としての基盤づ くりがお こなわれた ｡

この時期 の水利組合は､地主代表制 とい うべ き構成をとってお り､大土地所有者が水利

委員長や水利委員 とな り､村の用水管理をにぎっていた｡そ して､水利組合誕生以前 は､

元庄屋家 の系譜 を引 く ｢家格型地主｣が国岡総代 として水利運営な らびに村政全般の中心

とな っていたのであるが､水利組合誕生後 は ｢家格型地主｣ の独占的優位が くずれ､さら

に昭和初期 には水利委員長 と国岡総代が分離 し､村役両頭制が成立 した｡そ して､昭和 1

0年代 に入 ると､ ｢家格型地主｣にかわ って ｢実業家型地主｣が用水管理 の中心 にあ らわ

れるよ うにな った｡

国岡水利組合の誕生 により､用水管理組織 と村落機構 との組織的分離 は大 きく進んだの

であるが､その分離 はまだ完了 していなか った｡国岡村全体 にとって重要な ことが らにつ

いては水利会 と協議会 との合同会が もたれていた し､水利総会 は戸主会 とあわせてお こな

われていた｡ このことは国囲水利組合はたんなる農業水利のための受益者団体 としてでは

な く､村落機構 と切 り離 してかんがえることのできない､国岡村の村政 の重要な一部 をに

な う団体 として位置づけられていた ことを示 している｡

4 天満村国岡部落会水利部 (昭和 16年～昭和 32年)

昭和 16年 (1941)､匡個 水利組合は､国岡部落会水利部 に改組 された｡昭和 15
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年 (1940)の内務省訓令 ｢~部落会町内会整備要綱｣にもとづ き戦時下の住民組織が全

国的に整備 されたのであるが､ これにあわせて村落機構の再編成がおこなわれたのである｡

これにより､ ｢国岡村｣は ｢国岡部落会｣ とな り､協議部､水利部､愛宕神社部の 3つの

部か ら構成 され るようになった｡それぞれの部には役員 として協議委員､水利委員､愛宕

神社世話人が置かれ､これまで､村を代表 し､協議部の長をっ とめて きた ｢国岡総代｣は､

｢部落会長｣ とな った｡また､村内の行政割 も改められ､これまでの ｢字｣にかわ って､

｢隣保｣および数隣保か らなる ｢組｣を単位 とす るようにな った｡ただ し､隣保および組

は､それまでに存在 していた地域的なっなが りを尊重 してつ くられた24)｡

しか し､用水管理組織の運営 にとっては､右のような組織的変革は形式的な ものにす ぎ

ず､実質的な変化 はほとん ど生 じなか ったとお もわれる｡なぜな らば､水利組合が部落会

を構成す る部のひとっ とな ったのち ら､水利部は､意思決定 の面で も､会計 の面で も､他

の部 にたい して これまで どお りの独立を保 ち続 けたか らである｡

日常的な意思決定 は､協議会 と水利会が互 いに独立 しておこない､それぞれの郡が年に

一度､活動 を報告 し､予算 ･決算の承認を求 める総会 は､ ｢部落総会｣ とい うかたちで一

括 して招集 された｡また､ ききとりによると､水利部の長である ｢水利委員長｣の部落内

における地位 は依然 として高 く､人々は水利委員長 と部落会長を ｢同格｣ とみな していた

とい うことであ る｡国岡では､水利の問題 はあいかわ らず部落全体 にかかわ る重大事 とみ

なされてお り､水利委員長 は部落会長の下にあるのではな く､同等の重 みを もつ役職 とか

んがえ られていた｡昭和初期 に成立 した水利委員長 と総代 の村役両頭制 は､水利委員長 と

部落会長 の両頭制 とい うかたちで､部落会成立後 も維持 されっづけたのであ る｡

会計の面で も､協議部､水利部､愛宕神社部の会計 はそれぞれ独立 してお り､水利郡は

これまで同様に､独立 した会計運営をおこな っている2B) ｡水利費 と協議費 は､その徴収

方法 もまった く異なっていた｡ ききとりによると､水利費は､毎年 12月末 の日曜 日に部

落の公会堂 (現在 は､この場所 に土地改良区会館が建設 されている)-各 日が持参 したと

い うことである｡ これにたい して部落協議費 は､国岡部落か ら依頼 された ｢歩 き｣ とよば

れる人 (女性)が､部落内の家 々をまわ って徴収 した 26) ｡

この時期 に水利委員長をつとめたのは､前述 したように､実業家 の性格 を備えた在村地

主 S家であ った｡酒造会社を経営す るS･U氏 につづいては､その弟で麹会社を経営す る

S ･S氏が水利委員長 とな った｡ S家 はこの時期､元庄屋 の F家､国岡総代 のN家 ととも

に村の 3本の指 に数え られる地主であった｡昭和 14年 (1939)の土地所有面積をみ

ると､元水利委員長の F ･T氏が 7町 5反､総代のN ･Y氏が 4町 7反であるのにたい し

て､S･U氏 は8町 1反､S･S氏は 1町 3反を所有 している27) ｡

村内の行政割 の変化 にともない､ これまで ｢字｣単位 に選 出されていた水利委員 は､

｢組｣単位 に選出 されるよ うになった｡現在､国囲土地改良区では ｢組｣を単位 として組

織編成がなされているが､その原型 は､ この とき成立 した ものとかんがえ られるza) ｡水

利委員 には､やはり大土地所有者が選出 され る傾向があ った とい うはな しである｡

戦後､農地改革 により大地主が解体 されると､国岡の土地所有秩序 は大 き く転換 した｡

これによって､部落会水利部 の地主代表制的構成 はくずれ､小規模 自作農か らなる集団へ

とその性格を変 えることになった｡ こうした大転換ののち も､国岡では､土地改良区に改

組 され るまで､部落会水利部 とい う組織形態 を保 ったまま用水管理がお こなわれたのであ
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る ｡

以上､昭和 16年 (1941)か ら32年 (1957)にかけての国岡部落会水利郡に

ついて記述 した｡戦時体制下での国家による地域社会組織 の整備にともない､国岡の用水

管理組織 は部落会を構成す る組織のひとつ として位置づけられることになった｡そ して､

部落会の下位集団 としてあ らたに設定 された ｢組｣を水利委員の選出単位 とす るなど､部

落会の組織的整偏にともない､水利部内部の組織 も整え られた｡ しか し､ このよ うな変化

は形式的な ものにす ぎず､部落会水利部は､戦後､農地改革 をむかえるまで は､実業家型

地主 を中心 とす る地主代表制的構成を維持 しつつ､部落会を構成す る他 の部 にたい して､

意思決定 の面で も会計の面で も独立 した運営を保 ち続 けた｡そ して､戦後 の農地改革 によ

り大地主が解体 され､土地所有秩序が大 きく転換 したのちも､ しば らくは部落会水利部 と

い う組織形態 を保 ったまま用水管理がおこなわれたのである0

5 国同士地改良区 (昭和 32年～現在)

昭和 32年 (1957) 12月､土地改良法 (昭和 24年<1949>制定) にもとづ

き､国岡部落会水利部 は国同士地改良区に改組 された｡土地改良区の構成員 は原則 として

耕作者 とされ､耕作者が土地改良事業 に平等 の資格で参加す る仕組みがつ くりだされた｡

土地改良区への改組 によって､部落会 (自治会) と用水管理組織 は組織上完全に分離 され､

総会 も､別々に開かれるよ うにな った｡現在､土地改良区総会は毎年 3月末 日に､自治会

総会 は毎年 4月上旬に開かれている｡

土地改良区への改組 にともない､土地改良区の長 は理事長 ､役員 は理事 または幹事 とな

り､公職選挙法 の規定 に したがい組合員の選挙によって選出 されることにな った｡ただ し､

国岡土地改良区では､ これまで同様 に各組 ごとの人数割当に したが って役員候補者を選出

す る29) ことに したので､候補者 はつねに定数内におさまることにな り､実際 に投票がお

こなわれ ることはないようである｡

現在､匡l圃土地改良区は理事長 1名､副理事長 1名､会計 1名､理事 4名 ､幹事 2名､

計 9名の役員 によって運営 されている｡現在役員をっ とめているのは､ ごく平均的な農家

の人々である｡年齢的には50才以上で､組長などの地区の役員や､農業の経験 の豊かな

人々である｡理事の任期 は3年 とされている3D)が､ 2期以上っ とめる人は少ない｡

1960年代以降､急速な兼業化 と離農の進展により､国岡における農業 の比重 はいち

じるしく減少 した｡ちなみに､平成 3年 (1991)現在の国岡自治会加盟戸数 は615

戸であ ったが､その うち農家戸数 は 145戸で､23.6%を占めるにす ぎない｡

国岡は､稲作中心の村である上､水不足の土地柄であったため､用水管理組織 の長 とい

う役職 は､旧来､非常 に大 きな権力をともな うものであ った とい うことであるが､兼業化

な らびに離農 の進展 にともない､土地改良区理事長 とい う役職の重みは､かってに比べて

大 きく減少す ることになった｡ しか し､土地改良区理事長が､依然､村の要職 とみなされ

ていることに変わ りはない｡

土地改良区の初代理事長 は､改組当時水利委員長の職 にあ ったS･S氏であ った｡ S ･

S氏が実業家型地主 とい う性格を もっていたのにたい して､その後 に理事長 をっ とめた人

々はみな､平均的な自作農であ り､S･S氏 とは性格を異 に している｡かれ らは､農業高

校を卒業 しているとか､区長や町会議員を歴任 しているとい った理由で､農業 に関す る知
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誠の深 さや組織運営 の手腕を評価 されて理事長に選ばれた､いわば ｢実務家型｣の リーダ

ーであ り､かな らず Lも農地所有面積が大 きいという理由によるのではない｡かつては

｢家格型地主｣ によって占め られていた匡l岡の用水管理組織 の長の職は､ ｢実業家型地主｣

を経て､今 日では ｢実務家型 自作農｣によってになわれるよ うにな ったのである｡

つ ぎに､近世以来､国岡の用水管理 にあた って きた池守 と水人 についてみてみよ う｡昭

和 55年 (1980)､村の開発以来､池の管理者 として置かれていた池守 の職が廃止 さ

れ､代わ って理事がその職務 を担当す ることになった｡ これまで､池守 は溜池 の近 くに居

住す る農家で手 間のある家に依頼 されていたのであるが､ この職 は､溜池の管理責任を も

つ土地改良区理事長および理事の指揮監督下 にある職であ り､池守 自身には管理責任がな

か った｡そ こで､管理上の責任 をもつ理事が分担 して溜池の管理をおこな うよう改め られ

た とい うことである= ) ｡

池守の廃止 とあわせて､水人 という職名は ｢配水係｣ と改め られた｡ただ し､職務内容

については土地改良区改組後 も変化はな く､ 6月 23日か ら9月 23日の配水期間中､溜

池か ら各農家の田畑 までの配水 をおこなっている｡ この地域 では､ 6月 15日頃樋抜 きが

お こなわれ､その後､代か き､田植えがおこなわれる｡樋抜 き日か ら田植えが終わるまで

の約 1週間は､各農家 は自由に水を使用す ることができる｡ しか し､ 6月 23日以降 は配

水期間 とな り､用水配分 の一切 は配水係に委ね られ､各農家 は自由に水を使 うことはで き

ない｡

平成元年 (1989)4月の県営圃場整備事業 により､1組 と2組の区域 については､

パイプライ ンによる配水がお こなわれるようになった｡そ こで､現在 この区域では､各農

家が自由に用水 を利用で きるよ うにな っている｡ この区域を担当す る配水係 は､各農家が

用水を使 いす ぎることのないよ う､監視の役 目をはた しているo

配水係は 5名置かれてお り､年度 ごとに組 の単位で選出され､依頼 される｡その内訳 は､

1･2組か ら1名､ 3 ･4組か ら1名､ 5､ 6､ 7組か らそれぞれ 1名ずつ とな っている｡

現在､配水係をっ とめている人々は､60歳代後半か ら70歳代 といずれ も高齢である｡

かつては兼業収入を得 るための雇用機会が限 られていたため､水入役 の職を希望す る人は

多か った とい うことであるが､高度経済成長期以後 は兼業機会に恵 まれ るよ うにな り､水

入役 (配水係)を進んでつ とめようとする人がいな くなった｡また､兼業農家が 3カ月間

も用水配水労働 に専念す ることは時間的にも不可能である｡配水係 は用水配分をおこな う

のであるか ら､濯概担当区域の水路､水田を熟知 し､農業の知識 もあ り､平等 な用水配分

をお こない うる熟練 した技能 を もっていなければな らない｡ したが って､配水係 は､誰 に

で も簡単 にできる仕事ではないので､その人材確保 はさらに困難を きわめている｡

土地改良区への改組 にともない､水人の給料の支払 い方法が変更 されてい る｡戦前 には､

水人の給料 は､水入 日身が 自分 の担当区域の農地の耕作者か ら米 のかたちで集めていたの

であるが､土地改良区への改組 にともない､土地改良区か ら現金で支払われ るよ うになっ

た｡配水係 の給料 は月給制で､ 7月 ･8月 ･9月の 3カ月間支払われている｡

以上､昭和 32年 (1957)の国岡土地改良区設立以降の用水管理組織機構 について

記述 した｡土地改良区設立以降 は､自治会 と土地改良区は､組織上､完全に分離 され､ こ

れまで一括 しておこなわれていた総会 もそれぞれ別々におこなわれるよ うにな った｡ また､

戦後の地主制の解体､ 60年代以降の離農､兼業化の進展 により､用水管理組織 の長の権
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威 は以前 に比べて大 きく減少 した｡用水管理組織の長をっ とめる人物 も､地主か ら平均的

な自作農へ と移 った｡近年では､農業従事者 の高齢化が進み､む しろ土地改良区理事長を

は じめとす る土地改良区役員や配水係の人材確保が問題 とな っている｡

6 組織機構の変遷の特徴

以上､近代以降の国岡における用水管理組織の組織機構の変遷 について､① 国岡新村

(匡l岡村)､②天満村国岡水利組合､③天満村国岡部落会水利部､④ 国岡土地改良区のそ

れぞれの組織形態を とった時期 ごとに検討 した｡ ここで､近代以降の展開の特徴をまとめ

てお くことにす る｡

用水管理組織 の機構は､近現代をとお して､村落機構 と密接な関連 を保 ちなが ら機能集

団 としての組織的整備が進 め られて きた｡明治初期か らしば らくのあいだは､近世 と同様

に村落機構が用水管理機能 をにな っていたのであるが､大正 13年 (1924)には天満

村匡l岡水利組合が誕生 し､意思決定および会計運営 については村落機構 との分離がな され

た ｡ しか し､村落機構 との組織的分離 はこれで完了 したわけではなか った｡国岡村全体 に

かかわる重要な議題 は水利会 と協議会 との合同会で協議 された し､水利総会 は戸主会 ･部

落総会 と一括 して開催 され続 け､用水管理組織 は村落機構 との結びっ さを強 く保 ち続 けた｡

昭和 32年 (1957)には､土地改良法 に もとづ き国同士地改良区が設立 され､ これに

よって用水管理組織 と村落機構 は組織上完全 に分離 された｡ けれ ども､長い間､村落機構

と深 い関連 を保 ちなが ら用水管理組織の運営が展開 されて きたため､今 日で も国同士地改

良区は国同地区に所属す る組織 のひとつとして､地域住民 に観念 されている｡

用水管理組織 の役員の性格 は､時代 によ り大 きく異なっている｡水利委員 は､戦前 まで

は部落内のお もだ った地主が継続 して選出 されてお り､地主代表制 とい うべ き構成 をとっ

ていたのであるが､農地改革 により大地主が解体 され ると､平均的な自作農が選出 され る

よ うにな った｡ 今 日では､農業や地域での役員の経験､時間的余裕､健康状態などを考慮

して選出され るようにな ってお り､再選 され る人は少ない｡

用水管理組織 の島 は､近代 に入 って しば らくの間は元庄屋家の系譜を引 く ｢家格型地主｣

がつ とめたのであるが､大正末期 になると､それほど家格の高 くない人 も水利委員長 とし

て登場す るようになる｡そ して昭和 10年代 には､ 10町歩近い土地を集積 しつつ会社経

営をお こな う ｢実業型地主｣があらわれる｡戦後は､農地改革 によ り大地主が解体 された

ため､土地所有面積や耕作面積 とは関係な く､実務的能力を備えた自作農 (｢~実務型 自作

農｣)が選出 されるようにな っている｡

それぞれの溜池 に池守 を置 き､溜池か ら各耕地 までの配水 は水入役がお こな うとい う用

水管理方式 は､最近では一部 パイプラインの導入 により配水係 (水入役)の負担が軽減 さ

れているけれ ども､近世以来､ほとん ど変化 はみ られない｡ただ し､今 日では､池守の仕

事 は土地改良区役員が担当 しているし､水人 の仕事のにない手は､兼業収入 を求める零細

な農家 (希望者多数)か ら高齢者 (人材難)へ と変化 している｡
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第 4節 成員資格の変遷

1 村 のメ ンバー シップとの関連

前節 までに検討 したよ うに､国岡の用水管理組織 は､基本 的には近世 に形成 された用水

管理秩序 に濃厚 に規定 されなが ら運営 されて きた｡近世 には､用水管理 は村政 の一部 と意

識 されてお り､近代以降 も､なが らく､用水 の問題 は村全体 にかかわ る重大事 とされて き

た｡そ こで､用水管理組織 は村 の協議郡 にたい して一応 の独立 をた もちなが らも､やは り

村 に所属す る組織 として､村 と深 く関連 しつつ運営 されて きたのである｡そのため国岡で

は､用水管理組織の運営 にかかわる諸権利- 選挙権 ･発言権 ･議決権- を実質的に行

使で きるのは､国岡に居住す る人に限 られて きた｡農家戸数割合が全戸数 の 2割強 とな っ

た現在 で も､匡l岡土地改良 区は国岡の村落社会 との結 びっ さを保 ってお り､ この ことが国

岡 に居住 していない土地改良区組合員が土地改良区の運営 にかかわることを困難 に してい

る32) 0

国岡土地改良 区 と国岡の村落社会 との結 びつ きは､た とえば､以下 のよ うな事実か ら知

ることがで きる｡現在､国同士地改良区は､国岡 自治会の行政割である ｢組｣を単位 とし

て組合員 を組織 している｡土地改良区の運営 において､組 はつ ぎの 5つの機能 を果 してい

る｡

①農地把握 の単位｡土地改良 区が作成す る農地台帳 (耕作者 および耕作面積 を把握す る

目的で作成 され､ これに もとづいて経常水利費が拭課 され る) は組 ごとに作成 されている｡

組 に所属 しない入作者 について は､ ｢部外｣ として別 の台帳 に載せ られてい る｡

②水利費徴収 の単位｡土地改良区の経常賦課金 は､年 1回 7月 に､各組 の役員が受 け持

ち区域 の農家を まわ って集 める｡

③土地改良 区役員選 出の単位｡土地改良区の役員 は､原則 として各組 か ら 1名ずつ､各

組 ごとの話 し合 いによ って選 出 され る｡

④配水係選出の単位｡配水係 は､年度 ごとに組単位で選出 され､依頼 され る｡

⑤共同労働 の単位｡毎年 6月 に､各組 ごとに田植 え前の溝 さらえがお こなわれ る｡溝凌

えは 2回お こなわれ､初 めの 1回は農家 と非農家がい っしょにお こない､あ との 1回は農

家だ けでお こな う｡ 日時の決定 33)か らその連絡､作業､慰労会 にいた るまで､すべて各

組 ごとにお こなわれ る｡欠席者 の扱 いについて も､各組 の組長 の裁量 にゆだね られている｡

また､匡l岡土地改良 区は､国岡の村落社会 を構成す るひ とつの団体 と して位置づけ られ

ている｡土地改良区の役員 は､ 自治会 の広報紙上で 自治会役員､老人会役員 ､神社 の世話

人な どと同列 に､地域 の役員 と して紹介 され る｡ また､国岡 自治会 の長であ る ｢区長｣の

承認 をお こな う ｢合同役員会｣ に も､国岡地区内の一団体 の代表 として土地改良区役員が

参加 しているのである｡

2 成員資格 の変遷

で は､近代以降 の国岡 における用水管理組織 の成員資格 の変遷 を もう少 し詳 しく追 って

い くことに しよ う｡ ここでは､用水権 (用水 の .｢利用｣にかかわる権利)だ けでな く､役

員 の選挙権 や総会での発言権 ･議決権 (用水 および用水施設 の ｢管理｣ にかかわ る権利)､

財産権 (用水施設の ｢所有｣ にかかわ る権利)に も注 目 し､ これ らの権利 の有無だけでな

く､それを実際 に行使で きるか どうか とい うことも含めて検討 をすすめたい｡
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近代 に入 ると､地租改正 にともな う土地の私的所有権の確立 により､水利費 は所有反別

を基礎 に土地所有者 にたい して賦課 されるよ うになった 34)｡水利費 を負担す るのはその

土地の所有者 (地主)であ った 35)ので､用水権 も土地所有者 にあるとかんがえ られてい

た｡反別水利費 の賦課額 は､村 (部落)内の住民であるか どうかを基準 として差が もうけ

られていた｡明治､大正期の数字 は残念 なが ら不明であるが､た とえば､昭和 10年度 の

反別水利費 は､村 (部落)内 2円 10銭割､村 (部落)外 2円 30銭割で､部落構成員以

外 の者 にたい しては割高 に設定 されていた 36) ｡

選挙権 にかんする規定 については､大正期 に国岡水利組合の設立にさい して作成 された

｢国岡水利組合規約｣か ら知 ることがで きる37) ｡ これによると､水利委員選挙の選挙権

は､満 25才以上の男子で､国岡村 に5畝以上の田地を満 1年以上間断な く所有す る者､

および家督相続 によりその財産 を継承 した者 に与え られていた ことがわかる｡また､被選

挙権 については､選挙権を有す る者の うち ｢-､官公吏､神職､僧侶､其他諸宗教師､二､

諸学校 ノ教諭井 二教員､三､諸種工事 ノ請負 ヲ為 シ営業 トスル者｣を除 く者 に与え られて

いた 38)｡ ここには､村内に居住す る者 とい う条件 は付 けられていない｡ しか し､水利委

員 の選出方法を検討す ると､実質的には村内 に居住す る者 しか水利委員の選 出にかかわれ

なか った ことがわかる｡前述 したように､水利委員 は字 ごとの人数割 り当てに したがい投

票 によって選出 されたのであるが､実際に投票がおこなわれた ことはなか ったようである｡

たいていは､ ｢選挙人ノ協議 ニ ヨリ投票 ヲ用 ヒズ指名推薦 39) ｣ された｡ この協議 は字 ご

とにお こなわれたので､字 に属 さない人々､すなわち村外 に居住す る人々は､た とえ規約

にさだめ られた条件を満た していて も､選挙権および被選挙権を行使す ることはで きなか

ったのである｡国岡部落会水利部 に改組 された後 も､水利委員は組 ごとの話 し合いによっ

て選出 されてお り､部落外居住者が役員選出にかかわることはで きなか ったよ うであるo

総会での発言権 ･議決権 について も同様である｡国岡では､昭和 32年 に土地改良区に

改組 され るまで､水利総会 は村の協議部の総会 (戸主会､部落総会) と一括 して招集 され

ていたため､匡l岡に居住 していない人々が国岡の水利総会 に参加す ることはなか った｡村

の構成員以外の人々は､たとえ国岡に農地を所有 し水利費を納めていた として も､用水管

理 についての発言権 ･議決権を事実上 もてなかったのである｡

このよ うに､戦前の国岡では､土地所有者が水利費 を納入 し用水権を有 していたが､用

水の管理 にかかわる役員選挙権や総会での発言権 ･議決権 については､た とえ規約の規定

を満た していて も村 (部落)の構成員でないか ぎり､それを行使す ることはで きなか った

のである｡

戦後､農地改革 により地主制が解体 され､耕作者主義 にたつ土地改良法が制定 され ると､

水利費 は農地の所有反別ではな く､耕作反別 にもとづいて耕作者 に賦課 され るよ うになっ

た｡用水権 は､土地所有者ではな く耕作者が もつよ うになった ｡

昭和 32年 (1957)､土地改良法 にもとづ き国同士地改良区が設立 され､国岡の用

水管理組織 は組織上､部落会 (自治会)か ら分離 された｡国岡土地改良区の濯概区域内に

農地を耕作す るものは､村内に居住す るものでな くて も組合員 となることがで きた｡そ し

て､すべての組合員 は､平等 に､農地の耕作反別に したが って水利費 をおさめ､選挙権 な

らびに総会での発言権 ･議決権を もった40) ｡土地改良区が設立 された後 は､土地改良区

総会は､部落会 (自治会) とは別の日時に招集 されるようになった｡
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このよ うに､国岡に居住す る人 もそうでない人 も､制度上､耕作者 として平等な権利を

もっているのであるが､やは り実際には､国岡に居住 していない組合員が総会 に出席 し､

発言権 ･議決権 を行使す ることはほとん どないとい うことである｡ また､土地改良区役員

の選出にあた っては､本来は組合員の選挙で選出 しなければな らないのであ るが､ これま

で同様 に各組 ごとの人数割当に したが って役員候補者を選出 しているため､候補者 はつね

に定数内におさまることになり､実際に投票がおこなわれることはない｡ したが って､国

岡に居住 していない組合貞 は､事実上､選挙権 ･被選挙権を行使 していないのである｡土

地改良区改組後 も､国岡の村落社会の構成員であるか どうか とい うことが用水管理組織 の

運営 にかかわ る諸権利を実際に行使で きるか どうかに大 きく影響 しているのである｡

さて､国岡において､外部 との農地売買が進むにつれて､ ｢財産権｣をめ ぐる問題が顕

在化 しだ した｡組合員は国同士地改良区の管理す る財産- 溜池 ･水路等 の不動産､預金

合員 とな り､土地改良区の財産権を もつようになることについて疑問の声があがるように

な った｡村の開発以来の共有財産である溜池や水路等 にたいす る権利を､外部か らの新規

参入者に認 めるのは問題があるとい うのである｡そこで､昭和 51年 (1976)の土地

改良区総会 において､それ以後 の新規参入者 については財産権を もたない ｢準組合員｣ と

す ることが決定 された｡準組合員 は財産権を もたないだけでな く､役員選挙権 ･被選挙権､

総会での発言権 ･議決権 もな く､ただ用水権 のみが与 え られ ることにな っている｡新規参

入者 は､土地改良区の もつ用水や用水施設等 の共同利用者 とはな りえて も､共同所有者 ･

共同管理者 となることはで きないのであるo これは､用水および用水施設 の管理が､共同

利用ではな く､実は共同所有 に もとづいてお こなわれて きた ことを明確 に示す ものである｡

そ してその共同所有 は､村のメ ンバー シップと密接 な関連を もっているのである41) ｡

以上､近代以降の国岡における用水管理組織の成員資格 の変遷を迫 った｡近世以来､国

岡では､用水管理 は村全体 にとっての重大事 であ りつづけた｡そのため､用水管理組織 は

村落機構 と密接 な関係をた もちつづけ､用水管理組織 の実質的な成員資格 に も影響をおよ

ぼす ことになったのである｡用水管理組織の構成員は､戦前 は土地所有者 に限 られてお り､

かれ らは用水利用権だけでな く､用水管理組織の運営 にかかわる役員選挙権 ･被選挙権､

そ して総会での発言権 ･議決権 を もっていた ｡ しか し､用水管理組織の運営 にかかわる諸

権利 を実際に行使す ることがで きるのは､事実上､村内居住者 に限 られていた｡戦後､土

地改良法の制定 により､用水管理組織の構成員 は土地耕作者 とな ったのであ るが､村外居

住者が､選挙権 ･被選挙権､総会発言権 ･議決権を行使 しに くい状況 は続 いた｡ さらに､

近年では､農地売買が進んだため財産権の問題が意識 され るよ うにな り､昭和 5 1年 (1

976)以降の新規加入者は､財産権だけでな く選挙権 ･被選挙権､総会での発言権 ･議

決権 ももたない準組合員 とし､用水利用権のみが与え られるようにな った｡

このように､近代以降の国岡の用水管理組織 においては､土地所有者か ら土地耕作者へ

とその構成員を大 きく転換 させて きたのであるが､用水や用水施設等の共同利用だけでな

く､その共同所有 ･共同管理 にかかわ ってい くための実質上 のメンバー シップは､村 のメ

ンバー シップとの結びっ きをっねに密接 にた もって きたのである｡
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第 5節 近世 的用水管理秩序 の継承 と変容

本章で は､兵庫県加古郡稲美 町国岡の事例 を対象 として､近代以降の用水管理組織 にお

ける近世的用水管理秩序 の継承 と変容 について､用水権 と用水施設､組織機構 ､成員資格

の 3つの観点か ら検討 した｡近代以降､国岡の用水管理 は､旧近世村 を継承す る部落を末

端用水管理組織 として展開 されてい った｡旧近世村国圃新村 の用水権 および用水施設 は､

町村合併 によってあ らたに設定 された行政村天満村ではな く､その一部 をなす旧近世村 国

岡新村 によって継承 された｡同時 に､近世 に国岡新村が周辺村落 とのあいだ に整備 して き

た対外的用水管理秩序 はそれぞれの用水権 の継承者 とのあいだに継承 され､各溜池 に池守

を置 き溜池か ら各耕地 までの配水 は水入役がお こな うとい う組織内部 での用水管理方式 に

ついて も､基本 的には受 け継がれていった｡ こうして､国岡の用水管理組織 は､つね に国

岡の村落社会 と深 く結 びっ き､村落構成員中心 の秩序をた もちつづ けることにな った｡国

岡の用水管理組織 は､近代以降､国岡新村､国岡水利組合､国岡部落会水利部､そ して現

在 の国岡土地改良区へ と推移 して きたのであ るが､ これ らはいずれ も､国岡の村落社会 を

構成す る集団のひ とつ として位置づけ られ､そのメンバー シップは実質上､村 の構成員 と

しての メンバー シップと密接 に結 びっいた ものであ った｡用水管理組織 において､共同利

用 だけでな く､共同所有 ･共同管理 に参加 してい くためには､村の構成員 と してのメンバ

ー シップが不可欠 なのである｡

このよ うな近世的用水管理秩序 の枠組 をた らちなが らも､近代以降の社会変動 のなかで､

国岡の用水管理組織 は､変容 を遂 げてい った｡対外的には､よ り広 い地域 を対象 とす る幹

線用水管理組織 に加盟 し､より広域 の濯概水系のなかにみずか らを位置づ けるよ うにな っ

た｡組織 内部 では､水利委員 を置いた り､会計運営や意思決定 をある程度独立 してお こな

うよ うにす るな ど､村落機構 との分離 を段階的に進 めつつ､機能集団 と しての組織的整備

がお こなわれてい った｡その過程で､用水管理組織 の組織原理 も､大 き く転換 していった｡

近代以降の国岡における用水管理 の組織原理 は､おお きくは土地所有者支配型管理か ら

生産者 (耕作者)管理 へ と転換 した とい うことがで きる｡ これを もう少 し詳 しくみ ると､

つ ぎのよ うになる｡

①土地所有者支配型管理 の段階 地租改正 にともな う土地 の私的所有権 の確立以降､用

水管理組織で は土地所有者支配型管理 の確立 が進んだ｡その メンバー シップは土地所有者

に限 られ､土地 を もたない農民 は用水管理か ら排除 された｡ したが って､小作人は実際 に

は用水 の利用者 であるに もかかわ らず､その管理上 の意思決定 にかかわ ることはで きなか

った｡用水管理組織 の役員 には､部落内のお もだ った地主が継続 して選 出 され るよ うにな

り､地主代表制 とい うべ き構成 が とられるよ うにな った｡用水管理組織 の リー ダーは､近

代初頭 には､元庄屋家 の系譜を引 く ｢家格型地主｣が村政全般 をあずか る .｢匡個 総代｣ と

してその地位 を独 占 していたのであるが､大正末期 の水利組合成立後 にはその独 占的優位

は くずれ､ さらに昭和初期 には水利委員長 と国岡総代が分離 し､村役両頭制 が成立 した ｡

そ して､昭和 10年代 にいた ると､ ｢家格型地主｣ にかわ って､会社経営を手がけつつ土

地 を集積 した ｢実業家型地主｣が用水管理組織 の リ-ダー と してあ らわれ るよ うにな った｡

②生産者管理 の段階 戦後､農地改革 によ り地主制が解体 され､耕作者主義 にたっ土地

改良法が制定 され ると､生産者 による管理が形成 されてい った｡用水管理組織 の メンバー
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シップは実際の用水利用者であ る耕作者 に開かれ､地主 による用水管理組織 の支配 は薄れ

てい った｡ さらに､戦後 の経済成長 のなかでの産業構造 の変化を うけて､用水管理組織 を

｢支配｣す る意味が失われてい った ことも､用水管理組織の担 い手 の性格 を とらえてい く

うえで重要であ ろ う｡戦後､用水管理組織 の役員 とな ったのは､ ごく平均的な自作農 であ

った｡ また､ リーダーについて も､土地所有面積の大 きさによるので はな く､農業 にかん

す る知識 の深 さや組織運営 の手腕が適性 として評価 され るよ うにな り､ ｢実務家型 自作農｣

が選 出 され るよ うにな っている｡離農 ･兼業化が進み､農業従事者 の高齢化 が問題 とされ

るよ うにな った近年で は､む しろ土地改良区理事長 をは じめ とす る土地改良 区役員 の人材

確保が問題 とな っている｡

以上 のよ うに､近代以降 の国岡における用水管理組織 は､近世的用水管理秩序か らの規

定 を濃厚 に受 けつつ も､近代以降の社会変動 のなかで､その性質を大 き く変 えてい った｡

そ して､高度経済成長 を経て､農地 の宅地化 が進 み､農業 に従事 しない住民 や兼業農家が

増加 し､また生活様式 も都市的な もの- と変化 した近年 では､用水管理組織 はさらな る原

理 の転換 をせ ま られている｡生産者だけでな く､生活者 と しての住民 をふ くみ こんだあ ら

たな用水管理 のあ り方が模索 されているのである｡高度経済成長以降の村落社会 における

用水管理組織 のあ り方 をめ ぐる問題 については､次章で展開す ることに したい｡

1〕 国岡新村 の開発 にともな う水利秩序 の形成過程 については､第 2章第 2節で述べた｡

2) た とえば､寛文 11年 (1671) 6月 ｢入 ヶ池上水立合証文｣､寛文 12年 (1

672) 6月 ｢大溝分水契約書｣ (国圃土地改良区所蔵文書)な ど｡

3) 昭和 2年 (1927) 『水利会同 日誌 ｣】､昭和 4年 (1929) 『水利会 々議録』､

昭和 5年 (1930) 『水利会々議録』､昭和 4年 (1929) 10月 ｢陳情書 ｣､

国圃土地改良区所蔵文書｡ また､ この時期以外 に も､明治 28年 (1895) 6月 に

水争 いが起 こってい る [『稲美町史』 1982 :482- 3貢]｡

4) 大正 13年 (1924) .『水利協議決定録』､国岡土地改良区所蔵文書｡大正 13

年 (1924) 10月 ｢琴池中堤堰控書｣､国安水利委員会所蔵文書 ｡

5) 広谷川 とは､草谷川 の上流部 をさす名称である｡

6) 新聞 は この水争 いのよ うすを さかんに書 き立てた｡ と くに､現場 で激 しい衝突がお

こった大正 14年 (1925) 5月､ 6月､大正 15年 (1926) 5月､昭和 2年

(1927) 5月､昭和 3年 (1928) 5月 には､連 日のよ うに紙面 を賑わ した｡

毎年同様 の衝突が繰 り返 されたため､昭和 4年 (1929) 6月 20日の 『神戸新聞』
は､ ｢夏 になるときまって起 る---県下 で水喧嘩の本場加古郡加古新村 と同郡八幡村

との農民 が また して も用水溝 の溝凌へか ら双方大勢繰 り出 して塀や大事 を演 じよ うと

した騒 ぎがあった｣ と報 じている｡

7) 昭和 4年 (1929) 10月 ｢陳情書｣､国同士地改良区所蔵文書 ｡

8) 淡山疎水成立 の経緯 については､淡河川山田川土地改良区 『兵庫県淡 河川山田川疎

水百年史』 (1990年)､旗手勲 『淡河川 ･山田川疎水 の成立過程』 (1980年､

国際連合大学) に詳 しい｡

9) 要水反別 とは､疎水 の配水 を受 ける面積であ り､実際 の濯潜面積 とは異 なる｡水不

足の著 しい用水管理組織 では､水量 を確保す るために実際の濯概面積 を上回 る雲水反

別を申請 し､逆 に､疎水以外 に水源を もってお り､それほど疎水 を必要 としない用水

管理組織では､実際の濯瀧面積 よ りも少 ない要水反別 を申請す る｡
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10) ききとりによる｡

ll) 平成 5年 (1993) ｢東播用水農業水利事業概要｣､東播用水土地改良区｡

12) 国岡新村 は､大正 7年 (1918)､村名を国岡村 と改めた｡

13) 明治 24年 9月 ｢淡山水路契約の証文｣､大正 7年 1月 『大正六年度収支予算書』

(国岡土地改良区所蔵文書)など｡

14) 明治 41年 (1908) ｢四拾年度水利費協議費収出決算報告｣､国同士地改良区

所蔵文書｡ これは､残存す る会計報告書中､ もっとも古い ものである｡ ここには､水

利委員集会 の弁当料 11人分 (総代 1名､委員 10名)が計上 されている｡以後､予

算書､決算書 には､毎年､ この記載がみ られる｡

15) 昭和 10年代 には､耕地 1反当た り米 5升であった とい う (聞 き取 りによる)｡

16) 明治 41年 (1908) ｢四拾年度水利費協議費収出決算報告｣､国同士地改良区

所蔵文書 ｡

17) 大正末期 ｢天満相国岡水利組合規約｣､同 ｢池守職務心得｣､同 ｢水 入役心得書｣､

国圃土地改良区所蔵文書｡

18) た とえば､天満村国圃水利組合規約第三条､第四条 は､兵庫県淡河川山田川普通水

利組合規約第五条､第六条 にな らって作成 された ものと思われ る｡兵庫県淡河川山田

川普通水利組合規約第五条､第六条は次 のとお りである [淡河川山田川土地改良区

1990 :190- 192貢]｡

第二章 組合合 ノ組織及選挙

第五傑 組合合議員 ノ定数-三十一人 トシ選挙匝ノ歎及其 ノ匝域並 二各選挙匝 ヨリ

選出 スル議員数 ヲ左 ノ如 ク定

第一匿 加古郡母里村 七人

第二匿 加古郡加古新村 二人

第三匿 加古郡天満村 五人

( 中 略 )

第六候 組合員 ニシテ満二十五年以上 ノ男子区域内二於 テ土地反別一反歩以上 ヲ選

撃期 日前満一年以上間断ナク所有 スルモノ-選挙権 ヲ有 ス但 シ禁治産者準禁

治産者ハ此限ニアラス

2 家督相績 こ ヨリ土地 ヲ取得 シタル者-其 ノ土地こ付被相繰入 ノ所有 シタル

年 限 ヲ通算 ス

3 共有者其 ノ共有 ノ土地 二付前二項 二該首 スル トキ-紹代人一人 ヲシテ選挙

権 ヲ有 セ シム

4 六年以上 ノ懲役若 クハ禁鍋 ノ刑二虞セ ラレクル者及善刑法 ノ重罪 ノ刑 こ虞

セ ラレ復権 ヲ得サル者ハ選撃権 ヲ有セス

19) ききとりによる｡

20) 大正 14年度 (1925) 『水利費反別賦課原簿』､国同士地改良区所蔵文書 ｡

21) 昭和 2年 (1927) 6月 ｢水利会同 日誌｣､昭和 4年 (1929) 7月 ｢水利会

々議録｣､国岡土地改良区所蔵文書｡

22) 池守の管理す る池の割 り当ては次のとお りであった｡千波池一人､琴池 ･新池一人､

棒池一人､愛宕池一人､城之池一人､山城池 ･美谷池一人｡

23) 前述 したよ うに､兼業収入がほとん どなか ったこの時期 には､水人の職を希望す る

人が非常 に多 く､ くじ引 きで決めた とい うことであるか ら､水利委員長 による推薦や

水利委員会での協議 は形式的な ものであ ったとかんがえ られる｡

24) た とえば､字裏条､字三木屋条､字高上町はそのまま組 に､字前条 は東条 と西条 に

な っている｡

25) 昭和 17年 (1942) 4月 10日 ｢昭和十六年度国囲部落会決算書｣､国圃土地

改良区所蔵文書｡

26) 土地改良区改組後 は､各組の土地改良区役員がそれぞれの組の農家をまわ って経常
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賦課金 (反別水利費)の集金をおこな っている｡

27) 昭和 14年度 (1939) 『水利費賦課徴収原簿』､国岡土地改良区所蔵文書｡

28) この時期 の国圃部落の行政割 は､上候 (現在の 1組 にあたる､以下同様)､嚢候 (

2組)､三木屋候 (3組)､山下候 (4組)､鷹匠町 (5組)､東傑 (6組)､西候

(7組)､やきゃま (7組) とな っていた｡

29) 現在､国岡土地改良区では､次の方法で土地改良区役員の候補者 の人数調整をおこ

な っている｡匡l岡土地改良 区は自治会の行政割である7つの組 を単位 として組織 され

てお り､土地改良区役員候補者 は､まず､各組か ら 1名ずつ､各組 ごとの話 し合いに

よって選出 され る｡ こうして選ばれた 7人の うちか ら理事長 1名､副理事長 1名を互

選 し､幹事 2名を選出す る｡幹事 は 1-4組か ら1名､5-7組か ら1名を選出す る

ことになっている｡理事長 が選出された組か らは､ もう一人理事を選出 して もらい､

会計 は役員で協議 し､適任者 に依頼す る｡

30) 理事の任期 は､以前 は 2年であったが､平成 3年度か ら3年 に延長 された｡

31) 土地改良区役員の池 についての責任分担 は次のとお りである｡理事長 は､全ての池

について責任を もっ｡その他の役員 は､ 1組か ら選出 された役員が入 ヶ池､ 2組が千

波池､ 3組が城 ノ池､4組が愛宕池､5組が上棒池 と下棒池､6組が琴池 と新池､ 7

組が山城池 について､それぞれ責任を もっ｡

32) 国同士地改良区の濯概区域内には､他区か らの入作者の耕作面積 は非常 に少ない｡

平成 3年 2月現在 の数字をあげると､匡l岡土地改良区への全加盟戸数 176戸の うち

他区か らの入作 は 31戸 (17.6%)であるが､濯概面積でみると､全潅漑面積 7
6町の うちの 4町 5反で､わずか 5. 9%を占めるにす ぎない｡

33) 溝凌 えをおこな う日時の決定 は､各組 ごとに､それぞれの組 の自治会 の組長 ･土地

改良区役員 ･農産部の役員 の 3名で決定 される｡決定 された 日時 は､農家 には土地改

良区役員 と農産部 の役員が､非農家 には組長が隣保長をつ うして連絡す る｡他区に住

む入作者 には電話連絡 を して参加 して もらう｡

34) 国岡の場合､水利費 の賦課方法 は､明治 36年以降については史料 によって確認す

ることがで きる｡

35) ただ し､水入役の給米 は､耕作者が負担 していた｡

36) 昭和 10年度 (1935) 『水利費徴収賦課原簿』､国囲土地改良区所蔵文書｡

37) 前掲 ｢天満相国岡水利組 合規約｣第四条､参照｡

38) 同規約､第五条｡

39) 同規約､第三条 ｡

40) ただ し､役員の被選挙権 については､つ ぎにあげる者 はこれを有 しない｡①法人､

②年齢 25歳未満 の者､③禁治産者 または準禁治産者､④禁固以上 の刑 に処せ られて

執行中の者 (｢国同士地改良区定款｣第 12条)｡

41) 高度成長期以降にみ られ る村落社会-の釆住世帯の増加にともな う諸 問題 について

は､第 4章で検討す る｡
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第 4章 混住化 と用水管理組織 一 兵庫 県姫路市大津 区天満 の事例-

第 1節 問題 の所在

日本経済 の高度成長 の過程 で､村落社会 は急激 な変化 を遂 げた｡都市周辺 の村落 で は､

離 農 ･兼業 化 が進 んで い った.農地 は しだい に宅地 へ とす が たを変 え､サ ラ T)- マ ン世帯

が流入 して きた｡ そ して､ そ こに暮す人 々の生活様式 も､都市 的 な ものへ と変化 して い っ

た｡ こ うした状 況 の もと､村落社会 は これ まで に経験 した こ とのない､ あ らたな問題 を抱

え込 む ことにな る｡ いわ ゆ る ｢混住化 ｣ に と もな う地域 間題 であ る｡

｢混住化 ｣ とは､従 来農家 を中心 と して構成 されて きた村 落 において ､主 と して非農家

世帯 の流入 と就業構造 の変化 (と くに離農 ･兼業化 ) によ って構成員 の多様 化 が進行 し､

従来 の村 落的 な社会構造 が変容 しつつ あ る状況 を さす 1) ｡ ｢混住 (社 会)化 ｣ とい う用

語 は 1970年 代前半 か ら農林 省 の 『農業 白書』 のなかで用 い られ は じめ Z) ､以後 ､村

落社 会 へ の非農 家層 の来住 によ って生 じるさま ざまな地域 問題 の原因 の究 明 とその解決 と

い う文脈 において､広 く使用 され るよ うにな った｡す なわ ち､そ もそ も ｢混 住化 ｣ とは､

村 落内 にお け る村 落 的要素 と都 市的要素 のたんな る混在 を意 味す るので はな く､両者 が互

いに分断 され､対立す る とい う問題状況 を さ ししめす言葉 と して使用 されて きた ので あ る｡

混住化 の進展 とい う事態 のなかで､互 い に分断 され､ ときに対立す る多様 な住民 を組織

し､地域 の一体 性 を維持 して い くことは､従 来 の村落的 な社 会構造 の ままで は不 可能 で あ

る｡ そ こで ､混 住化 に対応 した あ らたな地域 社 会秩序 や統 合 の形成 が必要 とな るのであ る

が ､それ は､す で に存在 して い る村落社会 の秩序 や統 合 をす べて解体 した うえ に､ ま った

く新 しく構築 され るので はない｡ む しろ村 落社会 の伝統 をふ まえて､それ までの村 落 的秩

序 が再編成 され るかた ちを と りなが ら形成 され るのであ る｡

それで は､混 住化 に と もな う村 落的社会構造 の再編 のなかで､用水管理組 織 は どの よ う

に位 置 づ け られ ､今 日､ どの よ うなかた ちで存在 して い るので あろ うか｡本 章 で は､兵庫

県姫路市 大津 区天満 において混 住化 の進展 に と もな って お こなわれた地域社 会集団 の再編

成 の事例 を と りあげ､ そのなか で用水管理組 織 は どの よ うに位 置 づ け られ､ そ して それ は

実 際 どの よ うに運営 され､居 住世帯各層- ①地 元層農家 ､②地 元層 非農家 ､③ 転入層

(非農家 )- にそれ ぞれ どの よ うに と らえ られて い るのか をあ さ らか に した い｡

混住化 の進 展 によ って､用水 管理組織 と各 々の居住世帯 とのかかわ りは きわ めて複雑 に

な って い った｡高度成長期以前 の天満 で は､用水管理 は 自治会組織 によ って になわれて い

た｡居住世帯 の大半 は定 住 の意 思 をそなえた農家 で あ り､か れ らは 自治会 の構成員 (よ り

正確 には 自治会 の構成世帯 ) と して､用水権 や用水施 設 を共 に所有 し､利用 し､管理 して

いた｡ けれ ど も､外部 か ら非農家 転入層 が大量 に流入 し､内部 で も離農 が進 む と､従 来 の

自治会組織 によ る用水管理 は見 直 され ざるをえな くな った｡共同所有 ･共 同利用 ･共 同管

理 の 3着 の関係 は､ もはやかつて のよ うに単純 にはいか な くな って しま った のであ る｡

以下 で は､ 1992年 8月 にお こな った ア ンケー ト調査 お よび ききと り調 査 3) を もと

に､上記 の問題 につ いて検討 してい く｡ は じめに､高度成長 期以降 の急速 な混住化 のなか

で､地域 の一体 性 を維持 す るた め､天満 の伝統 的村 落社会 は ど う対応 して きたのか を､用

水管理組織 の位 置 づ けに注 目 しなが らみて い く｡ つづ いて､用水管理組織 は実際 どの よ う

に運営 され､ それ ぞれ の世帯層 に とって どの よ うな存在 であ るのか とい う問題 につ いて検
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討 してい くことに したい｡

第 2節 天満地 区 におけ る混住化 の進展

調査対象 と した天満地区 は､兵庫県姫路市 の南西部 に位置 してお り､農業 の主体 は稲作

であ る｡ その開発 の歴史 は古 く､ 12世紀 には福井荘 とよばれ る荘園であ り､その後 ､海

岸 にむか って新 田開発 を進 めなが ら発展 して きた｡開発 の過程 で､大規模 な溜池 (福井大

池) とそれ に もとづ く濯概水系が整備 された [田村 善太 1991]｡近世 には､天満村

と して存在 し､明治 22年 (1889)の町村制施行 によ り周辺 5ヵ村 と合併 して大津村

とな り､ さ らに昭和 21年 (1946)には姫路市 に合併 し､姫路市大津 区天満 とな って

現在 に至 ってい る｡

天満 では､昭和 12年 (1937)､近 隣の広畑 で 日本製鉄広畑製鉄所 (現在 の新 日銭)

の建設 が開始 されて以来 ､その世帯数 を増加 させて きた｡海岸地域 の工業化 が進 むなかで､

天満近辺 には新 日銭 やその関連 企業 の社宅や住宅が建設 されてい った｡

けれ ども､天満 の農地 が宅地 へ と急速 に変 わ りだ したのは､高度成長期 の ことで ある｡

姫路市 の資料 によると､昭和 35年 (1960)には486だ った天満 の世帯数 は､昭和

50年 (1975)には 2025とな り､15年間で約 4倍 に もふ くれあが った (表 1)O

そ して､新興住 宅地 はつ ぎつ ぎに天満 自治会 か ら分離 し､新 しい自治会 を誕生 させて い っ

た｡昭和 29年 (1954)の天神 自治会 の誕生 には じま り､昭和 40年代後半 まで に 6

つの 自治会 が天満か ら分離 して誕生 してい る｡

世帯数 の増加 に ともない､農地 は減少 して い った｡農林業 セ ンサ スによると､昭和 45

年 (1970)には経営耕地面積で 3,580aあ った天満 の農地 は､昭和 55年 (19

80) には 3,221a､ さらに平成 2年 (1990)には､2, 643aにまで減少 し

た (表 2)｡天満 は法制上 ､全域 が市街化 区域 とな ってい る こともあ り､農地 の宅地化 の

勢 いはいまだお とろえていない ｡

また､離農 ･兼業化 も急速 に進 んだ｡農林業 セ ンサ スによ ると､天満 の総農家数 は､昭

和 45年 (1970) 121世帯､昭和 55年 (1980)97世帯 ､平成 2年 (199

0) 76世帯 と推移 してお り､現在 も減 り続 けてい る (表 3)｡そ して､昭和 45年 (1

970) には､専業農家 10世帯 (8.3%)､第 1種兼業農家 22世帯 (18.2%)､

第 2種兼業農家 89世帯 (73.6%)とい う構成 であ った のが､昭和 50年 (1975)

には､農 家 のほ とん どすべてが第 2種兼業農家 とな った (専業農家 1世帯 (1.0%)､

第 1種兼業農家 o世帯 (0.0%)､第 2種兼業農家 97世帯 (99.0%))｡ ア ンケ

ー ト調査結果か ら､天満 3区の離農 の状況 についてみ ると､昭和 3 0年代 ､ 4 0年代 が離

農 の ピー クとな ってお り､戦後 に離農 した 25世帯 の うち しっ に 17世帯 が この時期 に離

農 して いる (図 1)｡以上 の数字か ら知 られ るよ うに､高度成長期以降 の天満 の変容 は､

たいへん激 しい ものであ った｡

非農家世帯 の大量流入 と就業構造 の変化 (と くに離農 ･兼業化) を うけて ､天満 の居住

世帯層 はいち じる しく多様化 した｡ これ らの世帯層 は､大 き く①地元層農家 ､②地元層非

農家 ､③転入層 (非農家)の 3つの グループ と して とらえ ることがで きる4) ｡かつて は

その大多数 が農家 で占め られて いた天満村落社会 は､いまや数 の上で は､非農家転入層 が
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表 1 天満の人口 ･世帯数の推移

人口(蜘26年 世帯数(掛26

をlDDとした指削 年を100とした指R)

平均世

帯人員

昭和26年(1951)

30年(1955) 1569(127)

2178(177) 486(198)

3678(299) 884(359)

5074(412) 1481(602)

7299(592) 2025(823)

8068(655) 2346(954)

8094(657) 2445(994)

7786(632) 2424(985)

35年(1960)

40年(1965)

45年(1970)

50年(1975)

55年(1980)

60年(1985)

平成 2年(1990)

姫路市の資料をもとに､ほぼ旧天満村

にあたる区域について作成｡

表 3 天満における専兼業別農家数の推移

表2 天満における総経営耕地面積

総経営耕地面積 (a)

昭和45年(1970) 3580

昭和50年(1975) 3295

昭和55年(1980) 3221

昭和60年(1985) 2955

農林業センサス

総農家数 専 業 Ⅰ 兼 Ⅲ 兼

昭和45年(1970) 121(100.0) 10( 8.3) 22(18.2) 89(73.6)

昭和50年(1975) 98(100.0) 1( 1.0) 0(0.0) 97(99.0)

昭和55年(1980) 97(100.0) 4( 4.1) 3( 3.1) 90(92.8)

昭和60年(1985) 89(100.0) 5( 5.6) 2( 2.2) 82(92.1)

農林業センサス

近年の専業農家の蜘臥兼業農家柑業を定年遡臥 たことによるものであり､農業従鞘 の誰 化鰻味している.

図 1 地元層の農業経験

(天満自治会3区)
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蓑4 天満自治会3区の住民構成

住 民 層 世帯数(割合) 世帯数(割合)

地元層農家 34(13.3) 87(34.1)
地元層非農家 53(20.8)

昭和21-40年の転入層 20( 7.8) 156(61.2)昭和41-50年の転入層 33(12.9)

昭和51年以降の転入層 103(40.4)

遡 L 12( 4.7) 12( 4.7)

ア ンケー ト調査



その大半 を占め るにいた ってい る｡天満 自治会 の うちで もっとも地元層 の占め る割合が高

い 3区の場 合で も､地元層 は全世帯数 の 3分 の 1にす ぎず ､転入層 が 3分 の 2を占めてい

る (表 4)0

天満 の村落社会 は､ いち じる しく多様化 した構成員 を組織 し､地域 の一体性 を維持 しよ

うとつ とめて きた｡ しか し､居住世帯 の大半 は長期的定住 の意思 をそなえた農家 であ ると

い う比較 的均質 な住民構成 を念頭 に形成 されていた伝統 的集団編成原理 その ままで は､大

量 の非農家転入層 の受 け入れ は不可能 であ った｡居住世帯 それぞれの地域生 活 との関係 に

応 じて地域集団 とのかかわ りを変 えていけるよ うな仕組 みをっ くってい く必要 があ ったの

であ る｡

それで は､天満村落社会 の伝統 的集団編成 は どのよ うに変 え られてい った のであ ろ うか｡

用水管理組織 の位置づ けに注 目 しつつみてい くことに しよ う｡

第 3節 地域集 団 の再編 と農業水利組合 の誕生

1 伝統 的村落社会 の集団編成

まず､図 2をみて いただ きた い｡ これは､大正 12年 (1923)の天満周辺 の地 図で

あ る｡ もともとの天満 の集落 は､かつて新 田開発 に ともな ってつ くられた堤 防上 に細長 く

延 びてお り､その周辺 は､水 田 に取 り囲 まれていた｡ また､ これ らの集落 の北 には､出屋

敷 とよばれ る家 々があ った 5) 0

明治 10年代 か ら昭和 50年前後 の 自治会再編成 にいた るまでの間､天満村落社会 には､

｢東｣ と ｢西 ｣ とい う地域 区分 が存在 していた 6) ｡細長 く延 びた集落のほぼ真 ん中で､

2つ に分 かれて いたので あ る｡ そ して､ この地域 区分 を軸 に地域集団が編成 されていた ｡

ここで は､村落組織 (自治会 )､生産集団､氏子集団､年齢集団､檀家集団 な ど､ ほとん

どの地域集団が､ この集団編成原理 の もとに統合 されていた (図 4)｡

｢東 ｣ と ｢西 ｣ は､相互 に強 い独立性 を備 えていた｡あ る自治会役員 の言葉 をか りれば､

｢東 と西 で主体 がひ とつだ った のは消防 ぐらいで､他 の活動 は天満内で は東 と西 で完全 に

分 れていた｣ のであ る｡そのためか､ ｢東｣ と ｢西｣ のあいだには､いまで も､なにか に

つ けて対抗意識 があるのだ と語 る住民 もいる｡住民 の気質 も東 と西で異 な る ともいわれて

い る｡

したが って､天満全体 を統合す る村落組織 (自治会) の運営 において も､ ｢東｣ と ｢酉｣

の区分 は明確 に意識 されていた｡村落組織 (自治会) は､近世以来 の 8つ の ｢組｣ を 2分

した ｢東 ｣ の 4つの組 と ｢西 ｣の 4つの組か らな っていた｡ そ こで､協議員 も､ ｢東｣ と

｢西｣か ら4名ずつ出 していたそ うである｡

当時 の村落組織 (自治会) は､用水管理組織や氏子集団 と しての機能 もかね そなえてい

た｡す なわ ち､村 と して用水管理 をは じめ とす る農業生産 のための条件整備 をお こない､

また､周辺 24 ヵ村 とともに魚 吹八幡 (うす きはちまん)神社 (現姫路市網 干区宮 内) の

氏子 とな っていた｡魚吹八幡神社 の祭礼 には､毎年 ､若者 た ちが華 やかな屋 台を担 いで参

加 した のであ るが､昭和 40年 代前半 までは ｢東｣ と ｢西｣ か らそれぞれ 1台ずつ屋 台 を

出 していた7) ｡ また､魚吹八幡神社 とは別 に天満地区内 には 2つの神社 があ るが､ ｢東

西｣の地域区分 があ った時期 には､ ｢東｣ は新 明神社 ､ ｢西｣ は蛭子 (えびす)神社 の祭
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図4 天満の集団編成

魚吹八織神社
昭和初期の集団編成 (旧天漬村)
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礼 をそれぞれお こな っていた 8) ｡

年齢集団 もまた､ ｢東西｣区分 を基礎 に構成 されていた｡天満 には､ ｢連 中 (れんぢ ゅ

う)｣ とよばれ る同世代集団が存在 してお り､ これが年齢集団構成 の基礎単位 とな ってい

た｡ ｢連中｣ は､同学年 の男子 によって構成 され､幼少時か ら､少年団- 青年団.一十 消

防団な どの活動 を通 して､一生 のつ きあいを した｡ ｢連中｣ のむすびっ さは非常 に強 く､

地域生活 において､ ｢隣近所｣ とな らんで重要視 されて きた｡ この ｢連中｣ もまた､かつ

ては ｢東｣ と ｢西｣でそれぞれ に存在 していたのである｡そ こで､ ｢連中｣ を基礎 に構成

され る青年団 も､昭和 26､ 7年頃までは ｢東西｣の 2つに分れていたのであるが､以後､

一体化 された｡消防団 について は､当初か ら､ 1つの組織であ った とい うことである｡な

お､女性 の参加す る集団 については､大正期か ら婦人会が結成 された こと､かつては青年

団女子部が存在 した ことが確認 され るが､それ らの くわ しい経緯 については､ さらに調査

が必要である｡

天満 には､聖安寺 (しょうあん じ) とい う浄土真宗 の寺がある｡ この檀家集団 として

｢同行 (どうぎょう)｣ とよばれる集団が存在 して きたのであるが､ この ｢同行｣ のあ り

方 について も､ ｢東｣ と ｢西｣で違 いがみ られた｡す なわち､ ｢東｣では､ ｢同行｣は､

浄土真宗 の法要 である ｢おさらい報恩講｣をは じめ､葬式 の相互扶助､見舞 い､旅行 な ど

のつ きあいの単位 と して存在 して きた｡ 1組 か ら3組では､全部で 5つの ｢同行｣が存在

す るが､それ は ｢組｣の枠 とはかな りズレたかたちで構成 された｡ 4組 では ｢同行｣ は 1

つであ り､葬式 の相互扶助 の さいにはそれが さらに 2つ に分れた｡一方 ､西 では､ ｢同行｣

はそれぞれの ｢組｣の下位集団であ り､ ｢報恩講｣ は ｢同行｣ではな く ｢組｣ の単位でお

こなわれて きた｡そ して､ ｢同行｣は､葬式 の相互扶助､見舞 い､旅行 な どのつ きあいの

単位 とされて きた｡

以上 のよ うに､昭和 50年前後 まで､天満 では､ ｢東西｣の地域区分を軸 とした集団編

成がな されてお り､ ｢東｣ と ｢西｣は相互 に対等な､独立性 の強いま とまりと して存在 し

て きた ｡ しか し､高度成長期以降の非農家転入層 の急激 な増加 によ り､ こうした伝統的集

団編成 はおおき くかわ らざるをえな くなるのである｡

2 混住化 と地域社会集団の再編成 一 農業水利組合の誕生-

昭和 50年代 は､天満 の地域社会 にとって ひとつの転換点 であ った とかんがえ られ る｡

それ までの､居住世帯 の大半 は長期的定住の意思 をそなえた農家であるとい う比較 的均質

な住民構成 を念頭 に形成 されて いた伝統的集団編成が､大量 の非農家転入層 をふ くむ多様

な住民層 を念頭 においたあ らたな集団編成へ と変更 されたか らである｡

昭和 30年代後半か ら､天満周辺では､急激 な世帯数 の増加がお こっていた｡そ して､

昭和 50年代 になると､それまで社宅住 まいだ った会社員 らが定年退職を機 に､天満 に家

を購入 して住みつ くとい う現象がみ られるよ うにな った｡また､離農 ､あるいは兼業化 し

て､企業 ･官庁 ･教育現場等で働 いていた地元層が定年退職 をむかえ､地元 に落 ち着 くよ

うにな った｡企業等での労働 の経験 を もつかれ らが地域 に定着 し､その運営 にかかわ りは

じめた ことは､ これまでの均質的住民構成 を前提 とした集団編成 を変革 して い くうえで､

大 きな原動力 とな った｡かれ らが この変革の重要 な担 い手 であ った ことに間違 いはないで

あろ う｡ ちなみに､以下 の変革期 に自治会長 をっ とめたのは､大企業 を定年退職 した元農
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家の地元層であ った｡

さて､急激 な世帯数の増加のなかで､ これ らの転入世帯層 をとりこみつつ 自治会が機能

しつづけるためには､ 自治会組織の再編成が必要であ った｡そこで､昭和 50年前後 に､

それまでの ｢東西｣区分を ｢3区｣区分 にあ らため､自治会 の再編成がおこなわれた｡北

東部の新興住宅地で もと ｢出屋敷｣のあった ところを 1区､ ｢東｣の4つの組 とその近 く

の新興住宅地を 2区､ ｢西｣の 4つの組 とその近 くの新興住宅地を 3区 としたのである｡

この新 しい地域区分 は､図 3に示 している｡大正 12年 (1923)の様子 を示 した図 2

とくらべ ると､ もともとの集落の周 りに住宅が建て込 み､地域の様相が大 きく変わ った こ

とがよ くわか る｡

この自治会組織の再編成 には､当然なが ら､新興住宅地において も地域組織を充実 させ､

自治会役員を選 出 し､自治会運営に参加 して もらお うとい うね らいがあ った｡ただ し､各

区か ら選出 され る役員数 は人口比ではな く､ 1区か ら3名､ 2区 と3区か らは各 5名 とな

っている｡そこには､地元層 (2区 と3区､かつての東 と西)主導の もと､転入層 (1区)

の参加を もとめていこうという意図がみ られ る｡なお､ 2区 と3区の役員数が同数 とされ

ているが､ これは､かつての ｢東｣ と ｢西｣の独立性のためであろう｡

自治会の再編成 にともない､子供会､青年団をは じめとして､多 くの集団が ｢東西｣区

分か ら ｢3区｣区分-と再編成 された (図 4)｡天満地区内にある神社 につ いて も､ 1区

と2区が神明神社の氏子､ 3区が蛭子神社の氏子 とされた｡ただ し､農家 によって組織 さ

れる農区 9) については､世帯数増 による運営上の影響を うけることはなか ったため､

｢東西｣区分が維持 された｡檀家集団である ｢同行｣ も､旧集落内にとどま り､新興住宅

地 にひろがることはなか った｡

けれ ども､ これで大量の転入世帯を地域 に受 け入れる仕組 みが完成 したわけではなか っ

た｡用水管理 は､居住世帯 の大半が農家であ った ころのように､地域全体の盛衰を左右す

るはどの事項ではな くな り､一部の農家の問題 とな っていたoそ こで､それまでの自治会

組織 による用水管理は､見直 され ざるをえな くなったのであ る｡

この問題 は､転入世帯の受 け入れの過程で､自治会の会計運営をめ ぐって顕在化 した ｡

先 に述べたように､かつての天満 自治会 は､用水管理組織 としての機能 もかねそなえてお

り､その運営 は､各世帯か ら徴収す る自治会責だけでな く､耕作反別割で農家か ら徴収 さ

れ る水利費や､ さらに旧部落有財産か らの収入などにより､いわば ｢ひとつの財布｣でお

こなわれていた｡急激 な人口増加 もな く､居住世帯のほとん どが農家であ った頃には､ こ

うした会計運営 になん ら問題 はなか った｡ ところが､非農家転入層の急増 により､ ｢ひと

つの財布｣ による会計運営 にたい して不満 の声があがるよ うにな った｡その さい､ とくに

問題 とな ったのは､溜池敷地の売却益など水利 にかんす る旧部落有財産か らの収入 を､自

治会会計 に組 み入れていることについてであ った｡

こうした経緯 によ り､天満では､用水管理組織を自治会か ら切 り離す必要が生 じた｡ こ

うして昭和 56年 (1981)､天満 自治会 との分離 により､天満農業水利組合が誕生 し

た｡旧部落有財産の うち､公民館 ･墓地 ･お宮 などは自治会 の財産､池 ･井戸 ･用水権な

どは水利組合の財産 とされ､ ｢自治会の財布｣ と ｢水利関係 の財布｣ は､は っきり分 けら

れた｡以後､用水管理組織 としての機能は､水利組合がにな うことにな った｡

水利組合の設立 によ り､転入層の受 け入れのさいに起 こる会計運営上の問題 はいちお う
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の解決をみた｡ こうして用水管理組織 としての機能 は自治会か ら水利組合へ と移 され､自

治会 は ｢生活者 としての住民｣の集団 とな った｡水利組合は､そのほとん どが旧集落内に

住む地元層か らなる集団であるため､その運営においては､ ｢3区｣区分で はな く､以前

か らの ｢東西｣区分による集団編成が維持 され続 けた｡

以上､天満 における昭和 50年代の地域社会集団の再編成 について述べた｡大量の非農

家世帯の来住 に対応 して､天満村落社会の集団編成 はおおきく変更 された｡ その第 1は､

昭和 50年前後 に天満 自治会を中心､におこなわれた､それまでの ｢東西｣区分か ら､ ｢3

区｣区分-の地域集団の再編成であった｡ これは､農地 の宅地化 による大幅な世帯数増加

に対応 した地域区分の修正であ り､転入世帯の地域運営への参加をめ ざす ものであった｡

第 2は､昭和 56年 (1981)の自治会か らの水利組合の切 り離 Lであ った｡ これは､

短期間に大量 の転入層 を地域社会 に受 け入れてい く過程で生 じた自治会会計運営上の問題

を解決 し､自治会を ｢生活者 としての住民｣の集団 として規定 しなおす ものであ った ｡

これによって､自治会 は全住民をカバーす る組織 として再編成 された｡そ して､ これに

ともない､老人会､青年団､子 ども会 などの年齢集団､魚吹八幡神社､神明神社､蛭子神

社 の氏子集団は､新 しい ｢3区｣区分の もとに､全住民をふ くみこむかたちで再編成 され

た｡一方､農業水利組合は､地元層のみか らな り､用水管理機能をにな う集団 とな り､そ

の運営 においては従来の ｢東西｣区分を維持 し続 けることにな った｡檀家集団 としての同

行 もまた､天満 自治会全体 に拡大 されることはな く､旧集落内にとどまり､水利組合 とお

な じく ｢東西｣区分をまもり続 けることとな った｡

昭和 50年代 の地域社会集団の再編成以降 も､転入層の地域社会への参加 ､そ して､地

元層 と転入層の融和 は､地域住民のあいだで明確 に課題 として意識 されてお り､その解決

にむけての努力が続 けられている｡

3 天満農業水利組合の位置づけ

天満の地域社会は､短期間の うちに大量の非農家転入層 を自治会 に迎 え入 れるさいに生

じた会計運営上 の問題を解決す るため､用水管理機能を自治会か ら切 り離 し､あ らたに水

利組合を設立す ることに した｡ 自治会 と水利組合 との分離 によって､非農家転入層の自治

会組織への受 け入れをめ ぐる問題 は解決 されたのであるが､ さらに､地域社会 における農

業水利組合の位置づけをめ ぐる問題が解決 される必要があった｡

水利組合の設立 にあた っての最大の論点は､ ｢農業 に従事 していない世帯 にも水利組合

-の加入資格 を認めるか どうか｣ ということであ った｡水利組合の加入資格 を農家 に限定

すれば､なが く天満 に居住 しているけれ ども農業 に従事 していなか った世帯 (寺､郵便局

など)や､すで に離農 した世帯 は､ これまで享受 して きた水利関係財産 にたいす る権利を

手放す ことにな って しまうか らである 10) ｡すなわち､加入資格をめ ぐる議論 は､旧部落

有財産 としての用水権や用水施設などの共同所有の主体 をめ ぐるものであ った｡共同所有

者 は､現在直接 これ らを利用 している農家のみにか ぎられるのか､あるいは､ これまで長

年 にわた って 自治会構成員 として ともに用水権や用水施設を所有 ･利用 し､管理 して きた

地元層全体 なのか とい う問題だ ったのである｡

結局､天満農業水利組合は､農家以外の地元層にたい して も希望があれば共同所有権を

み とめるとい うかたちで組織 された｡すなわち､終戦 (昭和 20年<1945>)以前か
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ら天満に居住 している世帯のすべて (分家をふ くむ)を有資格者 とし､その うち農業 に従

事 している世帯 を ｢正組合員｣､農業 に従事 していない世帯 を ｢準組合員｣ と規定 して､

農家 は強制加入､非農家 については任意加入 とい うかたちで､昭和 56年 (1981)2

月､水利租合の設立を実現 させたのである｡ しか し､ ｢正組合員｣ と ｢準組合員｣ とのあ

いだの権利の差異があいまいなままであったため､これをめ ぐってふたたび議論がおこり､

同年 5月には､ ｢正組合員｣､ ｢準組合員｣の区別 は廃止 された｡

こうして､天満農業水利組合 は､用水権や用水施設の直接 の利用者である農家だけでな

く､ これまで自治会構成員 としてその管理 にかかわ って きた非農家の地元層 について も共

同所有者 としての資格を認めることになった｡現行の規約 には､ ｢旧天満村 当時居住 し､

現在旧天満地域内に在住 している家族の世帯主を以 って有資格者 とし､組合員名簿 に登録

されている世帯主 により構成す る｡ (第 4条 )｣ と定め られている 11) (資料 1)｡ ｢旧天

つ地元層 については､農家 は強制加入､非農家は任意加入 とされている｡任意加入 とされ

ている非農家の加入状況をア ンケー ト調査の結果か らみると､天満 自治会 3区では､ 53

戸中 16戸であ り､加入率は 30.2%にとどまっている｡加入資格があるにもかかわ ら

ず､水利組合 に加入 していない非農家世帯が多 くあることがわかる｡

天満農業水利組合の位置づけをかんがえるうえで､ もうひ とつ考慮 しておかなければな

らないことがあ る｡それは､世帯数が急激 に増加 し､さらに人々の生活様式 も大 きく変わ

ったため､用水施設､ とくに水路の利用において､生産だけでな く生活のための利用が強

く意識 されるよ うになって きた ことである｡

居住世帯の大半が農家であったころには､水路 は､一義的には農業のための濯概用水路

ととらえ られていた｡ もちろん､野菜の泥落 としなど水路の水を生活用水 として利用 した

り､各家庭か らの生活排水が流れ込むなど､生活のための利用 もさかんにお こなわれてい

たが､それ らが明確 に意識 されていたわけではなか った｡ けれ ども､世帯数が大幅に増加

して くると､水路 に流れ込む生活排水の量 は急激 に増えた｡ また､生活様式 の変化 にとも

ない､生活排水 のなかには､油や合成洗剤 な どが大量 に混 じるようにな り､流水の質の悪

化が日に見えるかたちであらわれるようにな った｡ こうして､住民 のあいだに､水路の生

活排水路 としての役割が意識 されるようにな っていった｡一方で､農地 は減少をつづけた

ため､水路 の濯淑用水路 としての重要性 は しだいに減少 してい った｡水路 をめ ぐる共同利

用 は､かつては農家 による農業用水路の共同利用が中心であ ったが､混住化 の進展にとも

ない､居住全世帯をふ くめた生活排水路 としての共同利用の比重が高 まって きたのである｡

以上でみて きたように､混住化 にともな う居住世帯層 の多様化や生活様式 の変化にとも

な って､水利組合は､天満 の地域社会のなかで､多様な機能 をにな うことになった｡居住

世帯の大半が農家であった ころには､自治会組織をとお して居住世帯全体で用水権や用水

施設をともに所有 し､利用 し､管理 して きたのであるが､混住化の進展 によ り､ これまで

の方式 は見直 されざるをえな くなった｡共同所有 と共同利用 の主体 は分化 し､共同利用 に

ついて も､生産 にかかわる利用 の主体 と生活 にかかわる利用 の主体が分化 した｡そ して､

共同所有 と共同利用 のそれぞれにもとづいた管理がおこなわれる必要が生 じた｡ こうして

生 じた水利組合の多面的機能 は､組合規約に記 された水利組合の目的の部分 に顕著 に表 さ

れている｡
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資料 1 天満農業水利組合規約 (昭和56年5月改訂分)

天満農業水利組合規約 (改訂分)

(名称と所在地)

第 1条 本組合は天満農業水利組合 (以下水利組合という)と称し､事務所を天満

公民館に置く｡

(日的及び事業)

第 2条 水利組合は､旧天満の水利に関する権利ならびに財産を維持管理するため､

用水に支障なきよう努力するとともに､排水に関しても自治会と協力して支

障なきよう努める｡又組合員相互間の親睦と地域住民との協調融和をはかり

地域発展に寄与することを目的とする｡

第 3 条 水利組合は目的を達成するため､次の事項に関する事業を行う｡

(1) 福井大池ならびに大池より天満に至る通水溝の水利権の維持管理

(2) 大津茂川ポンプ場ならびに排水樋､揚溝の維持管理

(3)旧天満地域内の河川､高河原､大野池の維持管理

(4)組合員相互間の親睦

なお排水に関する事業も自治会と協力して行う｡

(構 成)

l 第 4条

(機 関)

第 5条

旧天満村当時居住し
､
現在旧天満地域内に在住している家族の世帯主を以

って有資格者とし､
組合員名簿に登録されている世帯主により構成する
｡

水利組合には､総会,委員会､常任委員会の機関を置く｡

(1) 総 会

イ この組合の最高決議機関である｡

ロ 総会は組合鼻で構成される｡ただし幹事以上の役員には議決権はない｡

ハ 定時の総会は毎年 1回常任委員会が召集する｡

ニ 塩時の総会は､次の場合常任委員会が召集する｡

･委員会が必要と認めたとき｡

･組合員の3分の1以上の要求があるとき｡

(後略 )



これ によると､ ｢水利組合 は､旧天満 の水利 に関す る権利 な らびに財産 を維持管理す る

ため､用水 に支 障 な きよ う努力す るとともに､排水 に関 して も自治会 と協力 して支障 な き

よ う努 める｡又組 合員相互 間の親睦 と地域住民 との協調融和 をはか り地域発展 に寄与す る

ことを 目的 とす る｡ (第 2条)｣ とある (賃料 1)｡規約 は､① 旧天満 (近世以来 の天満

村) の水利 にかんす る権利 な らびに財産 の維持管理 ､②用水 の管理 ､③排水 の管理 の 3つ

を､水利組 合 の 目的 と してあげてい るのであ る｡① は水利 にかんす る旧部落有財産の共同

所有 に もとづ く､農家 ･非農家双方 をふ くむ地元層 を主体 とす る管理 について述べた もの

であ る｡② は生産 にかかわ る共 同利用 に もとづ く､農家 を主体 とす る管理 であ る｡ そ して､

③ は生活 にかかわ る共同利用 に もとづ く管理 であ り､ 自治会 と協力 して地域住民全体 を主

体 と して お こな うもの とされて いる｡

第 4節 天満農業水利組合の運営

つづいて､天満農業水利組合 の運営 の実際 についてみてい くことに しよ う｡水利組合 の

運営 において は､伝統 的な集団編成 の原理 (西 と東)や､古 くか らの慣習が保持 されて い

るD

る｡組 合長 と副組合長 は､ ｢西｣ と ｢東｣か らそれぞれ 1名ずつが推薦 され､総会 で承認

され る｡会計 (幹事兼務) 2名 な らびに幹事 6名 は､ ｢西｣ の 1- 4組 と ｢東｣の 1- 4

組 か ら各 1名､委員 (世話人) 16名 は､ ｢西｣の 1- 4組 と ｢東｣の 1- 4組 か ら各 2

名 がそれぞれ選 出 され る｡

水利組 合 の行事 ･活動 には､古 くか らの慣 習を残す ものが多 い｡ まず ､用排水 および用

排水施設 の維持管理 にかんす る もの としては､毎年 ､ 6月中旬 と8月 上旬 の 2回お こなわ

れ る ｢池落 ち (福井大池 の水 を田畑 へ落 とす こと)｣､ 5月 の田植 え前 と7月下旬 の 2回

お こなわれ る溝 さ らえ､約 10年 お きにお こなわれ る福井大池 の池 さらえな どがあ る｡

｢池落 ち｣ の 日は､近世以来､福井大池 の水 を共同で利用 している ｢池 の郷士 ヶ村｣が集

ま って決 め ることにな ってい る｡ この会 合には､各村 か ら代表 が 1名ずつ参 加す るのであ

るが､天満 は近世以来 ｢池頭 (いけが しら)｣をつ とめ る村 であ るため､ 自治会長 と水利

組合長 の 2名が参加 し､水利組 合 の役員会の決定 に もとづいて天満 の 自治会長が ｢池落 ち｣

の 日を提案す るのが慣習 であ る｡

また､水利費 の徴収 は ｢とりたて｣ といわれ､毎年 1月 2 8日と8月 28 日の 2回 に分

けて徴収 され る｡ ｢とりたて｣ に さきだち､役員会が開かれ､耕作割 (反別水利費 の計算)

がお こなわれ るo そ して､ ｢と りたて｣の一週間前 に､各組 の水利委員 (世 話人)が納付

書 を配布 し､当 日､組 合員 は水利費 を公民館 までそれぞれ持参す ることにな っている｡

｢とりたて｣ の方法 も､ 日取 りも､少 な くと も明治期 か ら変更 されて いない ｡

このほか に､必要 に応 じて､随時､役員会 が もたれ る｡ また､年 1回 は､総会 を兼ねた

日帰 りの慰安旅 行や､役員旅行 もお こなわれている｡

この水利組合 には農家 だ けでな く非農家 の組合員 も存在す るが､実際の活動 の中心 とな

ってい るのは､や は り農家であ る｡ ア ンケー ト調査で､水利組合長､水利委員 にふ さわ し

い人 とは どのよ うな人かたずね た ところ､まず第 1にあげ られたのは､ ｢農業 や水利慣行
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についてよ く知 って いる人｣であ った (図 5)｡ 57人中､水利組 合長 につ いては 48人､

水利委員 について は49人が こ う回答 してい る｡つづいて､行動力 や統率力 ､時間的余裕､

行政 への影響力 な どが重視 され る傾向 にある｡ あさ らかに､水利組 合 の中心 的 にない手 は

農家で あるべ き､ とかんがえ られている｡

つ ぎに､水利組 合の行事 や活動への参加状況 についてみて みよ う｡水利組 合の行事や活

動 への参加頻度 は全体 にかな り高 いのであるが､なかで も農家 の参加頻度 は きわめて高 く

な って い る｡水利組合がお こな う溝 さらえについてみ ると､ ｢よ く参加す る｣ とい う回答

は､農家 で はほぼ全世帯 であ るのにたい して､非農家 では約 6割 に とどま ってい る (図 6)

｡ また､慰安旅行 について は､ ｢よ く参加す る｣ とい う回答 は農家で は約 8割 であ るのに

たい して､非農家 では約 3割 と少 ない (図 7)｡

また､水利組 合活動 へのお もな参加者 は誰 かたずねた ところ､ ｢世帯主｣ とい う回答が

約 8割 と圧倒的で､ついで ｢あ とつ ぎ｣､ ｢配偶者｣であ った (図 8)｡農家 の場合､

｢世帯主 ｣ につ いで､ ｢あ とつ ぎ｣､ ｢世帯主 の親｣ と､男性 の参加 を予測 させ る回答 が

な らぶのにたい して､非農家 で は､ ｢配偶者｣ とい う女性 の参加 を示す回答 がみ られ るの

が特徴的であ る｡以上 か ら､水利組合 の行事 や活動 において は､農家 の世帯主 を中心 と し

て､非常 に高 い参加率が維持 されてお り､伝統 的村落 の集団性 が保 たれて い るといえ るだ

ろ う｡

このよ うに､水利組合役員 の選 出や行事 ･活動 において は､伝統 的集団編成原理 であ る

｢東西J と近世村 を継承す る8つの組 が今 日で も機能 してお り､古 くか らの慣習が濃厚 に

保持 されてい る｡ また､その運 営 において は農家 を中心 に､伝統 的村落 の集 団性 が維持 さ

れて お り､行事 や活動 において は､農家 の世帯主 を中心 に､非常 に高 い参加率が認 め られ

る｡

第 5節 水利組 合への認識

それで は､混住化 に対応 して多様 な機能 を になわ されなが らも､農家 を中心 に伝統 的集

団編成原理 や古 くか らの慣習､ そ して伝統 的村落 の集団性 を維持 しつつ展開 されてい る天

満農業水利組合 は､居住世帯各層 か らどのよ うな存在 と して認識 されてい るので あろ うか｡

先述 した よ うに､天満農業水利組合 は､農業用排水 の管理 だ けでな く､水利 にかんす る

権利 や財産 の管理 ､生活排水 の管理 とい った多様 な機能 をにないっつ運営 されて いる｡ そ

のため､水利組 合-の認識 は､住民各層でそれぞれ大 きく異 な ってい る｡ また､かつて居

住世帯 のほ とん どが農家であ った時期 には､農業用 の濯瀧用水路 と して管理 されて きた水

路 は､農地 の減少 と非農家世帯 の増加 ､ さらに人々の生活様式 の変化 を うけて､生活排水

路 と しての比重 が高 ま って きた｡以下では､地元層 の農家 ､地元層 の非農家 の うち組 合加

入者 ､ おな じく地元層 の非農家 の うち組 合非加入者 ､転入層 のそれぞれが､水利組合や水

路 について どの よ うに とらえて いるのか整理 してみたい｡

当然 なが ら､地元層 の農家 は､水利組合への関心が もっとも高 い. ア ンケー ト調査 の結

果､経営耕地面積 が 3反 を越 え る農家 は､ 自治会 よ りむ しろ水利組合の ほ うを身近 に感 じ

てい る人が多 い ことがわか った (図 9)｡かれ らに とって､水利組合 は､ まず､天満 の土

地 で農業 をす る人々のための組織 と して重要 であ る｡水路 については､農業 用水路 で あ る
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図5 水利組合長 ･水利委員の適性 (水利組合加入者､ 1人 3つまで)

図6 溝さらえへの参加状況
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図9 自治会と水利組合のどちらがより身近な存在か (水利組合加入者)
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と同時に生活排水路 として認識 されてお り､生産および生活環境 の整備 とい う観点か ら､

自治会 との協力の もと､地域住民全体を含めた水路管理をお こな う必要性が認知 されてい

る｡

地元層の非農家の意識傾向には､組合加入者 と非加入者の間で差異が認め られ る｡組合

加入者 は水利組合を､水利 にかんす る権利や財産の共同所有者の集団 ととらえる傾向が強

い｡そ してそれは､自分は地付 きの人間であ り､地域をっ くってい く主体であるとい う自

覚 によって支え られている｡親 は農業に従事 していたが､本人は全 く農業の経験がないの

に水利組合に加入 しているとい う人に加入 の理由をたずねた ところ､ ｢私や私の親が これ

まで地域 の人 々にお世話 になって きたか ら､私 も務めを果 さなければ と思 って加入 してい

ます｣ との答 えであった｡農業 に従事 していな くて も､組合加入者 は年 2回の溝 さらえに

出る義務がある｡ 自治会のお こな う生活排水路の溝掃除 13) に くらべて､水利組合のおこ

な う農業用水路 を中心 とした溝 さらえは､はるかに広範囲で重労働である｡ にもかかわ ら

ず､水利組合に加入 して地域 にたいす る ｢務 め｣を果そ うとす るのは､みずか らが地域を

つ くってい く主体であるとい う意識が存在す るか らであろう｡かれ らは､農家以外の人 も､

もっと水路の管理にかかわるべ きであるとかんがえている｡

一方､組合非加入者 は､水利組合を農家の集団 ととらえ､農業に従事 していないので加

入の必要性がないとかんがえる傾向がみ られ る｡組合に加入すれば､農業用水 を利用 して

いないに もかかわ らず､水路の溝 さらえを しなければな らな くなる｡ただ し､近世以来､

天満村 として築 いて きた水利 にかんす る旧部落有財産 については､組合員だ けがそれを享

受す るのではな く､ ｢もっと地域住民の融和 のために役立て られない ものか｣ とかんがえ

る人 もある｡水路 については､ ｢水利組合に管理をまかせておけばよい｣ とす る人､ ｢自

治会を中心 に地域住民全体で管理すべき｣ とす る人など､意見 はさまざまである｡

転入層 の水利組合にたいす る関心 は､おおむね薄い｡水利組合の存在を知 らない人 もめ

ず らしくな く､水利組合や水路 の管理 について意見を求めて も､ ｢わか らない｣ とい う答

えが多い｡かれ らは水利組合には加入 していないけれ ども､ 自治会のおこな う溝掃除につ

いては参加義務がある｡転入層が約 9割 と圧倒的多数を占める新興住宅地 の 5組の組長に､

自治会 の溝掃除 の様子 についてたずねた ところ､5組では､溝掃除に出るのを嫌 う人が多

いため､やむな く欠席者か らは罰金 (5千円)をとっている 14) が､それで も罰金を払 っ

てす まそ うとかんがえる人 もいるとい うことであった｡やは り､借家 に住む人よ りも､持

家に住む人のほ うが､自覚的に参加す るそ うである｡欠席 した場合で も､持家の人は､

｢すみません｣ とお詫 びの言葉を添えて組長 のところまで罰金を持参す るのにたい して､

借家の場合は､家 まで取 りに行かなければな らない｡罰金を取 りに行 くのは､組長 にとっ

て大変いやな仕事である｡ また､五組の総会で溝掃除が話題 にのぼることもあるが､その

ほとん どが ｢溝掃除は水利組合がやればいい｣､ ｢市 に委託で きないか｣な ど､溝掃除を

自治会の活動 として認めたが らない意見 とい うことである｡誰か他の者 (組織)によって

生活環境を快適 な ものに して もらお うというかんがえが強 く､みずか ら地域環境の整備 に

かかわ ってい こうとい う意識 は希薄である｡

みて きたように､居住世帯各層の水利組合にたいす る認識 は､それぞれ大 きく異な って

いる｡それは､天満の地域社会 における農業水利組合の位置づけの複雑 さを反映 した もの

であろう｡
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第 6節 用水管理事業 と所有 ･生産 ･生活

以上 ､高度成 長期以降 の用水管理組織 の存在形態 について ､兵庫県姫路市大津区天満 の

事例 を とお して検討 した｡天満村落社会 は､近世以前か ら末端用水管理組織 と しての機能

をにな って きてお り､戦後 も､ その機能 は天満 自治会 によ って はた されて いた｡ けれ ども､

高度成長期 にな ると､天満村落社会 には大量 の非農家転入世帯が流入 し､村 落内部 で も離

農 や兼業化 が進 んでい った｡ そ して､用水管理事業 は､ もはや､ 自治会構成世帯 の大半 に

かかわ る問題 で はな く､一部 の農家 の問題 とな ったのであ る｡

自治会組織 による用水管理 の矛盾 は､会計運営 をめ ぐって顕在化 した｡ ｢自治会 の財布｣

と ｢水利関係 の財布｣ とは分 け るべ きだ とい うのであ る｡ そ こで､用水管理機能 を 自治会

か ら切 り離 し､あ らたに天満農業水利組合を設立す ることにな った｡ けれ ど も､天満農業

水利組 合 は､単純 な農業用水管理組織 と して構成 されたわ けではなか った｡ それ は､混住

化 による天満地域社会 の変化 を反映 して､多様 な機能 のにない手 と して存在 す ることにな

ったのであ る｡

天満村落社会 の構成世帯 のほ とん どが農家であ った ころには､用水管理 は､村落社会全

体 の事業 であ り､用水権 や用水施設 は村落社会 の構成員 (世帯) によ って､ ともに所有 .

利用 され､管理 されていた｡ けれ ども､混住化 の進展 によ り､共同所有 と共 同利用 の主体

は分離 された｡す なわち､水利 にかんす る旧部落有財産 の共 同所有者 と して の資格 は､農

家であ るか否 か にかかわ らず終戦 (昭和 20年<1945>)以前か らの村 落構成員 (地

元層) とされた｡ また､共 同利用 について も､生産 にかかわ る共 同利用 と生 活 にかかわ る

共 同利用 とでその主体 が異 な るよ うにな り､生産 にかかわ る共同利用 にた い して生活 にか

かわ る共 同利用 の占め る比重 が拡大 して きた｡用水施設 のひ とつであ る水路 は､農家 によ

って生産 にかかわ る目的で利用 され るだけでな く､居住世帯 のすべて に とって生活排水路

と して重要 な役割 を果た してい ることが､水路 に流入す る生活排水 の増加 とその水質 の悪

化 によ って､地域住民 のあいだ に明確 に意識 され るよ うにな ったのであ る｡天満農業水利

組 合 は､ この うち､共同所有者 としての資格 を基礎 と して構成 されて お り､ それぞれその

主体 を異 にす る共同所有 ､生産 にかかわ る共 同利用､生活 にかかわ る共同利用 について､

それ に対応 した管理機能 をにな う組織 と して存在 しているのであ る｡水利組 合 のにな う多

様 な機能 を反映 して､居住世帯各層 の天満農業水利組合 にたいす る認識 は､それぞれ大 き

くことな る もの とな ってい る｡

現在 ､天満農業水利組合 の運営 は､用水権 や用水施設 の共 同所有者 であ り共 同利用者 で

あ る農家 を中心 に､伝統 的な集団編成原理 や伝統的村落の集団性 を維持 しなが らお こなわ

れて い る｡ けれ ども､農業従事者 の高齢化 ､農地 の宅地化 による離農 が今後 さらに進 んで

い くことをかんがえ ると､用水管理事業 において は､非農家世帯 や共 同所有者 で はない世

帯 との関係 を どのよ うに形成 してい くかが､ これか らの大 きな課題 にな って くるとお もわ

れ る｡天満 自治会 の役員 のあいだには､ 自治会 のなか にあ らた に水利関係 の問題 を担 当す

る役員 を置 こうとい う意見 もあ るが､いまの ところ水利組合長 と自治会長 との話 し合いが

あ るだ けで､ と くに問題 は生 じていない｡ けれ ども､ このまま農業 の衰退 が進 んで いけば､

両者 の関係 を問 い直 さね ばな らない ときがや って くるであろ う｡ こうした地域 の将来 をみ

とおすな らば､非農家世帯 や転入世帯 をふ くみ こんだ居住世帯全体が､生活者 と して用水

施設 の管理 にひろ くかかわ って いけるよ うな仕組 みの充実がめ ざされね ばな らない とお も
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われる｡

1) ｢混住化｣の定義 にあた っては､徳野貞雄 による定義を参照 した [徳野貞雄 19

88] ｡

2) この用語が行政用語 として定着す るのは 『昭和四八年度農業 白書』で用い られてか

らであるが､ 『昭和四六年度農業 白書』 にはすでに ｢地域社会 としての農村が農家 と

非農家の混住社会化す ることは､農業生産に関する地域社会 としての意志統一や農家

集団等 の組織的活動 を著 しく困難化 している｣ との指摘がみ られる｡

3) この調査 は､神戸大学助教授藤井勝氏 の主宰 による兵庫県姫路市天満地区における

地域社会調査の一環 と してお こなった ものであるD このなかで､筆者は､組 ･同行 (

どうぎょう)､用水管理組織など､当該地域の伝統的社会集団にかんす る調査を担当

した｡なお､アンケー ト調査 は留置方式でおこない､天満 自治会 3区の全世帯 を対象

として､各世帯の世帯主に記入を依頼 した｡その結果､ 279世帯の うち 255世帯

(91. 4%)か ら回答を得 ることがで きた｡

4) ここでは､戦前 より天満 に居住す る世帯､およびその分家を地元層､戦後 に移 り住

んで きた世帯を転入層 と区分 したい｡地元層 と転入層を このように区分 した理由は､

①明治期～戦前に転入 した世帯 はごく少数であること､②水利組合の加入資格が同様

に規定 されてお り､戦前 に転入 して きた世帯 も当該地域では地元層 として認知 されて

いるとかんがえ られること､③ アンケー ト調査を集計 した結果､戦前 に転入 して きた

世帯 の属性 や意識 は､みずか らを村の草分 けとす る家やその家か らの分家 とほぼ同様

の傾向を示 していること､以上 3点である｡

5) この出屋敷が､天満で もっとも古い集落である｡

6) ききとりによると､近世か ら明治 10年頃までは､ ｢東｣､ ｢中｣､ ｢西｣ とい う

地域区分が存在 した とい うことである｡

7) 現在は､天満か らの屋台は 1台だけである｡なお､村 の中が ｢東｣､ ｢中｣､ ｢西｣
に分れていた時期 には､屋台はそれぞれか ら1台ずっ､計 3台出ていた｡

8) ｢東｣､ ｢中｣､ ｢西｣の地域区分のあった時期 には､村のなかには 3つの神社が

あった ｡

9) 農区はお もに農協の下部組織 として機能 している｡

10) ただ し､水利 にかんす る旧部落有財産 にたいす る権利 を手放す ことによるデメ リッ

トは､具体的なかたちで意識 されているわけではない｡ ｢もし､将来､なん らかの事

情で水利の財産か らの恩恵 を享受で きるようなことがあ った ときに困 る｣ とい う程度

の認識である｡か りに､水利組合が不動産の売却な ど､なん らかの事情で莫大な利益

を得 ることがあった として も､それを組合員 に直接配分す るとい うことは､あ りえな

い とかんがえてよいだろう｡地元層のあいだにおいて も､水利 にかんす る旧部落有財

産 の共同所有権を もっ ことのメリッ トとデメリッ トは､あいまいなままなのである｡

ll) 規約では ｢世帯｣にたい して加入資格を認めるとい う表現が とられているが､加入

資格 を もつ家か らの分家の世帯主 も有資格者 とされているので､加入資格は ｢家｣ に

たい して認 め られていると解釈すべ きであろう｡

12) したが って､昭和 20年以前に天満 に転入 した世帯 は､水利組合への加入資格 を も
っている｡ これは､地域社会がかれ らを新 しく ｢地元層｣ と認知 した こととして注 目

したい｡

13) 自治会の構掃除は､ 4月中旬の日曜 日におこなわれ る｡参加者 は男性が中心である｡

14) 欠席 して罰金 を払 う世帯 は､ 1回につ き 10世帯 ほど (計約 5万円) とい うことで

ある｡ 5組 の活動費 は､この罰金だけでまかなわれている｡なお､ 1- 4組では､参
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加状況が良 いため､欠席者 にたいす る罰金 はない｡
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終章 総括

｢水｣は水稲作 に欠 くことので きない生産手段であるが､それは､個 々の経営体への分

割がむずか しく､私的所有 にな じまない｡そ こで､ この ｢水｣ とい う地域資源を共同で管

理 してい くために､用水管理組織が形成 され る｡本稿の課題 は､ 日本村落社会 における用

水管理組織 を対象 として､その組織原理 の歴史的変遷を解明す ることであ った ｡ 日本村落

社会 における共同性のあ り方 について､用水管理 とい う側面か ら考察を試みたのである｡

このよ うな本稿 の課題設定 は､ 1950年代の ｢村落共同体｣論 と鈴木栄太郎の ｢自然

村｣論の強い影響のもとに生 まれた余田博通 ｢溝掛か り｣論 についての批判的再検討 の う

えに立脚 している｡ ｢溝掛か り｣論 は､社会学 における水利研究 としては もっとも代表的

な ものであ り､ 日本村落社会における ｢水利 の共同｣の もつ意味の重要性 に もかかわ らず､

社会学の分野 において水利 についての研究が きわめて少ないなかで､大変貴重な業績であ

る｡ しか し､ ｢溝掛か り｣論 は､耕地の分散 占取形態のみか ら水利の共同性 を基礎づけ､

それを村落結合の基底に据えるという ｢所有論的共同体論｣ としての限界を もっ ものであっ

た｡ また､ ｢自然村｣論の継承 にあた って､水利の共同性を-村落内で完結的にとらえる

傾向 も生 じた｡ ｢溝掛か り｣論 においては､村落内部 における耕地 の分散占取形態 とい う

非常 に狭 い事項 のみに関心が注がれ､用水を媒介 として人々のあいだに形成 される多様 な

社会関係 (所有関係 もモノを介 した人 と人 との関係 とい う意味でこれにふ くまれ る)が見

過 ごされて しまったのである｡その結果､ ｢溝掛か り｣論 においては､用水管理 をめ ぐる

権利主体や､それが地域的対抗関係､あるいはそれぞれの時代の為政者や権力 との関係 と

いった対外関係 のなかで共同管理を展開 してい く姿があ らわれてこなか った｡そ こで､用

水管理組織 について､用水の所有 ･利用 ･管理をめ ぐる ｢権利主体｣像 に注 目 しつつその

組織原理 の歴史的変遷を解明す るとい う課題の設定 に至 ったのである｡

課題の検討 にあた っては､地域社会の基本的性格を地域共同管理組織であるとす る中田

実 ｢地域共同管理｣論､その うちとくに地域住民 自治組織 についての地域共同管理主体 と

しての成熟段階 にかんす る議論 を敷宿 し､分析の枠組 とした｡すなわち､用水管理組織 に

おける用水管理主体の変遷を､土地 についての関係のあ り方 を軸 に､①共同体型管理､②

土地所有者支配型管理､③生産者管理､④生産者+生活者管理の4つの段階 として とらえ

てい くことに した｡ただ し､本稿での検討の対象 は､地域住民 自治組織ではな く､用水管

理組織であるので､用水管理をおこな ううえで不可欠な用水 と用水施設 についての関係の

あり方を もうひ とつの軸 として設定 し､分析 をおこな ってい くことに した｡

以上の課題 と方法 に もとづ き､本稿では､兵庫県の溜池濯概地帯の村落を対象 として､

事例研究をおこな った｡①共同体型管理か ら②土地所有者支配型管理 を経て③生産者管理

にいた るまでの展開過程 については､兵庫県加古郡稲美町国岡の事例 をとお して､③生産

津区天満の事例 をとお して検討 した｡

国岡は､ 17世紀 に新開村 と して開発 された村落であ り､用水の獲得をめ ぐる争いが激

しい地域 にあった ことか ら､外部政治権力の関与や利用な しには､水利秩序 の形成や変更､

日常 の維持運営が困難であ り､共同体型用水管理 は､藩政村 と強 くむすびっいたかたちで

形成 された｡そ して､ この用水管理秩序 は､近代以降の用水管理のあ り方を濃厚 に規定 し
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てい くことにな った｡

近代以降､国岡の用水管理 は､旧近世村を末端用水管理組織 として展開 されていった｡

近世村国岡新村 として整備 されて きた共同用水権 とそれにもとづ く用水施設や､周辺村落

とのあいだの対外的用水管理秩序､組織内部での用水管理方式などは､ほとん どそのまま

のかたちで継承 されていった｡ こうして､国岡の用水管理組織 は､つねに国岡の村落社会

と深 く結 びっ き､村落構成員中心の秩序をた もちつづけることにな った｡

こうした近世的用水管理秩序 の枠組をた もちつつ､近代以降の社会変動のなかで､国岡

の用水管理組織 は､変容を遂 げていった｡対外的には､より広域の虐淑水系のなかにみず

か らを位置づけるようになり､組織内部で も､村落機構 との分離を段階的に進 めつつ､機

能集団 としての組織的整備が進め られてい った｡その過程で､用水管理組織 の組織原理 は､

所有者支配型管理か ら生産者管理へと､大 きく転換 してい った｡

地租改正 によって土地の私的所有権が確立す ると､土地所有者支配型管理 の確立が進ん

だoそのメンバー シップは土地所有者 に限 られ､土地を もたない農民 は用水管理か ら排除

された｡用水管理組織の役員 には､部落内のお もだ った地主が継続 して選出 されるよ うに

な り､地主代表制 というべ き構成がとられるようになった｡その リーダーは､近代初頭 に

は､元庄屋家の系譜を引 く ｢家格型地主｣が村政全般をあずかる ｢国岡総代｣ としてその

地位を独 占 したのであるが､大正末期の用水管理組織 と村落機構 との分離後 にはその独 占

的優位 は くずれた｡ さらに昭和初期 には水利委員長 と匡l圃総代が分離 し､村役両頭制が成

立 し､昭和 10年代に､ ｢家格型地主｣にかわ って､会社経営を手がけつつ土地を集積 し

た ｢実業家型地主｣が用水管理組織の リーダ- としてあ らわれ るようにな った｡

そ して､戦後の農地改革 によ り地主制が解体 され､耕作者主義 にたっ土地改良法が制定

され ると､用水管理組織の組織原理 は､生産者管理へ と転換 した｡用水管理組織 のメンバー

シップは実際の用水利用者である耕作者 に開かれ､地主 による用水管理組織 の支配 は薄れ

ていったo役員 は､ ごく平均的な自作農 によって占め られるようにな り､また､ リーダ-

について も､土地所有面積の大小 によるのではな く､農業 にかんす る知識の深 さや組織運

営の手腕がその適性 として評価 されるよ うにな り､ ｢実務型 自作農｣が選出 され るよ うに

な った｡離農 ･兼業化が進 み､農業従事者の高齢化が問題 とされ るよ うにな った近年では､

役員層 の人材確保が問題 となっている｡

天満の事例 は､高度経済成長以降､都市周辺の村落において広 くみ られる ｢混住化｣現

象の進展のなかでの用水管理組織の存在形態 について検討 した ものである｡そ こでは､生

産者型管理か ら生産者 +生活者型管理-の展開の問題だけでな く､用水 と用水施設 につい

士の共同所有 ･共同利用 ･共同管理をどのよ うなかたちで形成 してい くか とい う､あらた

な問題が登場 している｡

高度成長期以前の天満では､用水管理 は自治会組織 によってになわれていた｡居住世帯

の大半は定住の意思 をそなえた農家 (生産者)であ り､かれ らは自治会の構成員 (世帯)

として､用水 と用水施設 をともに所有 し､利用 し､管理 していた｡ けれ ども､村落外か ら

非農家世帯が大量 に流入 し､内部で も離農が進むと､従来の自治会組織 による用水管理 は

見直 され ざるをえな くな った｡共同所有 ･共同利用 ･共同管理の 3者の関係が問い直 され

ることにな ったのである｡

混住化 の進展 にともな う地域集団の再編成 にあた って､用水管理の機能 は自治会か ら切
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り離 され､かわ って天満農業水利組合が設立 されることにな った｡ これにともない､用水

と用水施設 についての共同所有者 は終戦以前か らの村落構成員 (地元層)に限 られ､ この

共同所有者 としての資格 を基礎 に水利組合員 としてのメンバー シップが規定 された｡ また､

水路 な どの用水施設の共同利用 について も､生産 にかかわ る共同利用 と生活 にかかわる共

同利用 とでその主体が異なるよ うにな り､生産 にかかわる共同利用 にたい して生活 にかか

わる共同利用の占める比重が拡大 してきた｡ こうして､(a)共同所有､ (b)生産 にかかわ

る共同利用､(C)生活 にかかわ る共同利用は､(a)地元層､ (b)農家､(C)全居住世帯へ

とそれぞれその主体を分化 させるにいたった｡そこで､共同所有､生産 にかかわる共同利

用､生活 にかかわる共同利用のそれぞれに応 じた管理が必要 とされることにな り､水利組

合 は自治会 と協力 しっつ､ これ らの多様な管理機能 をにな ってい くことにな った｡

国岡 と天満 における事例研究か ら共通 してみえて くるのは､用水管理組織 の組織原理の

根底 に､ じっは (耕地ではな く)用水 と用水施設の ｢所有｣の問題があ った とい うことで

ある｡ これ らの事例では､ ともに､用水 と用水施設の共同所有 は､旧近世村 を継承す る部

落あるいは村落社会の構成員 としてのメンバー シップと結 びっいたかたちで存在 していた｡

国岡においては､たとえ国岡の用水管理組織 の濯概区域内において耕地を所有 していて も､

あるいは耕作 していて も､村落構成員 としてのメンバー シップが得 られないか ぎり､用水

管理への全面的参加はさまたげ られていた｡国岡における昭和 51年 (1976)の新規

参入者 にたいす る共同所有および共同管理か らの排除の決定や､昭和 56年 (1981)

に誕生 した天満農業水利組合に､水利関係財産 を管理す る目的で非農家が加盟 しているこ

とな どに､ この ことは象徴的にあ らわれている｡

水 自体を直接管理す ることは不可能である｡そこで用水管理組織 は､用水施設 とい う器

を媒介 として､社会的に承認 された共同用水権の もとに､用水管理をお こな うのであるが､

その共同管理の権利主体 となるためには､ これ らの用水 と用水施設の共同所有者であると

い うことが潜在的条件 としてつねに前提 とされていた｡用水管理組織 は､それが もつ用水

と用水施設 についての ｢共同所有｣ と強 く結 びっいたかたちで展開 されて きたのである｡

そ して､地域社会 における非農家世帯の増加 により用水 と用水施設 についての共同所有 と

共同利用の権利主体が複雑 に分化 した現在､ これに応 じてその管理主体や管理の内容 も分

化 し､ ｢共同利用｣に もとづ く管理の必要性 も認められは じめている｡

｢共同所有｣ と結びっいて展開 されてきた用水管理 は､用水や用水施設の共同所有者 と

な りえない人 々- 村落内に居住 していない人や新規参入者 など- をその運営か ら排除

して きた ともいえる｡ しか し､共同所有者たちこそが､地域 における生産活動 に欠 くこと

ので きない用水 を､多 くの場合､無償 に近い労働によって献身的に確保 し､同時に水路な

どの生活環境整備の中心的担い手 となって きたのである｡ かれ らの働 きを支 えて きたのは､

共同所有者 としての資格 に裏付 けられた地域社会形成主体 としての責任感であろう｡共同

用水権 は､何世紀 に もわた って､周辺地域 との共同 と対抗のなかで､まさに命がけで今に

伝 え られた ものである｡その地域社会 にとって きわめて重要 な財産である共同用水権 を維

持 ･管理 してい くうえで､共同所有者であるとい うことは積極的な意味を もつ もの として

評価 したい｡そ して､ このような共同所有 と結びっいた共同用水権の役割の積極性 を評価

しつつ､それを越えた地域的共同利用権を形成 してい くことが必要である｡地域社会の構

成員が多様化 した現在､地域資源 としての用水を共同管理 してい くためには､ このよ うな
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重層的構造 が必要 とされ るので はないだろ うか｡
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鳥越陪之､ 1986､ ｢日常生活のなかの環境問題｣､ 『社会学評論』第 37巻第 1号

- - ､ 1989､ 『環境問題の社会理論』､御茶の水書房

雄山閣出版

中田薫､ 1938 (初出 1920)､ ｢江戸時代 に於ける村 の人格｣､ 『法制史論集第二

巻 物権法』､岩波書店

中田実､ 1980､ ｢都市内農業 と非農家- 家庭排水問題 を中心に- ｣､農業研究会

編 『郡市 と農村- 農業への学際的提言 2--』､大成出版社

- ､ 1986､ ｢概説 日本の社会学 農村｣､ 『リーデ ィングス日本 の社会学 6 :

農村』､東京大学出版会

- ､ I990､ ｢コ ミュニティと地域の共同管理｣､ LF町内会 と地域集団』､ ミネル

ヴァ書房

- ､ 1993､ 『地域共同管理の社会学』､東信望

- ､ 1995､ 『地域共同管理の類型 と展開過程 に関す る総合的研究 (平成六年度科

学研究費補助金研究成果報告書)』

永田恵十郎､ 1971､ 『日本農業の水利構造』､岩波書店

- ､ 1980､ 『溜池濯概地帯 における農業生産の展開 と農業水利』､国際連合

大学

中村吉治､ 1956､ 『村落構造の史的分析- 岩手県煙山村- 』､ 日本評論新社

一 ､ 1977 (初出一九五六)､ ｢村落共同体｣､村落社会研究会編 『村落社会研

究 (復刻版) 第 Ⅲ輯 村落共同体の構造分析』､御茶 の水書房

二宮哲雄 ･中藤康俊 ･橋本和幸編著､ 1985､ 『混住化社会 とコ ミュニテ ィ』､御茶 の

水書房

入 ヶ他郷土地改良区､ 1988､ 『入 ヶ池郷土地改良区誌』

農林省図書館編､ 1967､ 『農林文献解題 農業水利篇』､日本農業文庫

蓮見音彦､ 1987､ ｢行政村 としての自然村｣､ 『現代世界の地域社会』､有信望

長谷川善計他､ 1991､ 『日本社会の基層構造- 家 ･同族 ･村落の研究- 』､法律

文化社

旗手勲､ 1977､ 『土地改良百年史』､平凡社

､ 1980､ 『淡河川 ･山田川疎水の成立過程』､国際連合大学

服部一馬､ 1955､ ｢農業水利 における共同体規制- 地主制の一要因 と して- ｣､

『一橋論叢』第 33巻 2号

馬場昭､ 1965､ 『水利事業の展開 と地主制』､御茶の水書房

原秀櫨､ 1988､ ｢地理学 における農業水利研究の系譜- 日本 における研究例- ｣､

『大阪商業大学論集』第 82 ･83合併号

姫路市史編集専門委 員会編､ 1991､ 『姫路市史 第三巻』､姫路市

福田ア ジオ､ 1990､ ｢近世村落の景観 と社会組織- 近世史料 としての現代- ｣､

『歴史 と地理』第 424号
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福武直､ 1977 (初出 1956)､ ｢現代 日本における村落共同体の存在形態｣､村落

社会研究全編 『村落社会研究 (復刻版)第Ⅲ輯 村落共同体の構造分析』､御茶の水

書房

船橋和夫､ 1977､ ｢湖西農村における水利 と葬礼の共同組織- 滋賀県安曇川町三重

生の事例- ｣､ 『ソシオロジ』第 22巻 1号

古島敏雄､ 1953､ ｢農業水利支配 ･山林所有 と地主制｣､ 『日本資本主義講座 第五

巻』､岩波書店

- - ､ 1954､ ｢水利支配 と農業 ･農村社会関係｣､近藤他編 『農地改革 農村問

題講座第一巻』､河出書房

堀内義隆､ 1955､ .｢奈良盆地に於ける水利慣行 と村落構造｣､ 『人文地理』第 6巻 6
【::コ
1亨

マルクス ･K (手島正毅訳)､ 1963､ 『資本主義に先行す る諸形態』､大月書店

水津一朗 1976 『ヨーロッパ村落研究』､地入善房

水林彪､ 1987､ 『封建制の再編 と日本的社会の確立』､LJ｣川出版社

森実､ 1990､ 『水の法 と社会』､法政大学出版局

安井正巳､ 1967､ ｢水利問題 とその理論｣､農林省図書館編 『農林文献解題 農業水

利篇』､日本農業文庫

柳田国男､ 1907､ ｢農業用水二就 テ｣､ 『法学新報』第 17巻 1号 (a)､ 2号 (b)

域対応に関する研究』 (立命館大学人文科学研究所紀要 50)

余田博通､ 1956､ ｢農村社会構造の分析一 宝塚市安倉部落について- ｣ 『関西学

院社会学』第二輯

- ､ 1968､ ｢村落共同体｣､余田博通 ･松原治郎編著 『農村社会学｣]､川島書

店

法に関する覚書-- ｣､菖多野清一博士古稀記念論文集編集委員会編 『村落構造 と親

族組織』､未来社

渡辺洋三､ 1954､ 『農業水利権の研究』､東京大学出版会

川l



国 囲 土 地 改 良 区 所 蔵 二丈:書 目 録

:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

[江戸時代]

[水利関係]

1人ケ池上水立合い証文

2人ケ池上水立合い証文 (写 し)

3大溝分水契約書

4人ケ池拡張につ き野寺山村の田地切替証文

5人ケ池水たまり分石 きめ証文

6人ケ池水たまり分石 きめ証文

7琴地中堤普請差止め訴訟

8押出山西新村新池築造につき取払訴訟の訴状

の写

9人ケ池関係文書の切片

10人 ケ池水論内済願

11人ケ池水論訴状

12人ケ池関係文書

13人ケ池水論内済についての口上書

14No,13と同内容

15人 ケ池水論内済書

16人ケ池水論内済証文

17草谷川川口水論内済取な し書

18草谷川川口水論内済書

19新池築造願書

20乍恐差上 申願書之事

21草谷川川 口水論訴状

22草谷川川口水論訴状

23川 口一件控

24草谷川川 口水論訴状 (No.23に同一文書あり)

25草谷川川口水論訴状 (No.23に同一文書あ り)

26勝成村新池築造反対訴訟

27勝成村新池築造反対訴訟

28勝成村新池築造反対訴訟

29草谷川水論について庄屋への口上書

30草谷川水論願書

31早魅 につ き嘆願書

32琴池中堤関係文書

33奉指上願書之事

34中堤 について

35口上書

36人ケ池水論訴状

37乍恐差上 申御歎キ書之事

38差上申御諸口之事

寛文11年 6月

寛文11年 6月

寛文12年

寛文13年 6月

延宝 3年2月

延宝 3年 2月

享保 5年12月

享保12年5月

宝暦12年3月

宝暦13年6月

宝麿13年7月

宝暦13年7月

宝暦13年8月

宝暦13年 8月

宝暦13年 8月

宝暦14年正月

明和 2年4月

明和 3年6月

安永 6年

文化元年4月

文化元年 5月

文化4年5月

文化4年5月

文化4年7月

文化5年 5月

文化5年9月

文化 5年10月

文化 7年 3月

文化 8年

文化13年 4月

文政元年

文政7年正月

天保10年 2月

天保14年正月

不明

1671-枚

1671-秩

1672-秩

1673-秩

1675-秩

1675-秩

1720袋入 1枚

1727袋入 1枚

1762切片

1763-枚

1763袋入 1枚

1763二枚

1763-秩

1763-秩

1763-秩

1764-秩

1765袋入 2枚

1766-秩

1777-秩

1804-秩

1804袋入 2枚

1807袋入 3枚

1807仮綴

1807袋入 3枚

1808袋入 3枚

1808袋入 2枚

1808-秩

1810袋入 2枚

1811袋入 2枚

1816-枚

1818袋入 3枚

1824六枚

1839断片紙 3枚

1843断片紙

1868袋入 1枚

不明 1868

不明 1868袋入 2枚

不明 1868



:Ⅳ｡∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

39従権現様諸宗御定御候冒

吐O覚

41差上申口上書之事

42奉指上願書之事

43定

44乍恐奉指上歎願書之事

45乍恐御向難出之事

46定

[検地帳他]

47加古郡大野組国圃新村新田畑検地帳

48加古郡大野組国岡新村辰年明新田畑検地帳

49加古郡国岡新村新田改帳

50加古郡国岡新村新田畑検地帳

51加古郡国岡新村新田畑検地帳 紙数5枚

52加古郡国岡新村新田畑検地帳

53加古郡中村組匡l岡新村新畑検地帳

54播磨国加古郡之内園岡新村薮新開畑検地帳

55新田畑高反別名実帳

56田畑高反別小前名菓帳 二番

57池および樋などについての明細帳

58明細帳

59明細帳

60明細帳

61指樋掛樋書上ケ帳

62明細帳控

[地図]

63地図

64地図

65地図

[明治か ら土地改良区改編まで]

[淡山疎水 ･蛸草関係他]

66淡河川疎水 ノ為 メ水利 二関スル契約為取換謹

67淡山水路契約の証文

68淡山水路契約の証文

69蛸筆内水路新築関係書類 (延長275間 6分)

70蛸学内水路契約 の証文

71蛸草新村地内敷地購入書顎

72五軒屋 より入 る水代を北山え供与す る契約書

(水米贈与契約謹)

73国岡 と五軒屋 との契約書

慶長19年 2月

宝暦11年

文化 4年 5月

天保15年11月

弘化2年正月

弘化2年3月

弘化5年 2月

嘉永 3年5月

寛文13年 3月

延宝4年 3月

延宝 7年5月

天和 3年9月

貞享 2年8月

元禄 2年 9月

元禄 9年10月

文化 8年 4月

文政元年 6月

文政元年 6月

元禄か?

寛保 2年

寛延 3年3月

寛延 3年 7月

宝暦 2年

宝暦14年4月

1614-秩

1761-秩

1807-秩

1844-秩

1845-秩

1845-秩

1848-秩

1850-秩

1673仮綴

1676仮綴

1679仮綴

1683仮綴

1685仮綴

1689仮綴

1696仮綜

1811仮綴

1818仮綴

1818仮綴

1688仮綴

1742仮綴

1750仮綴

1750仮綴

1752仮綴

1764仮績

延宝 8年 1680-秩

寛延 2年4月 1749-秩

不明 1868-秩

明治24年9月

明治24年9月

明治24年9月

明治27年11月

明治27年

明治 37年前後

昭和 1年12月

1 8 91仮綴

18 91仮綴

1 8 91仮綴

18 94封筒入

1 8 94仮綴

1 904封筒入

1 9 26-秩

大正15年8月 1926仮綴



:No.･. 表題 年 :西暦: 様式 ･.数1.

74疎水支線路新設略図

75練部屋疎水線路波音人足帳

76水代領収証

77疎水支線路汝深帖

78証 (水代米領収証)

79昭和二十一年度兵庫県淡河川Ll｣田川普通水利

組合歳入歳出第五回追加更正預算

80昭和二十六年度第一回臨時組合会議案

81昭和二十六年度第弐回臨時組合会議案

[大溝関係]

82分右下溝汝人足帳

83風 呂谷流溝凌人足帳

84契約書

85草谷川溝凌人足控

86風 呂谷汲深人足控井 二川口堰キ上ゲ人足控

87廉沢分石上構凌人足帳

88国岡加古新両村二係ル訴訟井こ公証綴

89園田加古新両村 卜八ケ郷二対 スル訴訟二付承

諾証井 二委任証綴

90係争贋谷河沿革誌

91風 呂ノ谷凌深人足控

92準備書面

93国岡加古新両村二係ル訴訟井 二公証綬

94大清 二関 スル訴訟書類

95判決

96承諾書 (大溝訴訟関係)

97和解僚件

98委任状

99和解傑項申出書

100証明願

101国岡加古新両村 卜八ケ郷間二於ケル訴訟二付

承諾書 (出作分)

102陳情書

103大溝問題 二就 テ

104和解候件説明書

105和解期 日通知

106証拠調期 日調書

107昭和四年第八二号水利妨害排除請求事件の準

備書面

108昭和4年第82号水利権妨害排除事件鑑定書

109甲第廿四号証ノ認否 卜説明書

110口頭弁論調書

昭和4年

昭和7年9月

昭和 8年

昭和12年9月

昭和13年 1月

昭和22年 1月

昭和26年7月

昭和27年 1月

1929-秩

1932仮綴

1933仮綴

1937仮綴

1938-秩

1947仮績

1951仮綴

1952仮綴

大正 4年10月 1915仮綴

大正 5年 9月 1916仮綴

大正10年4月 1921

大正12年9月

大正14年9月

大正14年5月

大正14年15年

大正14年

大正15年5月

大正15年 9月

昭和2年 9月

昭和 2年度

昭和 3年度

昭和4年 3月

昭和 4年5月

昭和 4年力

昭和 4年

昭和 4年力

昭和4年11月

昭和 4年5月

昭和4年10月

昭和 5年力

昭和5年 9月

昭和 5年 7月

昭和 5年 3月

昭和 5年

1923仮綴

1925仮綴

1925仮綴

1925仮綴

1925仮綴

1926仮綴

1926仮綴

1927仮綴

1927仮綜

1928仮綴

1929仮綴

1929仮綴

19291&#

1929仮綴

1929-秩

1929仮綴

1929仮綴

1929仮綴

1930仮綴

1930仮綴

1930-秩

1930仮綴

1930仮綴

昭和7年 1932仮綬

昭和 9年10月 1934仮綴

昭和10年7月 1935仮綴



:Ⅳ｡.: 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

111口頭弁論調書

112大溝事件和解成立報告 ノ件

113訊問事項書

114検証調書

115大溝凌深人足帳

116大溝凌諜人足帳

117大溝凌深人足帳

118贋谷河原田井の溝符金の件

119大溝凌深人足帳

120契約書 (清符金関係)

121大溝分岐点尺高 に就て覚書

122大溝凌深人足帳

123大溝凌深人足帳

124河原田井 コンク リー ト人足

[加古新村関係]

125国岡加古新両村 二係ル公証綴

126昭和三年次降加古新村 トノ往復文書綴

昭和10年7月 1935仮綴

昭和10年12月 1935仮綴

昭和10年カ 1935仮績

昭和11年 4月 1936仮綴

昭和12年 9月 1937仮綴

昭和22年9月 1947仮綴

昭和23年 8月 1948仮綴

昭和25年5月 1950葉書

昭和25年8月 1950仮綴

昭和25年5月 1950仮綴

昭和25年 1950-秩

昭和26年8月 1951仮綴

昭和29年8月 1954仮綴

昭和32年4月 1957仮綴

大正13年度 1924仮綴

昭和 3年か ら 1928仮綴

127加古図岡両村水利連帯費請求書 昭和23年 1948

128大溝分岐の件

129加古圃岡ニ ケ村割 (昭和二十四年度分)

130昭和31年度聯帯費請求書

131昭和32年度聯帯費請求書

[溜池の維持管理関係]

132千波池護岸 コンク リー ト工事帳

133千波池修繕工事見積書

134千波池混凝土諸控

135山城池敷地購入書類

136山城池車踏人足控

137山城池北樋水替諸費及水足帳

138山城池堤防修繕費

139山城池､棒池修繕工事承諾書 (出作分)

140山城池堤防修繕帳

141権 ノ池上測量図

142愛宕池新築 に関す る書類

143愛宕官林払下 二係ル諸控

144愛宕池 [ ]不納金取調 [ ]

145愛宕池新築 二関 スル支出其他諸費簿

146溜池新築 二関 スル収入簿

147愛宕池新築 二関 スル支出其他諸費簿

昭和25年 4月 1950葉書

昭和25年カ 1950二枚

昭和31年 1956仮綴

昭和32年 1957仮綴

昭和 5年8月

昭和13年10月

昭和13年11月

明治31年

明治43年8月

明治45年7月

昭和 4年9月

昭和 4年

昭和 9年9月

大正11年5月

明治24年

明治40年8月

大正 2年12月

大正 4年以後

大正 4年 1月

大正 4年以後

入

入

綴

綴

綴

筒

綴

綴

綴

綴

綬

筒

綴

綬

綬

綬

綬

綴

仮

仮

仮

封

仮

仮

仮

仮

仮

封

仮

仮

仮

仮

仮

仮

0

8

8

n八U
O

2

9

9

4

2

1

7

3

5

L.L'
5

3

3

3

9

1

1

2

2

3

2

9

0

1

1

1

1

9

9

g

8

9

9

9

9

9

9

8

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

148新築二関 スル支出簿

149新地二関 スル控帳

150愛宕山林開墾監督帳

151愛宕池並中樋満濃地反別表

152池敷及残地寄附人名簿

153愛宕池新築二関スル監督賃金及員数帳

154工事請負人札関係

155愛宕池二関スル諸 日役簿

156愛宕池支出稼算控

157愛宕池監督人足控

158愛宕池新築二関スル領収証綬

159新池二関スル諸 目役簿 (愛宕池)

160新地入札保証金及人名簿

161買物帳

162愛宕池新築二関スル監督費及 ビ交渉費明細簿

163愛宕池新築及旧池修繕費反別割協議決議書綴

164愛宕池新築重要書類綴

165大正五年度愛宕池新築費残部額一時賦課帳

166愛宕池新築費年賦掛込人名仮帳

167借用謹書 (愛宕池工事資金)

168借用謹書 (愛宕池工事資金)

169溝 コンクリ- ト工事帳

170琴池樋修繕人夫並材料帳

171新池費用 (昭和十二年度)

172昭和十三年度新池費用

173新池費 (昭和十四年度)

[規約 ･会議録他]

174天満村国岡水利組合規約

175池守職務心得

176入水役心得書

177水利協議決定録

178水利会同日誌

179水利会々議録

180水利会々議録

181水利会同日誌

大正 4年 1月

大正 4年12月

大正 4年4月

大正 5年3月

大正 5年

大正 5年 3月

以後

大正 5年

大正 5年 3月

大正 5年

大正 5年12月

大正 5年度

大正 5年10月

大正 5年 2月

大正 5年3月

大正 5年10月

大正 6年

大正 6年 1月

大正 7年 5月

大正 8年 1月

昭和23年10月

昭和23年12月

昭和 6年 4月

昭和 8年 8月

昭和13年 1月

昭和14年 1月

昭和15年 1月

大正～昭和初

大正～昭和初

大正～昭和初

大正13年 3月

昭和 2年 6月

昭和4年 7月

昭和 5年 1月

昭和 6年 2月

1915仮,6

1915仮綴

1915仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1916一冊

1916仮綴

1916仮綴

1916仮緩

1916仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1917仮綴

1917仮綜

1918仮綴

1919仮綴

1948-秩

1948-秩

1931仮綜

1933仮綴

1938-秩

1939-秩

1940-秩

1924仮綴

1924仮綴

1924仮綴

1924仮綴

1927一冊

1929一冊

1930一冊

1931一冊

[会計関係]

182四拾年度水利費協議費収出決算報告 明治40年度 1908仮綴

183明治四十年度諸費収支 明治40年度 1908仮綴

184明治四拾壱年度収出決算報告 明治41年度 1909仮綴



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

185明治四十二年度惣橡算

186明治四拾弐年度収入及支払報告

187明治四拾参年度収支預算報告

188明治四拾参年度収支決算報告書

189明治四拾四年度収支複算報告書

190明治四拾四年度収支決算報告書

191明治四拾四年度収支決算報告

192大正元年度収支決算報告書

193大正元年度収支預算報告書

194大正弐年度収支決算報告書

195大正弐年度収支預算報告書

196大正参年度収支預算報告書

197大正四年度収支決算報告書

198大正四年度収支橡算報告書

199大正六年度収支決算書

200大正六年度収支像算書

201水利費決算報告書

202決算書井二重要書類綴

203大正十四年度水利公証綴

204支出報告書

205往復文書 池魚契約書 土地移動調 協議費

決算書其他

206請求書綴

207収入簿

208昭和十一年度水利決算書

209部落会々計像算書

210園岡部落会決算書

211昭和十七年庭園岡部落全会計収支決算書

212昭和十七年度水利費支出簿

213昭和二十年度部落全経費収支決算書

214部落全役員手当

215昭和二十年度部落会収支決算書

216昭和二十一年度厚生部収支決算書

217昭和廿二年度各部経費収支決算書

218協議部水利部愛宕神社部経費収支決算書

219協議部水利部経費収支決算書

220協議費水利費経費収支決算書

221協議費水利費経費収支決算書

222協議費水利費経費収支決算書

[農地 (賦課)関係]

223神社境内外反別其外書上帳

明治42年

明治42年度

明治44年 1月

明治44年 2月

明治44年12月

明治45年3月

明治45年 3月

大正 2年 2月

大正 2年 1月

大正 3年 2月

大正 3年 1月

大正 4年 1月

大正 5年2月

大正 5年 1月

大正 7年2月

大正 7年 1月

大正 7年

大正13年

大正14年

大正15年

昭和 3年以降

昭和 5年

昭和 9年度

昭和11年度

昭和16年度

昭和16年度

昭和17年

昭和18年1月

昭和20年

昭和20年度

昭和20年

昭和21年

昭和23年

昭和23年度

昭和25年度

昭和26年度

昭和29年度

昭和32年度

1909仮綴

1910仮綴

1911仮綬

1911仮綬

1911仮綴

1912仮綴

1912仮綴

1913仮綴

1913仮綴

1914仮綴

1914仮綴

1915仮綴

1916仮綴

1916仮綴

1918仮綴

1918仮綴

1918仮綴

1924仮綴

1925仮綴

1926仮綴

1928仮綴

1930仮綴

1934仮綴

1936仮綴

1941仮綴

1942仮綴

1942仮綴

1943一冊

1945仮綴

1945仮綬

1945仮綴

1946仮綴

1948仮綴

1948仮綴

1950仮綴

1951仮綴

1954仮綴

1957仮綴

明治 5年 1872仮綴



:No.: 表題 年 :西暦: 様式 :数:

224字前条第八番 地租改正取調帳 第六大区第 明治 9年 3月 1876仮綴 1

三小区

225池改正丈量簿 明治12年 1879仮綴 1

226字 山城池増築 千波池刃金入 反別割収出 明治31年10月 1898仮綴 1

簿

227未登記ノ土地所有権ノ登記申請書

228明治村六年度水利貿協議費徴収簿

229明治村六年分諸 日役及叡智金領収証綴

230明治村七年度諸日役領収証綬

231明治冊七年度水利費協議費徴収簿

232明治八年度水利男協議費徴収簿

233明治村九年度水利費協議費徴収簿

234明治四拾年水利費反別割賦課帳

235四十年度諸日役受取綴

236明治四拾年度水利費協議費徴収簿

237四拾壱年度臨時水利費徴収簿

238明治四拾壱年度水利費協議費徴収簿

239明治四拾弐年度水利費反別割賦課帳

240明治四拾参年度加盟費水代受取写

241明治四拾参年度水利費協議費徴収簿

242明治四拾参年度水利費反別割賦課帳

243新池築造二付諸日役帳

244溜池新築二付委員日数其他諸費控

245明治四拾四年度新田水代徴収簿

246明治四拾四年度水利費協議費徴収簿

247愛宕池第 4期臨時水利費仮反別賦課帳 (出作

分)

248大正元年度水利費協議費徴収簿

249田作人台帳 第弐号

250大正弐年度水利費協議費徴収簿

251大正参年度新田水代帳

252大正四年度諸 日役領収証綴

253大正参年度新田水代徴収簿

254溜池新築二関スル諸費帳

255大正参年度水利費協議費徴収簿

256大正五年度第壱期臨時水利費賦課徴収簿 (内

控)

257大正五年度諸日役領収証綴

明治 34年

明治37年 1月

明治37年 2月

明治38年 1月

明治38年 1月

明治3L9年 1月

明治40年 1月

明治41年 1月

明治41年 2月

明治41年 1月

明治42年 1月

明治42年 1月

明治42年12月

明治43年 6月

明治44年 1月

明治44年 1月

明治44年より

明治44年 3月

明治44年12月

明治45年 1月

大正元年 5月

1901仮綴

1904仮綴

1904仮綴

1905仮綴

1905仮綴

1906仮綴

1907仮綴

1908仮綴

1908仮綴

1908仮綴

1909仮綴

1909仮綴

1909仮綴

1910仮綴

1911仮綴

1911仮綴

1911仮綴

1911仮綴

1911仮綴

1912仮綴

1912仮綴

大正 2年 1月 1913仮綴

大正 3年 8月 1914仮綴

大正 3年 1月

大正4年 1月

大正4年

大正4年 1月

大正4年次後

大正4年 1月

大正 5年

1914仮綴

1915仮綴

1915仮綴

1915仮綴

1915仮綴

1915仮綴

1916仮綴

大正 5年 1916仮綴

258大正五年度第壱斯臨時水利費 仮反別賦課帳 大正 5年 2月 1916仮綴

259大正四年度新田水代徴収簿 大正 5年 1月 1916仮綴

260大正五年度第壱斯､第弐期臨時水利費仮反別 大正 5年 1916仮綴

割賦課帳 出作人之アリ

261大正五年度第弐期臨時水利費徴収台帳 大正 5年10月 1916仮綴



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :数:

262大正五年度臨時水利貿仮反別割賦課帳 大正 5年 2月 1916仮綬

263大正四年度水利費協議費徴収簿 大正 5年 1月 1916仮綴

264大正五年度第参斯臨時水利男仮反別割賦課帳 大正 5年10月 1916仮綬

(出作分)

265大正五年度第弐期臨時水利費 仮反別賦課帳 大正 5年10月 1916仮綴

266大正五年度第壱期臨時水利費徴収台帳 (但 シ

出作-第壱期弐斯分)

267愛宕池新築旧池修繕費反別割年賦償還徴収書

帳

268大正五年度第参期臨時水利費及 ビ第四期 (也

作分)臨時水利費及 ビ苦池修繕費徴収台帳

269大正五年度水利費協議費徴収簿

270畦畔反別及 ビ空地反別明細簿

271大正五年度水利費反別割賦課帳

272大正六年度水利費協議費徴収簿

273大正七年度大正八年度大正九年度水利費協議

費徴収簿

274水利費協議費賦課簿

275水利糞協議費賦課帳

276水利費協議費賦課帳

277戸別割等級帳

278田反別水利費賦課原簿

279水利費反別賦課原簿

280田反別水利賦課帳

281水入給米反別取調控帳 七冊 ノ内 岸本米-

持分

282水利費反別賦課原簿

283水利費反別賦課原簿

284水利費反別賦課原簿

285水利費反別賦課原簿

286水利費反別賦課原簿

287水利費反別賦課原簿

288水利費反別賦課原簿

289水利費徴収賦課原簿

290水利費賦課帳

291水利費賦課帳

292水利費賦課帳

293水利費賦課徴収原簿

294疎水組合加盟反別名寄台帳写

295水利部反別割疎水組合費未加盟地反別割賦課

徴収台帳

296水利貿徴収簿

297水利費徴収原簿

大正 5年 2月

大正 6年

大正 6年 5月

大正 6年 1月

大正 6年12月

大正 6年 1月

大正 7年 1月

大正 7年12月

大正10年

大正11年12月

大正12年分

大正12年 1月

大正13年12月

大正14年度

大正15年度

大正15年10月

昭和 2年度

昭和 3年度

昭和 4年度

昭和 5年度

昭和 6年度

昭和 7年度

昭和 8年度

昭和10年度

昭和11年度

昭和12年度

昭和13年度

昭和14年度

昭和15年 1月

昭和15年度

1916仮綴

1917仮綴

1917仮綴

1917仮綴

1917仮綴

1917仮綴

1918仮綴

1918仮綴

1921仮綴

1922仮綴

1923仮綴

1923仮綴

1924仮綴

1925仮綴

1926仮揖

1926仮綴

1927仮綴

1928仮綴

1929仮綴

1930仮綴

1931仮綬

1932仮綴

1933仮綴

1935仮綴

1936仮綴

1937仮綴

1938仮綴

1939仮授

1940仮綴

1940仮綴

昭和16年度 1941仮綴

昭和17年度 1942仮綴



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

298水利費徴収簿控

299水利費徴収簿

300水利費徴収簿

301二十二年度個人 別 組 合費反 別 割 ( 疎 水費)

302水利費徴収控

30 3領収謹

304農地台帳

[その他]

305不動明王地蔵前妻明細

306地 目変換野敢図

307箱堀土坪控

308自治公文書綴

309夫役賦課関係記録 (表題な し)

310大正十三年度原稿井二雑種績

311大正拾四年度水利公証綴

312大正15年度公証綴

313昭和二年度水利公証綴

314昭和弐年度水利公証綴

315諸入費控帳

316耕地整理組合設立二付同意書

317部落有土地 ヲ耕地整理組合地区二編入 ノ儀同

意 ノ件

318愛宕山林同盟領収書

319愛宕山開墾地耕作契約書綬

320園田水利取扱 二係ル引継 目録

321土地所有権確認謹

322諸 日役材料支挿簿

323材料購入帳

324領収書 (園国字棒池中堤防母里線道路敷地用

トシテ売却代金)

325領収謹 (昭和十六年度小作料)

326各組別小溝凌間数

327借用証

328水人給収納帳

329首座借越金約定謹書

330水入給金給米収納帳

331第二回通常総会議案

332稚記録

333ため池の保全 に関す る候例の解説

334水入給収納帳

335水入給米収納帳

昭和18年度

昭和19年度

昭和20年度

昭和22年

昭和22年度

昭和23年12月

昭和26年カ

明治12年10月

明治29年 9月

大正 5年3月

大正 7年 5月

大正13年力

大正13年

大正14年 1月

大正15年

昭和 2年12月

昭和 2年

昭和4年度

昭和 4年12月

昭和 5年

昭和 8年

昭和 8年 3月

昭和12年 6月

昭和13年 8月

昭和13年度

昭和14年

昭和14年 3月

昭和16年

昭和17年度

昭和21年10月

昭和21年度

昭和21年4月

昭和21年度

昭和24年度

昭和26年

昭和26年5月

昭和26年度

昭和27年度

1943仮綴

1944仮綴

1945仮綴

1947仮綴

1947仮綴

1948二枚

1951仮綬

1879仮綴

1896仮綴

1916仮綴

1918仮綴

1924仮綴

1924仮綴

1925仮綴

1926仮綴

1927仮綬

1927仮綴

1929一冊

1929仮綴

1930仮綴

1933仮綴

1933仮綴

1937仮綴

Hg要望

1938仮綴

1939仮綴

1939三枚

1941一冊

1942仮綴

1946-秩

1946仮綴

1946-秩

1946仮綴

1949仮綴

1951仮綜

1951仮綴

1951仮綴

1952仮綴



:No.: 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

336領収書 (新池魚放 し料､昭和31,32,33年三 力 昭和31年 1956仮綴

年分)

337水路登記権利証

[地図]

338地図

339地図

昭和31年 8月 1956仮綴

明治 1868-秩

明治5年5月 1872-秩

[土地改良区改編後]

[大溝関係]

340昭和32年度及33年度広谷河原田井 コンクリ- 昭和32年 1957仮綴

ト人足 ･材料控

341大清汝深人足帳

342契約書

343手紙 (大清堤防上松木問題)

344昭和35年度大溝災害復旧工事貴国岡負担金請

求書

345大溝汝諜人足帳

346大溝凌諜人足帳

347大溝汝深人足帳

348大構堤防上松木代清算書

349河原田用水路等管理に関する協定書

350河原田井堰並に水路に係る覚書案について

351大溝水路周辺参考図

[加古関係]

352導水路工事国囲負担金請求書

353大溝堤防境界について

354昭和35年度聯帯費請求書

355昭和37年度聯帯費請求書

356昭和38年度連帯費請求書

357聯帯費計算表

358馬橋の上雑木入札結果

昭和33年 8月

昭和35年5月

昭和35年 3月

昭和36年 5月

昭和36年8月

昭和37年8月

昭和38年 8月

昭和39年5月

昭和40年

昭和56年10月

不明

昭和35年 3月

昭和35年2月

昭和36年 5月

昭和38年 5月

昭和39年 5月

不明

不明

1958仮綴

1960仮綴

1960-秩

1961仮綴

1961仮綴

1962仮綴

1963仮綴

1964-枚

1965仮綬

1981仮綴

9999封筒入

1960仮綴

1960-枚

1961仮綴

1963仮綴

1964仮綴

9999-秩

9999一･枚

[溜池の維持管理関係]

359土地改良事業 (かんがい排水事業)着手届他 昭和34年 3月 1959仮綴

360棒池波深工事補助金交付通知 昭和34年 9月 1959二枚



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

361契約書 (池工事のためのブル ドーザの貸与 に

ついて)

362疎水溝凌深出役簿

363城ノ池使用契約書

364昭和36年度県単独補助土地改良事業入札設計

書 (事業名 かんがい排水)

36 5県費水路改修工事関係書類

366工事請負人札書

36 7美谷池分担金請求書

368道路一時堀さく許可申請関係

369国岡現場写真集

370団体宮老朽ため池補強事業補助金の交付決定

について (通知)

371千波池改修工事申請書

372昭和46年度老朽ため池出来高設計書

37 3千波池工事借入金書類

3 74千波池改修記念碑原稿

37 5樋門工事御見積書

376千波サクセン関係

37 7工事監督 日誌 (千波池の部)

3 78工事 ･転用関係図

3 79経書類 (ポンプ試験成績表他)

380山城池室井､揚水機設置工事 (写真)

381さく井工事標準積算資料

382試験成績表 (ポンプ)

383千波池堅井､揚水機設置工事 (写真)

384金銭出納帳 (山城池さく泉関係)

3 85山城池さく泉工事賦課台帳

386見積書

387山城池さく泉工事関係書類綴

388J｣城サクセン関係

38 9工事費内訳書

3 90支出命令書 (山城池さく泉関係)

391農林漁業資金の借入関係書類 (事業関係報告

書他)

39 2御見積書 (清ケ沢池排水路一部改修工事)

39 3災害復旧工事 (琴池ウテ ミ先)地元負担金明

細

394工事設計書 (千波池水路新設一部改修工事)

39 5工事写真帳 (千波池水路新設一部改修工事)

396権之池求積図

39 7城之池堤防敷承認書

398千波池室井工事見積書

昭 和 34年 1959仮綴 1

昭 和 35年9月

昭 和 36年12月

昭 和 36年

昭 和 36年

昭 和 37年1月

昭 和 38年度

昭 和 39年

昭 和 40年度

昭 和 45年11月

昭 和 45年8月

昭 和 46年

昭 和 46年

昭 和 47年力

昭 和 48年11月

昭 和 49年

昭 和 49年

1960仮綴

1961-秩

1961仮綴

1961封筒

1962仮綴

1963仮綴

1964仮綴

196 5仮綴

1970郵便物

197 0仮綴

1971一冊

1971封筒入

1972封筒入

1973仮綴

1974バインダ ー

1974仮綴

昭 和 49年 1974

昭 和 49年

昭 和 49年

昭 和 49年

昭 和 49年

昭 和 49年

昭 和 50年

昭 和 50年

昭 和 50年7月

昭 和 50年

昭 和 50年

昭 和50年

昭 和 50年

昭 和 50年

昭 和 51年

昭 和 51年4月

昭和52年

昭和52年

昭和52年2月

昭和63年 8月

不明

1974仮綴

19 74アルバム

1974パンフレ ット

1974仮綴

1974アルバム

1 975一冊

1975仮綴

1975仮綴

1975バインダ ー

1975バインダー

197 5仮綴

197 5仮綴

1975仮綴

1976仮綴

1976-秩

1977仮綴

1977仮綴

HT7

1988封筒入

9999仮綴



:Ⅳ｡.: 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

399工事費内訳書 (千波池 さく井工事)

400千波池関係書類

401伏樋横断面図 (縮尺百分之-)

402工事仕様書及内訳書

403堤防図

404溜池堤防実測縦断面図

不明 9999

不明 9999二枚

不明 9999-秩

不明 9999仮綴

不明 9999-秩

不明 9999-秩

405愛宕池樋右放水所樋溝 (マ ンボ)人足是 二関 不明 9999仮綴

スルー切費用

406千波池工事設計図

407堤防実測銃断面図

408図面 (堤防)

409美谷池廃池同意書

[規約 ･会議録他]

410図岡土地改良区設立事業適否認定申請書

411国囲土地改良区設立認可申請書

412定款

413定款

414定款

415維持管理計画書

416維持管理計画書

417図岡土地改良区役員就任届

418国岡土地改良区役員就任届

419定款変更認可申請書

420匡=司土地改良区役員退任届

421役員改選届の様式送付について

422昭和36年 7月20日 臨時総会議事録

423役員就任届

424各種総会議案

[会計関係]

425領収書 (新池魚放 し料､向 う三ケ年間)

426借入 申込書

427昭和43年度水利部協議部決算書

428昭和44年度水利部協議部予算書

429ため池賃貸借契約証書 (棒池)

430国安､五軒屋､疎水等請求書控

[農地 (賦課)関係]

431農地台帳

432農地台帳

433組合費反別割徴収原簿写

明

明

明

明

不

不

不

不

9999封筒入

9999仮綴

9999二枚

9999封筒入

昭和32年2月 1957仮綬

昭和32年 1957仮綴

昭和32年 1957仮綴

昭和32年 1957仮績

昭和32年 1957仮綴

昭和32年 1957仮綴

昭和32年 1957仮綴

昭和33年4月 1958仮綴

昭和35年4月 1960-秩

昭和35年 4月 1960仮綴

昭和35年 4月 1960仮綴

昭和35年11月 1960仮綴

昭和36年7月 1961仮綴

昭和45年7月 1970仮綴

昭和51年以降 1976仮綴

昭和34年2月

昭和36年8月

昭和44年

昭和44年

不明

不明

1959-秩

1961仮綴

1969仮綴

1969仮綴

9999仮綜

9999仮綴

昭和32年カ 1957封筒入

昭和33年以後 1958仮綴

昭和34年度 1959仮綴

l

1

2

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



･.No.: 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

434組合費反別割徴収原簿写

435組合費反別割徴収原簿写

436組合費反別割徴収原簿写

437組合費反別割徴収原簿写

438組合費反別割徴収原簿写

439組合費反別割徴収原簿 (千波池)

[関連団体]

440昭和 33年度兵庫県土地改良事業団体連合会

三木支部総会

441昭和33年度収入支出予算書

442兵庫県土地改良事業団体連合会規約

443兵庫県土地改良事業団体連合会創立総会順序

444兵庫県土地改良事業団体連合会定款

445昭和三十三年度三木土地改良事業振興会総会

446加入承諾書

447兵庫県土地改良協会解散総会順序

448第十一回通常総会開催通知

449兵庫県土地改良事業団体連合会昭和三十五年

度通常総会順序

450兵庫県土地改良事業団体連合会会員名簿

451稲美町土地改良区協会々別 (寡)

452土地改良区運営の手引

453兵庫斯淡河川山田川土地改良区昭和38年度収

支予算書案

454土地改良事業推進に関する要望決議

455昭和38年通常総代会議案

456土地改良早わか り

457昭和38年度通常総会提出議案

458諸規程集

459兵庫県土地改良事業団体連合会会員名簿

460兵庫県土地改良事業団体連合会会員名簿

461昭和49年度通常総会提出議案

462第17回通常総会提出議案

463 ｢豊かなむ らを災害か ら守る月間｣実施要綱

464昭和50年度通常総会提出議案

465第17回通常総会提出議案

466第18回通常総会提出議案

467兵庫県土地改良事業団体連合会会員名簿

468第19回通常総会提出議案

469二〇年の歩み

470第20回通常総会提出議案

昭和34年度

昭和35年度

昭和35年度

昭和36年度

昭和36年度

昭和44年

1959仮綴

1960仮綴

1960仮綴

1961仮綴

1961仮綴

1969仮綴

昭和33年 7月 1958仮綴

昭和33年

昭和33年

昭和33年 5月

昭和33年

昭和33年 7月

昭和33年 6月

昭和33年 5月

昭和34年 4月

昭和35年 5月

昭和36年 5月

昭和37年 9月

昭和37年 9月

昭和38年

昭和38年 5月

昭和38年 3月

昭和38年力

昭和38年 5月

昭和39年4月

昭和39年 3月

昭和40年 3月

昭和49年 6月

昭和50年 3月

昭和50年 6月

昭和50年 6月

昭和50年 3月

昭和51年 3月

昭和51年 3月

昭和52年 3月

昭和53年 3月

昭和53年 3月

1958仮綴

1958仮綬

1958仮綴

1958仮綴

1958仮綬

1958仮綴

1958仮綴

1959仮綴

1960仮綴

1961一冊

1962仮綴

1962-価

1963仮綴

1963仮綴

1963仮綴

1963-秩

1963仮綴

1964仮綜

1964-冊

1965一冊

1974-冊

1975仮綴

1975一冊

1975-冊

1975一冊

1976一冊

1976一冊

1977仮綴

1978一冊

1978封筒入



:No∴ 表題 年 :西暦: 様式 :敬:

4 71兵庫県土地改良事業団体連合会会員名簿 昭和53年 3月 1978仮綴

472通常総会提出議案 一昭和54年度一 昭和54年 5月 1979仮綴

473第21回通常総会提出議案 昭和54年 3月 1979封筒入

474土地改良事業補助率一覧表 昭和54年度 1979一冊

475淡河川山田川疎水路新設二付北山村希望ノ予 不明 9999-秩

想図

[その他]

476業務報告書

477昭和34年度特別会計追加更正予算書

478事業計画書

479祭文

480祭典役割関係

481履歴書

482農地宅地転用書 (農地転用について申出書)

483電話地下線土木工事設計図

484第27回通常総会議案 (他)

485国安水利規約

486官民有地境界協定申請書

487匡l岡開発の歴史 (下書)

488会館新築図面

489福田本家過去帳

490福田東新宅過去帳

491コンク リー ト製品総合カタログ

492耕地整理組合規約

493耕地整理組合規約

昭和33年 4月

昭和34年6月

昭和34年度

昭和34年2月

昭和36年10月

昭和37年 1月

昭和43年

昭和44年

昭和50年 5月

昭和51年

昭和54年5月

昭和54年

昭和55年

平成 1年

平成 1年

不明

不明

不明

1958仮綴

1959-秩

1959仮綴

1959-秩

1961約30枚

1962仮綴

1968封筒入

1969仮綬

1975封筒入

1976-樵

1979仮綴

1979原稿用紙

1980一冊

1989-秩

1989--枚

9999パ ンフレッ

9999仮綴

9999仮綴

[地図]

494加古郡稲美町全図 (二万分之-) 戦後? 1950-枚

495兵庫県加古郡稲美町土地宝典 地番地積地目 昭和35年12月 1960-冊

入図

496地番図 (国阿分)

497地番図 (国安分)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

3

ト

不明 9999仮綬 1

不明 9999仮綴 1



国 安 水 弄り委 員 会 所 蔵 文 書 目 録

:番号: 表題 : 年号 :西暦:

1人ケ池一件

入ケ池上水立合証文

分切石追加据付願書

入ケ池水論内済善

人ケ池水論内済証文

2琴池中掛樋願書控

3琴池水論訴状

4国岡新村より願事二付日記

5琴池関係文書

6琴池水論訴状

7琴地中堤普請争論訴状

8国安村見取図

9溜池増築二付宮林御貸与願

10契約証

11琴池中堤堰控書

12地図

13地図

寛文11年 1671

享保 7年 1722

宝暦13年 1763

宝暦14年 1764

享保 6年 1721

安永 7年 1778

文化元年 1804

文政 7年 1824

文政 7年 1824

天保14年 1843

明治12年 1879

明治27年 1894

明治34年 1901

大正13年 1924

明治5年 1872

不明
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